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は
じ
め
に

現
在
の
東
京
23
区
の
地
域
（
東
京
大
都
市
地
域
）
に
お
け
る
自
治
は
、

明
治
に
は
じ
ま
る
近
代
化
の
な
か
で
、
他
の
地
域
に
は
な
い
独
自
の
変

遷
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
す
を
資
料
に
も
と
づ

い
て
た
ど
り
、
基
礎
的
な
自
治
体
の
視
点
か
ら
全
体
像
を
記
し
た
も
の

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
い
つ
の
日
か
編
纂
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
「
東
京
大
都
市
地
域
自
治
史
」
に
向
け
た
序
奏
と
し
て
、
時
代
を
追

い
な
が
ら
、
ハ
ン
デ
ィ
な
分
冊
形
式
で
素
描
を
試
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

第
２
冊
目
と
な
る
本
書
は
、
昭
和
20
（
１
９
４
５
）
年
の
敗
戦
の
あ

と
、
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
「
特
別
区
」
が
誕
生
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

曲
折
を
経
て
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
に
都
の
内
部
的
な
団
体
と
な
る

ま
で
を
扱
い
ま
す
。
こ
の
間
は
、
特
別
区
の
自
治
拡
充
に
向
け
た
都
区

の
た
た
か
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
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千代田区　
村瀬　清

中央区
山本 泰介

港区
井出 光治

新宿区
岡田 昇三

文京区
井形 卓三

台東区
椎名 竜徳

墨田区
勝田 菊蔵

江東区
二瓶 哲治

品川区
鏑木 忠正

目黒区
廣瀬 俊吉

大田区
小沼 虎之助

世田谷区
田村　保

渋谷区
佐藤 健造

中野区
皆川 五郎

杉並区
新居　格

豊島区
須藤 喜三郎

北区
田口 安蔵

荒川区
田中 國男

板橋区
牛田 正憲

練馬区
臼井 五十三

足立区
大山 雅二

葛飾区
高橋 佐久松

江戸川区
小久保 松保

特別区誕生時（昭和22年頃）の初代区長



千代田区
矢沢 耕三郎

中央区
中條 勇次

港区
高雄 徳龍

新宿区
中泉 庸之助

文京区
染谷 盛一

台東区
建部　順

墨田区
横地 仙太郎

江東区
魚住 芳平

品川区
平田 栄司

目黒区
井上　憲

大田区
永久保 新蔵

世田谷区
大庭　競

渋谷区
斎藤 清亮

中野区
山崎 喜作

杉並区
林　鐵男

豊島区
今泉　清

北区
北島 真平

荒川区
村上 勇三郎

板橋区
林　信助

練馬区
上野 徳次郎

足立区
遠田 漂治

葛飾区
唐松 平兵衛

江戸川区
中川 喜久雄

特別区誕生時（昭和22年頃）の初代議長



おことわり　
○ 本書では、「東京大都市地域」を、現在の東京23区の地域の意で用い

ています。
○ 本書では、法令用語の「地方公共団体」ではなく、広く一般的に使

われている「自治体」を用いています。
○ 本書では、制度との混同を避けるため、例えば、市制、東京都制な

どの法律の名前に「 」を付しています。
○ 文中の年月日は、日本暦を主とし、参考として（ ）内に西暦年を入れ

ました。
○ 引用文には、現代では差別的あるいは不適切な表現が用いられてい

ることがありますが、歴史史料として原文のまま記載しています。
なお、引用文は原資料を尊重しつつも、用字、送りがな、句読点に

ついて現代表記に改める等、読解の便宜を図るために調整したものが
あります。

○ 文中の引用部分の出典や主要参考文献については、巻末にまとめて
掲載させていただきました。
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自
治
権
拡
充
運
動
の
発
端

「
東
京
大
都
市
地
域
の
物
語
」
の
第
１
冊
目
『
東
京
23
区
の
な
り
た
ち
』
で
は
、
明
治
期
に
誕
生
し
た
「
区
」
が
「
府

の
区
」「
市
の
区
」「
都
の
区
」
を
経
て
、「
特
別
区
」
と
し
て
誕
生
す
る
ま
で
を
自
治
制
度
の
変
遷
を
中
心
に
み
て
き
ま

し
た
。

敗
戦
後
、
日
本
で
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
民
主
化
・
分
権
化
が
進
め
ら
れ
、
新
た
な
憲
法
と
地
方
自
治
法
の
も
と
、
特
別
区

は
市
と
同
じ
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
出
発
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
建
前
ば
か
り
で
実
態
は
伴
わ
ず
、
特
別
区
の
事

務
や
財
政
を
め
ぐ
り
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
ま
し
た
。
す
ぐ
に
も
特
別
区
は
自
治
権
拡
充
運
動
を
開
始
し
、
そ
の
後
50

年
以
上
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
冊
子
で
は
、
地
方
自
治
法
の
理
念
を
求
め
、
自
治
権
の
確
立
を
目
指
す
特
別
区
の
運
動
の
う
ち
、
発
端
に
当
た
る

５
年
余
り
の
熱
く
波
乱
に
み
ち
た
歩
み
を
た
ど
り
ま
す
。



これまでの東京の区のあゆみ

※『東京23区のなりたち』を基に整理

江戸末期
朱引内外（1172町89村）

↓

明治２年　府の区
55番組（朱引内50区　朱引外５区）

↓
6大区97小区（「戸籍法」）

↓
11大区103小区（変遷を経て）

↓
地方制度成立

15区６郡（「郡区町村編成法」）
公選議会設置

↓

明治22年　市の区
15区（「市制町村制」）

↓
15区（「市制」）

↓
市域拡大

35区（市隣接の５郡全域82町村を吸収合併）

↓

昭和18年　都の区（戦時下の都）
35区（「東京都制」）

↓
戦後改革

22区（権限拡大に伴う再編）
↓

昭和22年　都の区
22区（「地方自治法」：特別区）

↓
23区（板橋区から練馬区誕生）
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一
　
新
生
特
別
区
の
お
も
い

戦
争
が
終
わ
り
、
復
興
と
新
し
い
日
本
の
建
設
へ
と
時
代
が
動
い
て
い

く
な
か
、
初
の
統
一
地
方
選
挙
で
区
の
議
会
に
加
え
区
長
の
公
選
が
実
施

さ
れ
、
東
京
の
区
は
特
別
区
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
新
憲
法
と
地
方
自
治
法
の
も
と
に
新
生
特
別
区
が
出
発
す

る
と
す
ぐ
、
自
治
の
精
神
と
現
実
と
の
ず
れ
に
直
面
し
、
自
治
権
拡
充
運

動
を
開
始
し
ま
す
。

一
‐
一
　
新
時
代
の
選
挙

新
憲
法
と
地
方
自
治
法
の
施
行
に
先
立
ち
、
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年

４
月
に
行
わ
れ
た
統
一
地
方
選
挙＊

１

で
は
、
５
日
に
都
道
府
県
・
市
区
町
村

の
首
長
が
、
つ
い
で
30
日
に
は
都
道
府
県
・
市
区
町
村
の
議
会
議
員
が
選

　　新生特別区　

区制が誕生してから、府の区・市の区・都の区と歩んできた東京の区の
関係者は、地方自治法とともに特別区に移行すると、次のように自らを「新
生特別区」と称しました。
「この新地方自治法においては、東京都の区は特にその沿革と実勢に鑑

み特別区としてこれを認め政令で特段の定むるところを除き、すべて普通
地方公共団体たる市に関する規定が適用せられるところと相

あい

成
な

ったのであ
ります。斯

か

くて新生特別区は従来のそれと全く面目を一新し強力なる自治
権能を持つ民主的自治団体として誕生するに至ったのであります。」
（昭和23（1948）年1月13日、特別区から都議会に宛てた「決議文の説明書」

の前文から。本書42頁参照）
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挙
さ
れ
ま
し
た
。

＊
１　

戦
後
初
の
統
一
地
方
選
挙　

新
憲
法
と
地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
る
前
で
あ
る
た
め
、
戦
後
地
方
制
度
改
革
の
第
一
陣
と
し
て

昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
10
月
５
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
地
方
制
度
四
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
従
っ
て
選
挙
が
執
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
初
の
公
選
区
長

昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
４
月
５
日
に
、
初
め
て
の
区
長
と
都
長
官
（
５
月
に
は
都
知
事
に
な
り
ま
す
）
の
選
挙
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
日
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
異
な
り
、
自
分
た
ち
の
代
表
を
初
め
て
自
分
た
ち
が
直
接
選
ぶ
と
い
う
記

念
す
べ
き
日
で
す
。

選
挙
２
日
前
の
４
月
３
日
の
朝
日
新
聞
に
は
、「
気
軽
に
出
か
け
ま
し
ょ
う
。
当
日
は
配
給
も
休
み
で
す
。」
と
い
う
記

事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
記
事
で
は
、
女
性
の
国
政
参
加
が
初
め
て
実
現
し
た
１
年
前
の
衆
議
院
議
員
選
挙
の
経
験
を

踏
ま
え
て
か
、「
投
票
所
付
近
に
は
託
児
所
も
で
き
」
と
雰
囲
気
の
様
変
わ
り
を
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
投
票
用
紙
は
、

「
都
長
官
は
黒
、
区
長
は
赤
」
に
色
分
け
が
さ
れ
て
お
り
、
前
回
一
段
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見
下
ろ
し
、
投
票
す
る
有
権
者

を
緊
張
さ
せ
て
い
た
選
挙
長
や
立
会
人
を
「
平
面
に
配
置
し
て
両
側
に
追
い
や
り
、
投
票
箱
を
真
中
に
す
え
る
か
ら
誰
に

気
が
ね
も
な
く
投
票
で
き
る
」
と
報
じ
、
投
票
を
呼
び
か
け
ま
し
た
。

選
挙
当
日
の
東
京
は
、
朝
か
ら
く
も
り
空
で
し
た
が
、
各
区
の
区
長
選
挙
の
立
候
補
者
数
と
投
票
率
は
次
表
の
よ
う
な

も
の
で
し
た
。
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   投
票
の
結
果
、
22
区
中
、
早
い
区
で
は
当
日
に
、
遅
い
区
で
も
13
日
ま
で
に
16
区
（
同
月
の
５
日
に
目
黒
区
・
板
橋
区
・

江
戸
川
区
の
３
区
、
12
日
に
千
代
田
区
・
港
区
・
新
宿
区
・
文
京
区
・
荒
川
区
・
大
田
区
・
世
田
谷
区
・
渋
谷
区
・
中
野
区
・
杉

並
区
・
豊
島
区
の
11
区
、
13
日
に
品
川
区
・
足
立
区
の
２
区
）
の
当
落
が
決
定
し
、
初
め
て
区
民
の
信
託
を
受
け
た
区
長
が

誕
生
し
て
い
ま
す
。
残
り
の
６
区
（
中
央
区
・
台
東
区
・
北
区
・
墨
田
区
・
江
東
区
・
葛
飾
区
）
で
は
、
候
補
者
の
得
票
数

が
有
効
得
票
数
（
８
分
の
３
）
を
超
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
上
位
の
２
名
に
よ
る
決
選
投
票
が
15
日
に
行
わ
れ
、
22
区
す

べ
て
の
区
長
が
出
揃
っ
た
の
は
同
月
23
日
で
し
た
。

区長選挙 候補者数及び投票率　

区名

千代田
中 央

港
新 宿
文 京
台 東

北
荒 川
品 川
目 黒
大 田
世田谷
渋 谷
中 野
杉 並
豊 島
板 橋
墨 田
江 東
足 立
葛 飾
江戸川
合計

候補者

２
６
２
２
３
６
３
３
３
２
２
２
２
２
３
３
２
６
５
２
５
３
69

男

62.8
68.4
59.3
63.5
66.6
68.8
77.7
72.9
67.5
61.3
65.1
59.4
61.1
52.0
63.8
65.8
66.7
74.6
70.8
74.2
71.2
70.4
66.1

女

50.9
60.2
48.1
51.9
56.6
55.9
67.3
63.8
57.8
50.2
51.2
42.8
46.7
56.1
52.6
56.2
54.8
68.1
62.2
62.5
61.6
60.8
55.4

投票率
計

57.7
64.8
54.2
58.2
62.0
62.8
72.7
68.7
63.0
56.0
58.5
51.1
54.1
53.8
58.3
61.2
60.9
71.6
67.5
68.6
66.5
65.7
61.0

1

2

3

4

5

（単位：人、％）

東京都編『各種選挙調（昭和22年４月執行）』を基に作成
注１：区名にある１～５の区分は、昭和22年５月１
日制定特別区長会規約第７条に定める第１～第５ブ
ロック
注２：表中の投票率は、上記出典元資料の「区長選
挙調」の「第一表の二 選挙有権者及び投票者等に
関する調」を基に算出（小数点第２位以下切捨て）
しています。
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こ
う
し
て
誕
生
し
た
区
長
た
ち
の
前
歴
に
は
、
あ
る
特
徴
が

み
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
35
区
時
代
に
官
選
の
区
長
を
経
験
し
た

人
が
半
数
の
11
名
を
占
め
、
そ
の
他
に
も
旧
35
区
会
の
議
員

（
６
名
）、
旧
都
議
会
議
員
（
３
名
）、
貴
族
院
議
員
と
い
う
顔

ぶ
れ
で
、
地
方
教
官
で
あ
っ
た
台
東
区
長
と
評
論
家
と
し
て
活

躍
し
て
い
た
杉
並
区
長
の
２
名
を
除
く
全
員
が
、
政
治
や
行
政

に
直
接
関
係
し
た
こ
と
が
あ
る
人
た
ち
で
し
た
（
15
頁
参
照
）。

な
か
で
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
官
選
の
区
長
経
験
者
11
名
の

う
ち
９
名
が
、
前
年
に
行
わ
れ
た
「
東
京
都
制
」
の
全
面
改
正

の
と
き
に
、
区
の
自
治
権
拡
張
に
つ
い
て
改
革
案
や
統
一
見

解
の
作
成
と
決
定
に
か
か
わ
っ
た
人
た
ち
で
す
（
26
頁
参
照
）。

ま
た
、
前
職
が
議
員
で
あ
っ
た
６
名
は
、
敗
戦
後
い
ち
早
く
、

区
の
自
治
権
拡
張
を
要
求
し
活
動
し
て
き
た
人
た
ち
で
、
う
ち

３
名
は
そ
の
と
き
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
「
35
区
議

長
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
た
（
20
頁
参
照
）。

初の首長選挙
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初代公選区長一覧（第１回統一地方選挙：昭和22（1947）年4月5日）

千代田
中 央

港
新 宿
文 京
台 東

北
荒 川
品 川
目 黒
大 田
世田谷
渋 谷
中 野
杉 並
豊 島
板 橋
墨 田
江 東
足 立
葛 飾
江戸川

区　長
村 瀬   清
山 本 泰 介
井 出 光 治
岡 田 昇 三
井 形 卓 三
椎 名 竜 徳
田 口 安 蔵
田 中 國 男
鏑 木 忠 正
廣 瀬 俊 吉
小 沼 虎 之 助
田 村　　 保
佐 藤 健 造
皆 川 五 郎
新 居　 格
須 藤 喜 三 郎
牛 田 正 憲
勝 田 菊 蔵
二 瓶 哲 治
大 山 雅 二
高 橋 佐 久 松
小 久 保 松 保

前　職
神田区長
日本橋区会議員
芝区長
都長官官房行政課
本郷区長
地方教官
王子区会議員
都議会議員
貴族院議員
目黒区長
都議会議員
世田谷区長心得
渋谷区会議長
中野区長
著述業
都議会議員
板橋区長
向島区会議長
城東区長
足立区長
葛飾区長
江戸川区会議長

歳
45
59
43
46
44
60
52
43
60
48
49
50
59
43
60
51
44
60
48
51
51
51

元都政準備局課長
海苔卸売商

元淀橋区長
元都吏員

行政委員
旧東京市会議員
旧東京市会議員
旧東京市吏員

旧東京市吏員

旧東京市吏員

元豊島区会議員
旧東京市吏員
元隅田町会議員
旧東京市吏員
元地方事務官
元地方教官

1

2

3

4

5

☆

☆
☆

☆
☆

☆

◦

◦
◦
◦

◦

◦

◦

◦
◦

区 名 経　歴　等

注1：歳欄は、候補者届出時の年齢
注2：·印は昭和21年2月の改革案・同年7月の35区区長協議会統一見解決定にかかわった区長
注3：☆印は4月15日決選投票（有効得票数37.5%未満）執行
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◆
区
の
議
員
選
挙

同
年
４
月
30
日
、
区
長
選
挙
に
続
い
て
統
一
地
方
議
会
議
員
選
挙
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
実
は
、
こ
の
区
会
議
員
の
選
挙

は
、
旧
都
制
下
で
行
わ
れ
る
最
初
で
最
後
の
選
挙
と
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
戦
時
中
、
東
京
府
と
東
京
市
が
廃
止

さ
れ
て
東
京
都
が
で
き
た
と
き
、
あ
わ
せ
て
廃
止
さ
れ
た
東
京
市
の
区
会
議
員
は
、
昭
和
19
（
１
９
４
４
）
年
３
月
31
日

ま
で
引
き
続
き
都
の
区
会
の
議
員
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
戦
局
の
悪
化
と
敗
戦
後
の
民
主
改
革
の
な
か
で
、

選
挙
が
延
び
延
び
と
な
っ
て
い
た＊

２

か
ら
な
の
で
す
。

＊
２　

議
員
任
期
の
延
長　

戦
時
の
特
例
と
し
て
、
昭
和
19
年
３
月
27
日
「
道
府
県
会
議
員
等
の
任
期
延
長
に
関
す
る
件
及
び
東
京
都

制
中
改
正
法
律
」
に
よ
り
、
昭
和
20
年
９
月
20
日
ま
で
延
期
さ
れ
、
さ
ら
に
戦
後
の
「
東
京
都
制
」
の
全
面
改
正
に
伴
い
、
勅
令
に
よ

り
初
め
て
行
わ
れ
る
議
員
の
選
挙
の
日
ま
で
そ
の
職
に
あ
る
（
東
京
都
制
改
正
経
過
規
程 

昭
和
21
年
勅
令
第
４
６
２
号
）
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

こ
の
選
挙
で
は
総
勢
２
１
８
２
名
の
候
補
者
が
立
ち
、
投
票
率
は
19
頁
の
表
の
と
お
り
で
し
た
。

選
挙
の
結
果
は
同
日
中
に
判
明
し
、
８
９
５
名
の
区
会
議
員
が
誕
生
し
ま
す
。
こ
の
選
挙
で
注
目
す
べ
き
は
、
戦
後
い

ち
早
く
「
意
見
書
」
を
提
出
し
、
ま
た
、「
自
治
革
新
連
盟
」（
22
頁
参
照
）
を
結
成
し
、
区
の
自
治
権
拡
張
運
動
を
し
て

き
た
旧
区
会
議
員
が
ど
こ
の
区
会
に
も
最
低
３
名
、
最
大
で
は
23
名
当
選
し
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
な
お
、
前
職
が
区
会

議
員
で
あ
っ
た
人
は
全
区
で
２
１
９
名
で
、
元
議
員
を
含
め
る
と
２
５
５
名
で
し
た
。（
18
頁
表
参
照
）

ま
た
、
近
代
の
地
方
自
治
が
始
ま
っ
て
か
ら
初
と
な
る
女
性
議
員
の
進
出
も
み
ら
れ
、
大
田
区
会
で
３
名
、
港
区
会
・
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品
川
区
会
・
世
田
谷
区
会
で
そ
れ
ぞ
れ
２
名
、
新
宿
区
会
・
文
京
区
会
・
台
東
区
会
・
墨
田
区
会
・
渋
谷
区
会
・
豊
島
区

会
・
北
区
会
で
そ
れ
ぞ
れ
１
名
の
当
選
者
が
出
て
い
ま
す
。

党派別当選者数　

千代田
中 央

港
新 宿
文 京
台 東

北
荒 川
品 川
目 黒
大 田
世田谷
渋 谷
中 野
杉 並
豊 島
板 橋
墨 田
江 東
足 立
葛 飾
江戸川

7
3
6

12
11
6

16
14
22
9

21
11
4

10
13
7

13
5
6
9

17
24

246

－
4

－
2
4
4
3

11
4
7
8
4

－
－
1
3
9

20
3

15
4
6

112

3
2
4
8
6
3
6
4
8

10
10
8
9
7
6
7
9
5

10
4

12
6

147

1

2

3

4

5

（単位：人）

東京都（東京都公文書館）編『都史資料Ⅱ第２巻』を基に作成

区名

党派 自
由
党

民
主
党

社
会
党

－
－
1

－
－
－
－
－
1

－
－
－
－
－
－
－
1

－
－
－
－
－
3

協
同
党

国

民

－
2
1
1
1

－
－
－
1

－
1
1

－
1
1
1
1

－
1
1

－
－
14

共
産
党

共
産
党

－
1
8
2
2
1

－
－
－
－
－
－
－
1

－
－
－
－
－
－
－
－
15

諸

派

20
28
20
15
16
26
15
11
9

14
5

21
27
21
24
22
12
10
10
16
12
4

358

無
所
属

30
40
40
40
40
40
40
40
45
40
45
45
40
40
45
40
45
40
30
45
45
40

895

計

合計



　18

当選議員・議長等の調べ（昭和22（1947）年4月30日）

千代田
中 央

港
新 宿
文 京
台 東

北
荒 川
品 川
目 黒
大 田
世田谷
渋 谷
中 野
杉 並
豊 島
板 橋
墨 田
江 東
足 立
葛 飾
江戸川

30
40
40
40
40
40
40
40
45
40
45
45
40
40
45
40
45
40
30
45
45
40

67
79

104
101
93

117
123
93

123
85

127
110
95
91
99
79

120
113
65

104
108
86

歳
53
54
66
54
64
38
54
51
65
62
53
70
49
58
47
58
54
59
46
55
51
45

氏　名
矢 沢 耕 三 郎
中 條 勇 次
高 雄 徳 龍
中 泉 庸 之 助
染 谷 盛 一
建 部 　 順
北 島 真 平
村 上 勇 三 郎
平 田 栄 司
井 上　 憲
永 久 保 新 蔵
大 庭 　 競
斎 藤 清 亮
山 崎 喜 作
林　 鐵 男
今 泉   清
林　 信 助
横 地 仙 太 郎
魚 住 芳 平
遠 田 漂 治
唐 松 平 兵 衛
中 川 喜 久 雄

1

2

3

4

5

注：議長プロフィール欄の●印は前区会議員、※印は元区会議員

就任
5.26
5.30
5.29
6. 5
5.29
5.27
5.27
5.28
5.29
5.28
5.26
5.30
6. 2
5.26
5.30
5.31
5.30
5.30
6. 5
5.30
5.30
5.31

◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
※

◦

区名

議長プロフィール

895

当選議員
（定員）

2,182

旧区会議員
前　 元
219 36
13
22
12
16
16
9
9

12
7

11
7
3

11
8
9

11
8

10
7
8
6
4

1
1
4
1
3
1
3
3
1
1
0
0
0
1
0
3
5
2
1
2
2
1

候補者
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一
‐
二
　
特
別
区
誕
生
前
夜
の
胎
動

敗
戦
後
の
民
主
化
・
分
権
化
の
推
進
、
新
憲
法
の
制
定
作
業
、
旧
地
方
制
度
の
改
革
実
施
と
地
方
自
治
法
の
制
定
、
そ

し
て
35
区
か
ら
22
区
へ
の
再
編
、
23
区
の
成
立
な
ど
、
特
別
区
が
誕
生
す
る
ま
で
の
制
度
上
の
経
過
は
、「
東
京
大
都
市

地
域
の
物
語
」
の
第
１
冊
目
『
東
京
23
区
の
な
り
た
ち
』
で
み
て
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
転
換
の
さ
な
か
、
東
京
の
区
に
直
接
か
か
わ
る
人
た
ち
の
間
で
も
、
新
時
代
の
自
治
に
向
け
た
動
き
が
起
こ

っ
て
い
ま
し
た
。

区会議員選挙　投票率　

区名

千代田
中 央

港
新 宿
文 京
台 東

北
荒 川
品 川
目 黒
大 田
世田谷
渋 谷
中 野
杉 並
豊 島
板 橋
墨 田
江 東
足 立
葛 飾
江戸川
合計

男

64.4
66.5
60.2
59.4
63.4
67.7
76.0
71.5
64.7
57.0
61.8
52.2
56.7
52.1
42.4
62.6
66.6
76.1
66.8
33.6
70.3
71.9
64.1

女

61.8
60.2
54.8
53.4
58.1
56.5
71.0
67.5
60.6
52.0
52.1
43.2
49.5
57.7
46.5
58.3
61.3
74.6
61.5
45.4
66.9
64.8
58.6

投票率
計

63.3
63.7
57.9
56.7
60.9
62.5
74.0
69.6
62.8
55.0
57.2
47.7
53.3
54.7
44.4
60.5
64.0
75.4
64.7
39.1
68.6
68.5
61.5

1

2

3

4

5

（単位：％）

東京都編『各種選挙調（昭和22年４月執行）』
を基に作成
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◆
35
区
議
長
会

敗
戦
と
そ
れ
に
続
く
日
本
の
民
主
化
・
分

権
化
へ
の
歩
み＊

１

は
、
昭
和
20
（
１
９
４
５
）

年
10
月
２
日
に
設
置
さ
れ
た
連
合
国
軍
最
高

司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ＊
２

／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）

に
担
当
の
民
政
局
（
Ｇ
Ｓ
）
が
置
か
れ
て
本

格
化
し
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
に
い
ち
早
く

行
動
を
起
こ
し
た
の
は
麹
町
区
会
で
し
た
。

麹
町
区
会
は
、「
東
京
都
制
」
の
即
時
改

正
と
自
治
の
徹
底
を
訴
え
て
、
官
選
の
都

長
・
区
長
を
公
選
と
す
る
こ
と
や
、
課
税
権

を
含
め
た
自
治
権
の
拡
張
、
警
視
庁
の
廃
止
、

区
の
廃は

い

置ち

分ぶ
ん

合ご
う

な
ど
を
内
容
と
し
た
「
意
見

書＊
３

」
を
採
択
し
、
特
別
委
員
会
を
設
け
て
自

治
権
拡
張
を
他
区
に
呼
び
か
け
る
と
同
時
に
、

同
年
10
月
20
日
、
こ
の
意
見
書
を
都
に
提
出

　　敗戦から地方自治法まで
昭和20（1945）年8月14日、日本はポツダム宣言を受諾し無条件降伏

しました。そして、同年10月2日に設置された連合国軍最高司令官総司
令部（GHQ）民政局（GS）による徹底した日本民主化政策が始まります。
政府は最高司令官マッカーサーの示唆に従い、同月25日に憲法問題調査
委員会を設置し、新憲法の策定にはいりますが、これと並行して、ポツダ
ム宣言の精神にもとづき、地方制度に関する四つの法律（「東京都制」、「府
県制」、「市制」、「町村制」）の全面改正に着手します。

昭和21（1946）年7月２日、「東京都制」の改正案が帝国議会に提出さ
れ、GHQ民政局の指導を受けて修正されながら、全面改正となって同年
9月27日に公布され、10月5日から施行されます。

これにより、都の区は、区長公選制の採用や区民の区政参加、区会の権
限拡張など、大幅な自治権拡張が図られることになり、戦禍で人口がアン
バランスとなった東京大都市地域で、35区をそのまま基礎的な自治体と
することが、自治体の規模の面からふさわしいかが問題となります。

そこで、東京の区は、昭和22（1947）年3月15日、22区に整理統合し、
新しい区役所を定めて新制度の実施に備えました。

こうして、翌月4月5日から実施される統一地方選挙と5月3日の地方自
治法の施行を迎えたのでした。
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し
ま
す
。
意
見
書
を
受
け
た
東
京
都
議
会
は
、
同
月
29
日
、「
東
京
都
制
改
革
断
行
に
関
す
る
意
見
書
」
を
全
会
一
致
で

可
決
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
い
ま
す
。

麹
町
区
会
の
呼
び
か
け
に
続
い
て
、
同
月
28
日
、
下
谷
区
会
議
長
と
下
谷
区
自
治
権
民
主
化
に
関
す
る
委
員
会
委
員
長

は
連
名
で
、
自
治
権
擁
護
の
た
め
の
「
連
合
会
結
成
」
を
各
区
に
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
麹
町
区
会
の
呼
び

か
け
は
、
各
区
の
自
治
権
拡
充
要
求
運
動
に
大
き
な
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

同
年
11
月
６
日
、
35
区
議
長
会
が
上
野
精
養
軒
で
開
催
さ
れ
、
区
の
自
治
権
拡
充
が
議
題
に
上
り
ま
す
。
以
後
、
名
称

は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
各
議
会
に
「
自
治
権
拡
張
の
た
め
の
委
員
会
」
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
１　

敗
戦
と
民
主
主
義　

占
領
国
軍
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
よ
る
日
本
の
民
主
化
・
分
権
化
政
策
を
国
民
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た

か
を
知
る
資
料
の
一
つ
と
し
て
、『
文
京
区
史
』
の
記
述
を
紹
介
し
ま
す
。

「［
…
］
ア
メ
リ
カ
第
八
軍
の
横
浜
上
陸
開
始
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
を
主
体
と
す
る
連
合
軍
の
占
領
体
制
が
完
備
さ
れ
、
マ
ッ
カ

ー
サ
ー
元
帥
を
司
令
長
官
と
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
お
堀ほ
り

端ば
た

の
第
一
生
命
に
設
置
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
し
だ
い
に
日
本
に
民
主
主
義
の
波
が
ひ

た
ひ
た
と
押
し
寄
せ
て
来
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
と
い
う
史
上
初
め
て
経
験
す
る
現
実
と
、
上
か
ら
強
行
さ
れ
て
く
る
民
主
主
義
と
い
う

概
念
に
、
国
民
は
と
ま
ど
い
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
灰か
い

燼じ
ん

の
中
に
建
て
ら
れ
て
行
く
ト
タ
ン
ば
り
の
バ
ラ
ッ
ク
の
中
で
眠
り
な
が
ら
、

ヤ
ミ
市
で
ふ
か
し
イ
モ
を
ほ
お
ば
り
な
が
ら
、
ガ
ラ
ス
窓
の
破
れ
た
電
車
に
乗
り
な
が
ら
、
そ
し
て
ま
た
国
民
服
や
モ
ン
ペ
に
身
を
包

み
な
が
ら
、
人
び
と
は
「
民
主
主
義
」「
民
主
主
義
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
お
互
い
に
か
わ
し
、
ま
た
耳
に
し
な
が
ら
、
瓦が

礫れ
き

の
町
を

右
往
左
往
し
て
い
た
。［
…
］ 

」

＊
２　

Ｇ
Ｈ
Ｑ　

日
本
で
は
通
常
、
昭
和
20
（
１
９
４
５
）
年
10
月
２
日
に
米
太
平
洋
陸
軍
総
司
令
部
の
軍
政
部
を
発
展
的
解
消

し
て
設
置
さ
れ
た
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（GH

Q
/SCA

P=GeneralH
eadquarters/Suprem

e
Com

m
ander for the 



　22

A
llied

Pow
ers

）
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
略
称
で
す
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
の
下
に
あ
る
占
領
行
政
の
中
枢
部
で
、
民
主
化
政
策
担

当
の
民
政
局
（GS=Governm

ent Section

）、
経
済
民
主
化
政
策
推
進
担
当
の
経
済
科
学
局
（ESS=Econom

ic and Scientific Section

）、

衛
生
・
保
健
行
政
の
民
主
化
推
進
担
当
の
公
衆
衛
生
福
祉
局
（PH

W
=Public H

ealth and W
elfare Section

）
な
ど
９
局
が
、
幕
僚
部

（SSS=Special Staff Section

）
と
呼
ば
れ
る
部
門
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

＊
３　

区
会
の
意
見
書　

当
時
、
区
会
に
は
、
東
京
都
制
施
行
令
第
78
条
に
よ
り
、
都
議
会
の
「
公
益
に
関
す
る
事
件
に
付
意
見
書
を

関
係
行
政
庁
に
提
出
す
る
」
権
限
（
都
制
第
63
条
）
が
準
用
さ
れ
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
20
（
１
９
４
５
）
年
10
月
に
提
出
さ
れ
た
麹
町
区
会
の
意
見
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
「
都
長
」
公
選
。
②
都
会
の
権
限
を
概
括
例
示
主
義
と
し
、
都
会
議
員
定
数
１
５
０
人
、
任
期
２
年
と
す
る
。
③
都
に
社
会
局
、

区
に
社
会
課
を
新
設
し
、
現
行
の
行
政
警
察
事
務
を
移
管
さ
せ
、
警
視
庁
を
廃
止
し
、
治
安
維
持
は
検
事
局
直
属
の
司
法
警
察
に
担

当
さ
せ
る
。
④
都
内
の
市
町
村
制
を
廃
し
て
区
制
を
し
き
区
の
自
治
権
を
拡
張
す
る
。
⑤
区
を
30
区
に
廃
置
分
合
す
る
。
⑥
区
長
公
選
、

区
役
所
職
員
は
す
べ
て
公
吏
と
す
る
。
⑦
幼
稚
園
、
体
育
館
、
街
路
照
明
、
清
掃
な
ど
「
区
限
り
に
お
い
て
処
理
せ
し
む
る
の
妥
当
と

す
る
一
切
の
事
項
は
区
の
固
有
権
限
と
す
る
」。
⑧
区
会
権
限
を
拡
張
し
、
制
限
列
挙
主
義
と
し
、
区
会
定
数
を
25
～
35
名
、
任
期
２

年
と
す
る
。
⑨
現
行
の
交
付
金
制
度
は
自
治
の
否
認
で
あ
り
、
区
に
必
要
限
度
の
課
税
権
を
認
め
る
。

◆
自
治
革
新
連
盟
の
結
成

昭
和
20
（
１
９
４
５
）
年
11
月
８
日
、
麹
町
区
会
が
音
頭
を
と
っ
て
自
治
革
新
各
区
委
員
長
会
議
が
開
か
れ
ま
す
。
集

ま
っ
た
13
区
は
、
都
長
官
の
公
選
、
区
会
の
権
限
拡
張
、
区
政
の
確
立
な
ど
を
目
標
に
掲
げ
て
「
自
治
革
新
連
盟
」
を
結

成
し
ま
す
。
理
事
長
に
麹
町
区
会
議
長
を
選
び
、
理
事
長
指
名
の
理
事
区
に
神
田
区
、
渋
谷
区
、
荒
川
区
の
３
区
が
指
名

さ
れ
、
本
部
を
麹
町
区
役
所
に
置
き
、
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

続
く
12
月
11
日
、
35
区
議
長
会
と
自
治
振
興
特
別
委
員
会
な
ど
各
区
の
自
治
権
拡
張
に
関
す
る
委
員
会
が
、
日
本
橋
区
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役
所
に
集
ま
り
、
以
降
、
各
区
の
特
別
委
員
会
と
自
治
革
新
連
盟
の
連
携
に
よ
り
、
都
制
改
革
へ
向
け
た
都
や
内
務
省
へ

の
活
動
が
軌
道
に
の
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
年
が
明
け
、
昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
か
ら
、
自
治
革
新
連
盟
の
理
事
長
と

理
事
は
精
力
的
に
内
務
大
臣
や
内
務
省
地
方
局
長
を
訪
問
す
る
一
方
、
政
府
の
「
東
京
都
制
」
改
正
案
の
情
報
を
探
り
、

区
に
関
す
る
自
治
権
拡
張
や
そ
れ
に
伴
う
廃
置
分
合
な
ど
の
動
向
を
整
理
し
ま
す
。

連
盟
は
、
４
月
30
日
、
麹
町
区
役
所
の
本
部
で
自
治
革
新
連
盟
各
区
委
員
長
会
を
開
催
し
、
さ
ら
に
調
査
・
陳
情
を

強
化
す
る
た
め
に
理
事
長
指
名
の
理
事
区
の
増
員
（
深
川
区
・
蒲
田
区
・
世
田
谷
区
・
淀
橋
区
）
を
行
い
ま
す
。
５
月
22
日
、

東
京
都
制
改
正
案
要
綱
が
閣
議
決
定
さ
れ
る
と
、
同
日
、
連
盟
本
部
で
理
事
会
を
開
催
し
、
内
務
省
で
聴
取
し
た
内
容
の

検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
同
年
６
月
12
日
、
連
盟
の
理
事
は
郡

こ
お
り

祐ゆ
う

一い
ち

地
方
局
長
を
訪
ね
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
提
出
中
の
政
府
の
改
正
案
に
つ
い

て
質
問
し
、
そ
の
結
果
を
翌
日
、「
区
会
の
職
務
権
限
を
広
範
囲
に
拡
大
し
、
社
会
事
業
、
衛
生
施
設
そ
の
他
地
方
的
に

処
理
し
得
る
事
業
は
、
現
在
市
町
村
に
お
け
る
そ
れ
の
ご
と
く
自
治
権
が
大
幅
に
拡
張
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
各
区

へ
報
告＊

４

し
て
い
ま
す
。

な
お
、
改
正
「
東
京
都
制
」
は
、
そ
の
後
、
区
長
公
選
制
の
採
用
な
ど
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
指
摘
を
議
員
修
正
の
形
で
受
け

入
れ
、
ほ
ぼ
連
盟
報
告
の
と
お
り
同
年
９
月
27
日
に
公
布
さ
れ
、
10
月
５
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
改
正
「
東
京
都
制
」
が
公
布
さ
れ
、
都
の
区
に
関
す
る
第
１
段
階
の
改
革
（
第
１
次
地
方
制
度
改
革
）
は
終

わ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
摘
で
改
正
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
点
は
、
次
の
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す＊

５

。
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そ
の
後
、
年
の
暮
れ
に
入
り
、
12
月
９
日
に
都
の
区
域
整
理
委
員
会
か
ら
22
区
案
の
答
申
が
出
ま
す
が
、
そ
の
翌
日
に
、

連
盟
は
自
治
革
新
連
盟
各
区
委
員
長
会
を
開
催
し
、
区
域
整
理
後
も
自
治
権
拡
充
を
実
現
す
る
た
め
の
運
動
を
継
続
す
る

こ
と
を
申
し
合
わ
せ
、
各
区
が
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
幕
を
閉
じ
て
い
ま
す
。

＊
４　

自
治
革
新
連
盟
の
報
告　

報
告
さ
れ
た
地
方
局
長
の
回
答
は
次
の
10
項
目
で
し
た
。

①
区
長
は
都
の
官
吏
中
区
会
の
意
見
を
徴ち
ょ
うし
都
長
官
が
任
免
す
る
。
②
区
に
吏
員
を
置
き
区
税
を
も
っ
て
支
弁
す
る
条
項
を
挿
入
す

る
。
③
区
会
議
員
の
任
期
を
暫し
ば
らく
延
期
し
遅
く
と
も
年
内
に
行
う
も
の
と
思
う
。
議
員
定
数
は
現
行
の
都
制
に
よ
る
。
④
区
会
は
区
条

例
及
び
区
規
則
等
を
制
定
で
き
る
。
⑤
議
長
代
理
者
を
副
議
長
に
改
め
る
。
⑥
区
会
に
お
い
て
選
任
す
る
監
査
委
員
（
議
員
１
名
、
公

民
１
名
）
を
認
め
、
ま
た
区
長
の
委
嘱
す
る
委
員
を
認
め
る
。
⑦
区
の
廃
置
分
合
は
都
制
改
正
と
は
別
個
の
も
の
と
し
当
分
現
状
の
ま

ま
と
す
る
。
⑧
区
長
は
区
会
の
解
散
を
申
請
で
き
る
。
区
会
は
区
長
不
信
任
の
決
議
を
為
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
再
度
に
及
ぶ
と
き

は
区
長
は
罷
免
さ
れ
る
。
⑨
学
区
と
国
民
学
校
、
青
年
学
校
等
の
管
理
経
営
は
当
分
現
状
の
ま
ま
と
す
る
。
⑩
区
に
課
税
権
、
起
債
権

を
認
め
補
充
的
に
交
付
金
制
度
を
存
置
す
る
。

＊
５　

遅
れ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
の
審
査　

昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
７
月
２
日
第
90
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
地
方
制
度
四
法
の
改

正
法
案
は
、
４
月
以
降
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
生
局
の
テ
ィ
ル
ト
ン
ら
が
選
挙
の
視
察
な
ど
で
多
忙
で
あ
っ
た
た
め
、
民
政
局
の
最
終
的
な
承
認

を
得
ず
に
出
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
民
政
局
は
、
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
時
点
で
検
討
を
行
い
、
７
月
末
か
ら
８
月
は
じ
め
に
か

け
て
、
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
意
見
を
申
し
入
れ
ま
す
。
し
か
し
、
憲
法
改
正
に
先
立
っ
て
地
方
制
度
改
革
を
行
う
に
は
、
そ
れ
ら

の
要
求
を
十
分
に
検
討
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
、
政
府
は
次
の
国
会
に
必
ず
こ
れ
ら
の
改
正
項
目
を
織
り
込
ん
だ
改
正
案

を
提
出
す
る
こ
と
と
国
会
自
体
も
そ
の
旨
を
附
帯
決
議
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
約
束
し
、
そ
の
了
解
を
得
た
の
で
し
た
。

（『
渋
谷
区
議
会
史
』、『
地
方
自
治
百
年
史
第
二
巻
』）。
な
お
、
こ
の
結
果
、
第
2
次
地
方
制
度
改
革
と
し
て
、
改
正
地
方
制
度
四
法
を
一

つ
に
し
た
地
方
自
治
法
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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◆
35
区
区
長
協
議
会

各
区
の
区
会
に
よ
る
都
制
改
革
運
動
に
お
い
て
は
、「
区
に
課
税
権
、
起
債
権
を
認
め
る
こ
と
」
と
い
う
戦
前
か
ら
の

主
張
が
共
通
点
で
し
た
が
、
そ
の
他
は
各
区
い
ろ
い
ろ
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
「
首
長
の
直
接
公

選
」
や
「
警
察
権
の
分
掌
」、
中
に
は
「
道
州
制
」
を
主
張
す
る
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
都
長
官
の
選
任
に
よ
る
官
吏
で
あ
っ
た
区
長
ら
が
集
ま
り
、「
35
区
区
長
協
議
会
」
の
名
前
で
、

昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
２
月
に
、
現
実
的
な
都
制
改
革
案
と
し
て
「
区
制
改
革
案
要
綱
案
」
を
策
定
し
提
案
し
て
い
ま
す
。

こ
の
改
革
案
は
、「
地
方
制
度
と
し
て
の
都
制
を
一
応
の
目
安
に
置
き
専
ら
そ
の
区
制
の
面
に
お
い
て
」
現
実
的
な
民

主
主
義
的
改
革
を
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
区
の
性
格
、
区
の
権
能
、
区
長
及
び
区
の
職
員
、
区
会
の
権
限
、
区
の
財

政
な
ど
７
項
目
に
つ
い
て
具
体
的
な
案
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
官
選
区
長
が
ま
と
め
た
改
革
案
は
、
あ
く
ま
で
も
区
の
責
任
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
都
に
対
し
て
行
わ
れ
た
提

案
で
す
が
、
注
目
す
べ
き
は
「
区
長
公
選
制
」
や
「
人
事
権
と
財
政
権
の
付
与
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、

都
が
統
一
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
な
仕
事
を
除
い
て
、
地
方
的
に
処
理
す
べ
き
仕
事
は
一
般
的
に
区
が
行
う
こ
と
と

し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
改
革
案
の
別
表＊

６

に
項
目
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
区
長
の
提
案
に
対
す
る
都
の
答
え
は
、

の
ち
に
都
が
制
定
し
た
「
区
委
譲
事
務
条
例
」（
31
頁
＊
４
）
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。
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＊
６　

改
革
案
の
別
表　

区
の
権
能
と
す
る
地
方
的
に
処
理
す
べ
き
事
務
事
業
の
概
目
は
次
の
と
お
り
で
し
た
。

１
教
育
事
業
〈
①
幼
稚
園
、
国
民
学
校
、
中
学
校
の
経
営
、
②
社
会
教
育
及
び
そ
の
施
設
の
経
営
、
③
体
育
及
び
そ
の
施
設
（
運
動

場
ま
た
は
公
園
施
設
）
の
経
営
〉、　

２
社
会
事
業
〈
①
各
種
援
護
ま
た
は
援
護
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
社
会
事
業
施
設
の
経
営
、
②
住
宅

・
浴
場
・
食
堂
等
の
福
利
事
業
及
び
そ
の
施
設
の
経
営
、
③
乳
幼
児
・
母
性
の
保
護
事
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
施
設
の
経
営
〉、　

３
衛
生

事
業
〈
①
伝
染
病
、
そ
の
他
疾
病
予
防
等
の
保
健
衛
生
事
業
、
②
保
健
所
、
診
療
所
、
病
院
等
の
維
持
、
③
塵じ
ん

芥か
い

、
屎し

尿に
ょ
う

等
の
汚
物

処
理
、
④
道
路
、
河
川
、
橋
き
ょ
う

梁り
ょ
う
の
維
持
管
理
、
⑤
下
水
道
及
び
排
水
施
設
の
維
持
管
理
、
⑥
そ
の
他
地
方
公
共
事
務
に
し
て
区
に
お

い
て
処
理
す
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
も
の
及
び
法
令
に
依よ

り
区
に
属
す
る
事
務
事
業
〉

◆
自
治
権
拡
張
案

昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
４
月
22
日
の
幣し

で

原は
ら

喜き

重じ
ゅ
う

郎ろ
う

内
閣
の
総
辞
職
後
、
し
ば
ら
く
国
政
は
停
滞
し
ま
す
が
、
同
年

５
月
22
日
に
や
っ
と
第
１
次
吉よ

し

田だ

茂し
げ
る

内
閣
が
成
立
し
、
止
ま
っ
て
い
た
地
方
制
度
改
革
が
動
き
始
め
ま
す
。
同
月
25
日

の
閣
議
で
「
東
京
都
制
改
正
の
法
律
案
要
綱
」
が
決
定
さ
れ
、
同
年
７
月
２
日
か
ら
国
会
審
議
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
同
月

23
日
、
折
し
も
元
東
京
市
の
局
長
経
験
者
の
安や

す

井い

誠せ
い

一い
ち

郎ろ
う

が
内
閣
総
辞
職
に
よ
り
厚
生
次
官
を
辞
し
て
第
６
代
東
京
都
長

官
に
就
任
し
ま
す
。
こ
の
日
、
35
区
区
長
協
議
会
は
都
に
対
し
「
都
制
改
正
に
対
す
る
区
の
自
治
権
拡
張
に
つ
い
て
」
を

ま
と
め
、「
三
十
五
区
区
長
会
自
治
権
拡
張
案＊

７

」
と
し
て
都
に
提
出
し
て
い
ま
す
。

こ
の
案
で
は
、「
区
の
大
幅
な
自
治
権
の
拡
張
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
措
置
に
つ
い
て
の
見

解
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
し
て
、
先
の
区
長
協
議
会
の
「
区
制
改
革
案
要
綱
案
」
に
そ
っ
た
見
解
を
示
し
て
い
ま
す
。
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＊
７　

自
治
権
拡
張
案
の
骨
子　

①
区
域
の
拡
張
を
行
い
、
区
を
20
区
く
ら
い
に
統
合
す
る
こ
と
。
②
都
が
全
般
的
に
実
施
を
要
す
る

基
幹
的
事
務
事
業
を
除
き
、
地
方
的
に
処
理
で
き
る
も
の
は
一
般
に
区
の
処
理
事
項
と
す
る
こ
と
。
③
区
の
末
端
機
構
と
し
て
区
役
所

出
張
所
を
設
置
し
、
そ
の
基
準
は
人
口
２
万
人
あ
る
い
は
４
キ
ロ
四
方
に
１
か
所
と
す
る
こ
と
。
町
会
は
行
政
末
端
機
構
と
し
て
で
な

く
、
親
睦
団
体
と
す
る
こ
と
。
④
区
の
財
政
に
つ
い
て
は
、
区
に
お
け
る
附
加
税
を
拡
大
す
る
こ
と
、
区
民
税
の
よ
う
な
独
立
税
を
認

め
、
課
税
限
度
は
相
当
高
額
と
す
る
こ
と
、
交
付
金
は
区
の
自
主
性
を
侵
害
し
な
い
程
度
に
と
ど
め
る
こ
と
。

一
‐
三
　
理
念
と
現
実
の
ず
れ

新
憲
法
の
制
定
と
地
方
自
治
法
の
制
定
に
よ
り
、
新
生
特
別
区
の
自
治
が
確
立
さ
れ
、
地
方
分
権
の
徹
底
が
な
さ
れ
る

も
の
と
、
公
選
区
長
と
区
議
会
議
員
は
期
待
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
事
務
も
財
政
も
人
事
も
す
べ
て
に
わ
た
り
都
が
握

っ
た
ま
ま
放
さ
ず
、
特
別
区
が
直
面
し
た
現
実
は
、
憲
法
や
地
方
自
治
法
の
理
念
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
し
た
。

◆
地
方
自
治
法
へ
の
期
待

戦
後
の
自
治
制
度
改
革
の
特
徴
は
、
①
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
の
範
囲
を
都
道
府
県
と
市
区
町
村
の
長
に
ま
で
広
げ
る

と
と
も
に
、
住
民
の
直
接
請
求
や
住
民
投
票
を
定
め
て
住
民
自
治
の
原
則
を
確
立
し
、
②
自
治
体
に
対
す
る
国
の
監
督
権

限
を
大
き
く
制
限
し
、
自
治
体
の
自
主
性
、
自
律
性
を
高
め
、
③
地
方
分
権
の
強
化
と
議
会
の
権
限
の
拡
大
を
行
っ
た
こ

と
な
ど
で
し
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
戦
前
か
ら
の
法
律
「
東
京
都
制
」
の
全
面
改
正
が
ま
ず
行
わ
れ
、
東
京
の
区
は
市
と
同
格
の
自
治
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体
と
な
り
、
区
長
の
直
接
公
選
の
導
入
、
区
会
の
条
例
制
定
権
な
ど
権
限
拡
張
、
自
律
し
た
基
礎
的
な
自
治
体
の
財
政
的

裏
付
け
と
し
て
課
税
権
と
起
債
権
の
賦
与
な
ど
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
す
ぐ
に
も
始
ま
っ
た
東
京
の
区
の
自
治
権
拡
張

運
動
の
要
求
が
実
現
し
た
の
で
す
。

新
た
に
制
定
さ
れ
る
地
方
自
治
法
は
、
こ
の
成
果
を
法
的
に
裏
付
け
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
、
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

◆
直
面
し
た
現
実

と
こ
ろ
が
、
待
ち
望
ん
で
い
た
地
方
自
治
法
を
み
ま
す
と
、
特
別
区
は
極
め
て
変
則
的
な
扱
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

特
別
区
は
市
と
同
格
の
基
礎
的
な
自
治
体＊

１

と
説
明
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
第
１
条
で
市
と
は
別
の
区
分
に
分
類
さ
れ
ま
す＊

２

。

そ
の
た
め
、
市
町
村
と
都
道
府
県
に
関
す
る
第
５
条
か
ら
第
２
６
３
条
に
は
、
特
別
区
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

よ
う
や
く
第
２
６
４
条
か
ら
特
別
区
を
含
む
別
の
区
分
が
扱
わ
れ
ま
す
が
、
し
ば
ら
く
は
特
別
市
と
い
う
も
の
の
規
定
が

続
き
ま
す
。
こ
の
特
別
市
は
、
市
と
都
道
府
県
を
兼
ね
備
え
た
文
字
ど
お
り
特
別
な
自
治
体
で
し
た
が
、
実
現
し
な
い
ま

ま
昭
和
31
（
１
９
５
６
）
年
に
法
律
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
に
よ
う
や
く
特
別
区
の
規
定
が
で
て
き
ま
す
。

特
別
区
に
関
す
る
条
文
は
、
第
２
８
１
条
か
ら
第
２
８
３
条
ま
で
の
三
つ
だ
け
で
す＊

３

。
は
じ
め
に
、「
都
の
区
は
、
こ

れ
を
特
別
区
と
い
う
」
と
の
表
現
で
、
他
に
は
み
ら
れ
な
い
定
義
ら
し
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
三
つ
目
の
条

文
で
は
、「
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
こ
れ
を
適
用
す
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
基
本
的
に
は
市
と
同
じ
と
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い
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
間
に
は
、
法
律
や
政
令
に
よ
る
特
別
の
扱
い
や
都
の
条
例
に
委
ね
る
規
定
が
挿
入
さ
れ
て
い

た
の
で
す
。

こ
の
た
め
、
特
別
区
が
直
面
し
た
現
実
は
、
法
律
上
の
理
念
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
し
た
。

都
長
官
が
選
ん
だ
官
選
区
長
に
よ
る
区
政
か
ら
、
新
憲
法
の
精
神
で
あ
る
民
主
主
義
に
し
た
が
っ
て
区
民
の
意
思
を
反

映
し
た
公
選
区
長
に
よ
る
区
政
へ
と
変
わ
り
、
大
き
な
希
望
と
期
待
を
も
っ
て
就
任
し
た
区
長
や
議
員
は
、
こ
れ
で
は
話

が
違
う
と
色
め
き
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

戦
争
中
に
都
が
で
き
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
東
京
市
の
仕
事
は
都
に
移
り
、
都
が
市
の
仕
事
も
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
状
態
が
戦
後
も
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
新
た
な
法
律
は
、
特
別
区
の
仕
事
の
扱
い
を
都
の
条
例
に
委
ね
て
し
ま
い

ま
し
た
か
ら
、
特
別
区
は
自
主
的
に
仕
事
を
拡
大
す
る
余
地
が
な
く
、
都
へ
仕
事
の
委
譲
を
求
め
、
都
の
了
承
を
得
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
都
の
ほ
う
は
、
仕
事
を
抱
え
て
放
そ
う
と
し
ま
せ
ん
の
で
、
特
別
区
が
区
民
の
た
め
に
行
う
こ
と
が

で
き
る
仕
事
は
限
ら
れ
た
ま
ま
で
し
た＊

４

。

人
事
の
こ
と
は
地
方
自
治
法
で
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
法
律
に
あ
わ
せ
て
定
め
ら
れ
た
施
行
令
（
政
令
）
の
ほ
う
に
、

都
配
属
職
員
と
呼
ば
れ
る
規
定
が
設
け
ら
れ
、
都
の
職
員
を
特
別
区
の
仕
事
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
て
、
職
員
の
ほ
と
ん
ど
が
都
知
事
の
任
命
下
に
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
区
長
の
人
事
権
は
な
い
に
等
し
い
状
態
で
し
た
。

さ
ら
に
、
法
律
の
改
正
が
行
わ
れ
ず
に
、
地
方
自
治
法
の
理
念
と
ず
れ
の
生
じ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、

地
方
税
法
は
戦
前
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、
特
別
区
の
独
立
し
た
課
税
権
は
認
め
ら
れ
ず
、
都
が
条
例
で
定
め
た
範
囲
で
特
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別
区
が
課
税
で
き
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

仕
事
は
ご
く
限
ら
れ
、
人
事
権
も
財
政
権
も
な
い
と
い
う
新
生
特
別
区
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
新
憲
法
の
掲
げ
る
民
主
主

義
の
精
神
の
も
と
、
区
民
に
よ
り
直
接
選
出
さ
れ
た
区
長
と
区
議
会
議
員
は
、
大
き
な
希
望
と
期
待
を
も
っ
て
就
任
し
ま

し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
現
実
を
実
感
し
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
別
区
は
基
本
的
に
市
と
同
じ
基
礎
的
な

自
治
体
で
あ
り
、
そ
の
上
で
一
定
の
特
例
が
存
在
す
る
、
と
い
う
の
が
特
別
区
の
一
貫
し
た
認
識
で
し
た
。

＊
１　

市
と
同
格
の
特
別
区　

昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
３
月
24
日
第
92
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
貴
族
院
地
方
自
治
法
案
特
別
委
員
会

で
は
、
政
府
か
ら
特
別
区
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

「［
…
］
都
を
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
で
な
く
、
区
市
町
村
の
上
に
立
ち
ま
す
包
括
的
の
地
方
公
共
団
体
に
致
し
ま
し
た
の
と
相
伴

い
ま
し
て
こ
の
区
と
い
う
も
の
は
市
と
同
格
の
地
方
公
共
団
体
に
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
全
く
他
府
県
の
市
と
同
格
の
も

の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
都
の
統
一
性
、
一
体
性
と
い
う
も
の
を
保
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で

［
…
］
都
と
し
て
は
特
に
こ
の
２
８
２
条
に
「
条
例
で
特
別
区
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
言
う
規
定
を
置

き
ま
し
て
、
都
が
統
一
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
組
織
に
つ
い
て
も
ま
た
そ
の
権
能
に
つ
い
て
も
適

当
な
調
整
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
根
拠
規
定
を
置
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。［
…
］
な
お
特
別
区
は
２
８
１
条
の
第
２
項
に
お
き
ま
し

て
、
一
般
の
市
と
違
い
ま
し
て
、
特
に
都
の
条
例
に
依よ

っ
て
「
都
の
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
」
と
い
う
点
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

れ
は
従
来
と
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
都
内
の
特
別
な
団
体
と
い
う
性
格
が
こ
こ
で
一
部
残
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
の
規

定
は
総す
べ

て
市
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
と
い
う
建
前
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。」

＊
２　

地
方
自
治
法
上
の
分
類　

地
方
自
治
法
は
、
第
一
編
に
「
総
則
」
を
置
き
、
第
二
編
に
「
普
通
地
方
公
共
団
体
」（
第
５
～
２
６

３
条
）、
第
三
編
に
「
特
別
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
公
共
団
体
に
関
す
る
特
例
」（
第
２
６
４
～
３
０
４
条
）
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
第

１
条
を
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
自
治
体
は
普
通
と
特
別
に
分
け
ら
れ
、
特
別
区
は
、
特
別
市
や
組
合
、
財
産
区
と
一
緒
に
分
類
さ
れ
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て
い
ま
し
た
。

第
１
条　

地
方
公
共
団
体
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
地
方
公
共
団
体
と
す
る
。

②　

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
と
す
る
。

③　

特
別
地
方
公
共
団
体
は
、
特
別
市
、
特
別
区
及
び
地
方
公
共
団
体
の
組
合
及
び
財
産
区
と
す
る
。

＊
３　

特
別
区
に
関
す
る
地
方
自
治
法
の
三
条
文 

第
２
８
１
条　

都
の
区
は
、
こ
れ
を
特
別
区
と
い
う
。

② 　

特
別
区
は
、
そ
の
公
共
事
務
及
び
法
律
若
し
く
は
政
令
又
は
都
の
条
例
に
よ
り
特
別
区
に
属
す
る
事
務
並
び
に
従
来
法
令
又
は

都
の
条
例
に
よ
り
都
の
区
に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

第
２
８
２
条　

都
は
、
条
例
で
特
別
区
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
２
８
３
条　

政
令
で
特
別
の
定さ
だ
めを
す
る
も
の
を
除
く
外ほ
か

、
第
二
編
中
市
に
関
す
る
規
定
は
、
特
別
区
に
こ
れ
を
適
用
す
る
。

＊
４　

都
か
ら
委
譲
さ
れ
た
仕
事　

昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
、
統
一
地
方
選
挙
の
４
日
前
の
４
月
１
日
に
初
め
て
制
定
さ
れ
即
日
施

行
さ
れ
た
旧
都
制
に
よ
る
「
区
委
譲
事
務
条
例
」
は
、
地
方
自
治
法
施
行
後
も
特
別
区
の
仕
事
を
規
定
し
た
条
例
と
し
て
有
効
と
さ
れ

ま
し
た
。
条
例
に
よ
っ
て
都
か
ら
特
別
区
に
委
譲
さ
れ
た
仕
事
は
左
記
の
14
事
項
だ
け
で
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
事
項
で
あ
っ
て
も
、
数

区
に
わ
た
る
も
の
や
総
合
的
・
統
一
的
処
理
を
必
要
と
す
る
も
の
は
除
か
れ
、
ま
た
占
領
軍
の
命
令
な
ど
に
よ
り
臨
時
急
施
を
必
要
と

す
る
も
の
は
都
が
行
う
場
合
が
あ
る
な
ど
、
１
年
前
の
２
月
に
35
区
区
長
協
議
会
が
要
求
し
た
改
革
案
（
25
頁
）
か
ら
も
は
る
か
に
後

退
し
て
い
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
条
例
は
６
回
の
改
正
を
繰
り
返
し
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
３
月
７
日
に
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

１  

保
護
救
済
に
関
す
る
こ
と
。（
①
要
保
護
者
の
保
護
救
済
に
関
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
浮
浪
者
の
一
斉
収
容
保
護
及
び
収
容
保
護
施
設
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。
②
非
常
災
害
救
護
に
関
す
る
こ
と
。
③
海
外
引
揚
者
及
び
戦
災
者
の
救
護
に
関
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
未
定
着
者
の

援
護
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。）

２  

乳
幼
児
、
児
童
及
び
母
性
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。（
①
乳
幼
児
、
児
童
及
び
母
性
の
保
護
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
浮
浪
児
、

戦
災
孤
児
、
精
神
薄
弱
児
、
虚
弱
児
等
異
常
児
の
収
容
保
護
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
②
乳
幼
児
、
児
童
及
び
母
性
の
保
健
指
導
に
関
す
る

こ
と
。
た
だ
し
体
力
検
査
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
③
妊
産
婦
の
保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
た
だ
し
妊
産
婦
手
帳
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。）
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３  

福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。（
①
授
産
事
業
に
関
す
る
こ
と
。
②
小
額
資
金
の
融
通
に
関
す
る
こ
と
。
③
宿
泊
に
関
す
る
こ
と
。
④
食
堂

又
は
浴
場
の
経
営
に
関
す
る
こ
と
。
⑤
日
常
生
活
用
品
の
供
給
又
は
交
換
に
関
す
る
こ
と
。
⑥
生
活
改
善
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
⑦
健
全
慰い

楽ら
く

及
び
余
暇
善
用
に
関
す
る
こ
と
。）

４  
国
民
学
校
、
幼
稚
園
及
び
青
年
学
校
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。（
①
事
業
計
画
、
②
予
算
編
成
、
③
建
設
（
造
修
を
含
む
）
設
計
、
④

請
負
契
約
、
締
結
及
び
そ
の
実
施
を
含
む
。）

５  

国
民
学
校
、
幼
稚
園
及
び
青
年
学
校
の
学
校
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。（
①
児
童
、
生
徒
及
び
教
職
員
の
身
体
検
査
に
関
す
る
こ
と
。
②

学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。
③
児
童
及
び
生
徒
の
疾
病
予
防
に
関
す
る
こ
と
。
④
栄
養
剤
の
補
給
に
関
す
る
こ
と
。）

６  

図
書
館
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。（
①
事
業
計
画
、
②
予
算
編
成
、
③
建
設
（
造
修
を
含
む
）
設
計
、
④
請
負
契
約
、
締
結
及
び
そ
の
実

施
を
含
む
。）

７  

社
会
教
育
に
関
す
る
こ
と
。（
①
青
少
年
団
に
関
す
る
こ
と
。
②
公
民
教
育
に
関
す
る
こ
と
。
③
宗
教
及
び
科
学
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

④
そ
の
他
文
化
一
般
に
関
す
る
こ
と
。）

８  

体
育
に
関
す
る
こ
と
。（
①
学
校
体
育
に
関
す
る
こ
と
。
②
社
会
体
育
に
関
す
る
こ
と
。
③
体
育
行
政
に
関
す
る
こ
と
。
④
そ
の
他
体
力
向

上
に
関
す
る
こ
と
。）

９ 

街
路
照
明
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

10 

別
に
指
定
す
る
公
園
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。（
別
表
に
掲
げ
る
公
園
を
い
う
。）

11 

別
に
指
定
す
る
緑
地
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

12 

別
に
指
定
す
る
区
域
の
戦
災
跡
地
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

13 

保
健
衛
生
思
想
の
普
及
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

14 

保
健
所
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。（
東
京
都
立
中
央
保
健
所
、
同
第
一
～
第
五
保
健
所
を
含
ま
な
い
。）

（　

）
内
は
都
規
則
第
12
号
の
条
例
施
行
細
則
第
１
条
～
第
９
条
に
よ
る
。
公
園
（
豊
島
区
を
除
く
21
区
86
公
園
）
の
別
表
は
省
略
。
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一
‐
四
　
自
治
権
拡
充
運
動
の
は
じ
ま
り

公
選
区
長
は
、
当
選
後
直
ち
に
共
同
で
都
に
改
善
を
申
し
込
む
こ
と
に
し
、
そ
の
事
務
局
を
千
代
田
区
役
所
内
に
設

置
し
て
検
討
を
重
ね
、「
22
区
長
協
議
会
」
の
名
で
都
知
事
に
具
申
書
を
提
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
都
の
回
答
の
内
容
は
、

区
長
協
議
会
の
要
求
と
相
当
な
隔
た
り
が
あ
り
、
区
側
は
区
議
会
と
一
緒
に
全
区
挙
げ
て
の
自
治
権
拡
充
運
動
を
開
始
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

◆
特
別
区
長
会
と
特
別
区
協
議
会

昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
４
月
15
日
に
行
わ
れ
た
６
区
の
区
長
決
選
投
票
の
結
果
を
待
っ
て
、
同
月
25
日
、
千
代
田
区

に
集
ま
っ
た
公
選
区
長
は
、
初
め
て
の
「
22
区
区
長
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
そ
の
会
に
お
い
て
、
特
別
区
の
連
絡
調
整
を

図
り
互
い
に
連
携
し
て
円
満
な
る
自
治
の
運
営
と
そ
の
発
展
を
期
す
る
た
め
に
「
特
別
区
協
議
会
」
の
設
立
準
備
会
を
開

催
し
、
同
年
５
月
１
日
に
設
立
す
る
と
と
も
に
、
特
別
区
協
議
会
に
「
特
別
区
長
会
」
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し

た
。こ

れ
に
よ
り
、
特
別
区
協
議
会
は
特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
と
特
別
区
長
会
の
事
務
局
の
役

割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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◆
都
知
事
へ
の
具
申

態
勢
を
整
え
た
区
長
は
自
治
権
拡
充
に
つ
い
て
協
議
検
討
を
行

い
、「
区
域
統
合
の
趣
旨
並
び
に
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
特
別
区

制
定
の
精
神
に
鑑
み
現
状
の
如
く
で
は
全
く
区
制
存
置
の
意
味
を

没
却
し
、
斯か

く
て
は
到
底
区
政
都
政
の
円
満
活
発
な
る
発
展
は
期

し
得
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
５
月
16
日
、

「
22
区
長
協
議
会
」
の
名
前
で
、
人
事
権
、
財
政
権
の
確
立
と
住

民
生
活
に
直
結
す
る
仕
事
の
委
譲
ま
た
は
委
任
に
つ
い
て
都
知
事

に
具
申
し
ま
す
。

こ
の
具
申
書
の
内
容＊

１

は
、
主
と
し
て
都
か
ら
の
仕
事
の
委
譲
ま

た
は
委
任
に
重
点
を
置
い
て
い
ま
す
。
市
と
同
格
の
基
礎
的
な
自

治
体
と
な
っ
た
特
別
区
は
、
区
民
の
日
常
生
活
に
直
結
す
る
仕
事

を
、
府
県
と
同
じ
広
域
の
自
治
体
と
な
っ
た
都
か
ら
委
譲
し
て
も

ら
う
し
か
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
東
京
大
都
市
地

域
の
市
の
仕
事
は
、
戦
時
中
に
都
が
東
京
市
を
廃
止
し
て
引
き
継

　　区長会のルーツ
公選の区長が自主的に集まり昭和22（1947）年に新たに設立した団体

である特別区長会とは、その性格は異なりますが、区長会というものは、
古く明治にまでさかのぼることができます。

当時は東京市に15の区があった時代です。明治34（1901）年２月13日
の東京市訓令甲第６号により、区長会規程が定められました。それにより
ますと、東京市の助役が区長会の会長を務めました。区長会は毎月1回の
頻度で、16日（土日や休日に当たるときは繰り下げ）の午後１時からの開催
になります。

その後、昭和７（1932）年に東京市の区域が拡張され、新たに20区が
加わって35区の時代がやってきます。これに伴い、昭和８（1933）年７
月７日、東京市に区政課が新設され、区長会の事務を所管しました。監査
局に属し、庶務（翌年から行政）、主計、監理の三係の構成でした。
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い
だ
ま
ま
で
し
た
。

特
別
区
長
会
は
、
５
月
26
日
か
ら
都
の
関
係
各
局
課
と
協
議
を
重
ね
、
７
月
７
日
を
も
っ
て
具
申
書
に
対
す
る
都
の
回

答
は
ひ
と
ま
ず
終
了
し
ま
す
。
こ
の
結
果
、
妥
結
に
い
た
っ
た
も
の
は
、
わ
ず
か
10
件＊

２

に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
ら
の
回
答
の
内
容
は
、
区
長
会
の
要
求
と
は
相
当
の
隔
た
り
が
あ
り
不
満
足
な
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
、
区
長
会

は
、
議
長
会
に
呼
び
か
け
、
さ
ら
に
自
治
権
拡
充
の
運
動
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

＊
１　

具
申
書
の
要
旨　

１  

人
事
権
・
財
政
権
（
①
人
事
権
の
確
立　

区
職
員
は
区
の
吏
員
と
し
、
そ
の
財
源
は
都
か
ら
委
譲
、
定
数
は
区
長
が
定
め
る
こ
と
等
。
②

財
政
権
の
確
立　

課
税
を
市
並
み
に
委
譲
し
、
及
び
各
施
設
学
校
の
復
興
新
設
等
の
財
源
は
全
額
都
か
ら
交
付
す
る
こ
と
。
財
政
調
整
交
付

金
制
度
を
併
用
す
る
こ
と
。
③
税
務
事
務
の
区
長
へ
の
統
合　

課
税
徴
収
等
の
税
務
事
務
を
全
面
的
に
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
。）

２  

教
育
行
政
（
①
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
等
の
教
職
員
及
び
図
書
館
職
員
の
任
免
異
動
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
。

②
私
立
学
校
の
監
督　

私
立
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
及
び
各
種
学
校
の
設
置
、
廃
止
及
び
監
督
は
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
。
③
教
育

関
係
土
地
建
物
の
移
管　

区
に
管
理
委
任
中
の
教
育
関
係
の
土
地
建
物
は
正
式
に
移
管
の
手
続
を
と
る
こ
と
。
④
学
校
衛
生　

各
科
嘱
託
医

手
当
の
増
額
、
衛
生
婦
の
常
置
、
設
備
の
復
旧
を
実
行
す
る
こ
と
。
⑤
体
育　

財
源
の
委
譲
、
指
導
員
の
常
置
、
各
区
最
低
１
箇
所
運
動
場

の
設
置
を
実
行
す
る
こ
と
。
⑥
社
会
教
育　

財
産
を
附
し
て
、
す
べ
て
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
。）

３  

民
生
・
衛
生
行
政
（
①
職
業
紹
介
、
職
業
補
導
等
そ
の
他
連
絡
事
務
は
区
に
行
わ
し
め
る
こ
と
。
②
公
益
質
屋
は
区
に
移
管
す
る
こ
と
。

③
少
年
救
護
法
、
児
童
虐
待
防
止
法
に
よ
る
収
容
保
護
事
務
は
、
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
。
④
登
記
事
務
及
び
民
生
委
員
の
任
命
は
区
長
に

委
任
す
る
こ
と
。
⑤
清
掃
事
業
、
消
毒
事
業
及
び
公
衆
衛
生
事
務
を
区
に
移
譲
す
る
こ
と
。
⑥
水
道
営
業
所
の
事
務
を
区
長
に
委
任
す
る
こ

と
。
⑦
病
院
開
設
許
可
、
非
医
師
の
病
院
診
療
所
の
開
設
許
可
、
乳
幼
児
体
力
管
理
医
の
委
嘱
、
飲
食
物
営
業
許
可
、
花か

柳り
ゅ
う

病び
ょ
う

予
防
等
の

事
務
は
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
。）

４  

経
済
行
政
（
①
塩
干
魚
及
び
自
由
販
売
店
、
公
私
設
小
売
市
場
、
精
米
・
精
麦
・
製
粉
設
備
等
の
許
可
及
び
食
品
、
燃
料
、
日
用
品
の
出
荷
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懇
請
は
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
。
②
そ
の
他
配
給
割
当
に
関
す
る
権
限
の
大
幅
区
長
委
任
）

５  

土
木
行
政
（
①
地
方
的
な
も
の
及
び
系
統
的
綜
合
的
処
理
を
要
す
る
も
の
と
そ
の
企
画
指
導
の
面
を
除
き
実
際
面
は
あ
げ
て
区
に
委
譲
す
る

こ
と
。
②
街
路
照
明
、
中
小
公
園
、
緑
地
の
管
理
は
区
に
移
譲
す
る
こ
と
。
③
そ
の
他
道
路
、
河
川
、
橋
梁
に
関
す
る
権
限
の
大
幅
区
長
へ

の
委
任
）

＊
２　

具
申
書
に
対
す
る
都
の
回
答　

１ 

飲
食
営
業
の
許
可
は
、
将
来
委
任
の
見
込
み
。

２ 

公
設
市
場
の
管
理
は
区
長
に
委
任
す
る
。

３ 

食
料
品
の
出
荷
懇
請
は
、
区
長
を
消
費
者
代
表
と
し
て
参
加
さ
せ
る
。

４ 

街
路
照
明
は
区
に
委
譲
す
る
。

５ 

中
小
公
園
（
３
万
坪
以
内
の
も
の
。
た
だ
し
特
別
指
定
す
る
も
の
を
除
く
）
は
区
に
移
管
す
る
。

６ 

緑
地
（
５
万
坪
以
内
の
も
の
）
は
区
に
移
管
す
る
。

７  

国
道
、
府
県
道
、
復
興
都
市
計
画
街
路
、
区
画
整
理
施
行
地
区
内
街
路
及
び
進
駐
軍
要
請
に
よ
る
街
路
を
除
く
、
幅
員
が
22
米
未

満
の
道
路
の
築
造
を
区
長
に
委
任
す
る
。

８ 

災
害
道
路
、
河
川
、
橋
梁
及
び
公
園
の
復
旧
を
区
長
に
委
任
す
る
。

９ 

焼
跡
整
理
に
つ
い
て
は
近
く
区
域
を
指
定
し
て
区
長
に
委
任
す
る
。

10 

幅
員
22
米
未
満
の
補
助
線
の
街
路
樹
の
管
理
は
区
長
に
委
任
す
る
。

◆
区
長
と
議
会
の
連
携

昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
４
月
30
日
の
区
会
議
員
選
挙
後
、
５
月
26
日
か
ら
６
月
５
日
の
間
に
各
区
の
初
議
会
が
開
か

れ
ま
す
。
各
区
の
議
員
は
、
自
治
権
拡
充
に
つ
い
て
具
申
書
を
提
出
し
て
い
る
22
区
長
協
議
会
の
動
き
に
強
い
関
心
を
も

ち
、
成
り
行
き
を
見
守
っ
て
い
ま
し
た
。
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議
会
成
立
後
、
各
区
は
直
ち
に
自
治
権
拡
充
委
員
会
を
発
足
さ
せ
て
い
ま
し
た
が
、
同
年
７
月
12
日
、
文
京
区
役
所
で

22
区
議
会
の
委
員
長
が
集
ま
り
、「
自
治
権
拡
充
委
員
会
委
員
長
会
」
が
初
め
て
開
か
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
特
別
区
の

財
政
権
確
立
に
つ
い
て
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
続
く
24
日
に
は
「
東
京
都
二
十
二
区
自
治
権
拡
充
連
合
委
員
会
規
約＊

３

」

を
定
め
、
当
面
の
緊
急
策
と
し
て
、
特
別
区
配
付
税
条
例＊

４

の
改
正
に
つ
い
て
、
都
知
事
に
陳
情
す
る
こ
と
を
決
議
し
て
い

ま
す
。

そ
う
し
た
折
、
区
長
会
か
ら
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
議
長
会
は
自
治
権
拡
充
委
員
長
会
と
一
緒
に
、
同
年
８
月
１
日
、

練
馬
区
の
設
置
を
待
っ
て
特
別
区
協
議
会
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
局
を
置
き
、
特
別
区
長
会
と
互
い
に
連
携
し
て
運
動
を
強

力
に
推
し
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
呼
び
か
け
に
応
じ
て
特
別
区
協
議
会
に
集
結
し
た
そ
の
他
の
議
決
機

関
の
連
合
会
議
体
は
、
総
務
委
員
長
会
、
財
政
委
員
長
会
、
経
済
委
員
長
会
、
民
生
厚
生
委
員
長
会
で
し
た
。
こ
の
た
め

特
別
区
協
議
会
は
、
８
月
22
日
に
専
任
の
事
務
局
長
と
書
記
を
採
用
す
る
な
ど
事
務
局
の
強
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

同
年
10
月
14
日
、
23
区
長
協
議
会
は
、
特
別
区
税
条
例
、
特
別
区
配
付
税
条
例
の
改
正
を
求
め
、
財
政
制
度
確
立
に
関

す
る
具
申
書＊

５

を
都
知
事
に
提
出
す
る
か
た
わ
ら
、
特
別
区
に
対
す
る
地
方
税
法
上
の
制
約
の
撤
廃
に
つ
い
て
関
係
官
庁
に

陳
情
を
行
い
ま
す＊

６

。

＊
３　

東
京
都
二
十
二
区
自
治
権
拡
充
連
合
委
員
会
規
約
（『
北
区
議
会
史
』
よ
り
抜
粋
） 

第
１
条　

本
会
の
名
称
は
東
京
都
二
十
二
区
自
治
権
拡
充
連
合
委
員
会
と
称
す
る
。

第
２
条　

本
会
は
、
東
京
都
二
十
二
区
自
治
権
拡
充
に
関
す
る
委
員
会
の
委
員
長
を
以
て
組
織
す
る
。
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第
３
条　

本
会
の
事
務
所
は
、
当
分
の
間
文
京
区
役
所
内
に
置
く
。

第 

４
条　

本
会
は
、
地
方
自
治
法
に
基
く
特
別
区
制
定
の
精
神
に
鑑
み
、
区
の
自
治
権
拡
充
の
内
容
を
検
討
し
、
関
係
向
と
緊
密
な

る
連
繫
を
保
持
し
て
、
速
に
完
全
な
る
自
治
権
の
獲
得
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

以
下
第
13
条
ま
で
省
略

＊
４　

配
付
税
方
式
に
よ
る
都
区
財
政
調
整
制
度　

特
別
区
は
地
方
自
治
法
に
よ
り
市
と
同
格
の
位
置
づ
け
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
方

で
事
務
や
財
政
の
面
で
は
一
貫
し
て
都
の
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
財
政
面
に
つ
い
て
は
、
都
が
条
例
で
特
別
区
の
税
を
定
め
、

ま
た
各
区
に
お
け
る
格
差
を
解
消
す
る
た
め
に
、
都
税
の
一
定
割
合
を
各
区
の
課
税
力
や
財
政
需
要
等
を
基
準
に
配
分
す
る
配
付
税
方

式
が
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
配
付
率
は
東
京
都
特
別
区
配
付
税
条
例
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
都
が
決
定
権
を
一
方
的
に
有
し

て
い
ま
し
た
。

＊
５　

財
政
制
度
確
立
に
関
す
る
具
申
書
の
要
旨

１ 

特
別
区
税
条
例
の
改
正
（
①
自
動
車
税
、
電
話
加
入
権
税
、
不
動
産
取
得
税
に
特
別
区
附
加
税
を
認
め
る
こ
と
。
②
広
告
税
を
特
別
区
に

移
譲
す
る
こ
と
。
③
特
別
行
為
税
、
商
品
切
手
発
行
税
、
動
力
機
税
、
営
業
用
ミ
シ
ン
税
、
同
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
税
、
借
地
権
税
、
同
取
得

税
、
余
裕
住
宅
税
を
法
定
外
独
立
税
と
し
て
徴
収
し
得
る
様
に
す
る
こ
と
。
④
特
別
区
民
税
の
平
均
課
額
を
市
相
当
額
と
す
る
こ
と
。
⑤
家

屋
税
率
を
各
区
均
一
と
す
る
こ
と
。）

２ 

特
別
区
配
付
税
条
例
の
改
正
（
①
配
付
税
の
財
源
に
営
業
税
、
法
人
都
民
税
、
遊
興
飲
食
税
中
市
町
村
税
相
当
分
及
び
大
都
市
配
付
税
の

全
額
を
充
当
す
る
こ
と
。
②
配
付
税
は
還
付
金
、
補
給
金
の
２
種
と
し
、
還
付
金
は
営
業
税
、
法
人
都
民
税
及
び
遊
興
税
（
以
上
市
町
村
附

課
税
相
当
分
）
の
３
分
の
１
を
徴
収
区
に
、
補
給
金
は
前
記
３
税
の
残
額
即
ち
３
分
の
２
の
額
及
び
大
都
市
分
与
税
全
額
は
概
ね
従
来
の
配

付
税
方
式
に
よ
っ
て
各
区
に
補
給
す
る
こ
と
。）

　
　
　
　

＊
６　

財
政
制
度
確
立
に
関
す
る
具
申
書
の
背
景　

当
時
の
都
区
間
の
よ
う
す
を
ま
と
め
た
都
政
通
信
社
発
行
『
特
別
区
―
都
区
調
整

の
十
年
―
』
に
次
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。

（
５
月
16
日
の
区
長
協
議
会
具
申
に
対
す
る
都
の
回
答
は
、）「
前
進
を
示
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
区
側
に
満
足
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
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な
か
っ
た
。
特
に
交
付
金
で
賄
っ
て
い
る
各
区
の
財
政
実
情
は
、
人
件
費
を
支
払
え
ば
何
も
事
業
は
で
き
ず
、
こ
れ
で
は
公
選
区
長
の

看
板
が
泣
く
と
、
財
源
に
つ
い
て
都
の
特
別
考
慮
を
要
望
し
、
議
長
会
等
で
は
交
付
予
算
の
無
条
件
返
上
の
議
さ
え
出
て
、
都
区
の
間

に
相
当
険
し
い
空
気
が
醸
し
出
さ
れ
、
昭
和
22
年
10
月
14
日
、
区
長
協
議
会
は
財
政
上
の
自
主
権
獲
得
に
つ
い
て
［
…
］
要
請
を
知
事

あ
て
行
う
に
至
っ
た
。」

◆
自
治
権
拡
充
議
員
大
会

そ
し
て
同
年
12
月
10
日
、
こ
の
具
申
事
項
の
即
時
実
現
を
要
求
す
る
自
治
権
拡
充
議
員
大
会
が
千
代
田
区
役
所
で
開
か

れ
ま
す
。
大
会
は
、
左
の
宣
言
と
併
せ
て
決
議
案＊

７

を
採
決
し
、
都
知
事
・
都
議
会
議
長
に
直
接
手
渡
し
ま
す
。

宣　

言

新
憲
法
下
日
本
民
主
行
政
の
確
立
は
地
方
分
権
の
徹
底
と
地
方
自
治
の
円
満
な
る
発
展
に
あ
り
と
信
ず
。
現
下
首

都
行
政
の
実
情
は
時
代
の
趨す

う

勢せ
い

に
拘か

か
わ
ら
ず
極
端
な
る
中
央
集
権
制
に
跼

き
ょ
く

蹐せ
き

し
旧
態
依
然
何
等
革
新
せ
ら
れ
る
と
こ

ろ
な
し
。
今
や
都
行
政
は
財
政
の
逼ひ

っ

迫ぱ
く

と
膨
大
機
構
と
に
よ
る
半
身
不
随
性
を
露
呈
し
停
滞
そ
の
極
に
達
す
。
仍よ

っ

て

我
等
は
断だ

ん

乎こ

現
都
行
政
の
中
央
集
権
を
打
破
し
特
別
区
の
自
治
権
を
拡
充
強
化
し
以
て
各
区
の
創
意
と
自
主
性
と
を

伸し
ん

暢ち
ょ
うし

清
新
潑は

つ

剌ら
つ

た
る
首
都
行
政
の
建
設
に
邁ま

い

進し
ん

せ
む
こ
と
を
期
す
。

右
宣
言
す

　
　
　
　
　

昭
和
22
年
12
月
10
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
二
十
三
区
自
治
権
拡
充
議
員
大
会
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＊
７　

大
会
決
議　

こ
の
大
会
で
は
次
の
五
つ
の
事
項
が
決
議
さ
れ
ま
し
た
。

①  

特
別
区
に
対
し
、
独
立
税
は
勿
論
市
町
村
並
の
都
税
附
加
税
を
認
め
、
戦
時
的
財
政
制
度
た
る
交
付
金
制
は
こ
れ
を
撤
廃
し
各
区

の
財
政
自
主
権
を
確
立
す
べ
し
。

②  
水
道
、
交
通
、
港
湾
事
業
等
都
が
統
一
的
に
実
施
を
要
す
る
事
業
を
除
き
、
他
は
挙
げ
て
特
別
区
に
移
譲
を
断
行
し
、
各
区
の
創

意
と
自
主
性
に
委ま
か

す
べ
し
。

③ 

右
に
従
い
大
量
の
都
吏
員
を
特
別
区
に
配
置
転
換
を
断
行
し
、
事
務
事
業
の
活
発
な
る
遂
行
に
当
た
ら
す
べ
し
。

④ 

特
別
区
行
政
に
携
わ
る
吏
員
は
総
て
区
吏
員
と
な
し
、
本
然
の
自
治
吏
僚
体
制
を
確
立
す
べ
し
。

⑤  

地
方
自
治
法
第
２
８
２
条
、
地
方
税
法
第
85
条
の
10
等
、
特
別
区
の
自
治
権
を
制
約
す
る
法
令
及
び
都
条
例
は
こ
れ
を
撤
廃
す
べ

し
。

こ
う
し
た
区
側
の
動
き
を
契
機
に
、
特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
は
新
た
な
段
階
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昭和20（1945）年
　10月　麹町区会意見書
　11月　自治革新連盟結成
　　　　（区会議長）

昭和21（1946）年
　２月　区制改革案要綱案作成
　　　　（35区区長協議会）
　７月　自治権拡張の見解発表
　　　　（35区区長協議会）

昭和22（1947）年
　４月　 第１回統一地方首長選挙
　　　　 第１回統一地方議会議員
　　　　選挙
　５月　 特別区協議会設立、特別
　　　　区長会設置（22区長協議
　　　　会）
　　　　特別区誕生（地方自治法
　　　　施行）
　　　　 都に自治権拡充に関する
　　　　具申書提出（22区長協議
　　　　会）
　７月　東京都二十二区自治権拡
　　　　充連合委員会規約策定
　10月　 都に財政制度確立に関す
　　　　る具申書提出
　12月　二十三区自治権拡充議員
　　　　大会開催
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二
　
協
議
か
ら
紛
争
へ

自
治
権
拡
充
議
員
大
会
を
受
け
、
よ
う
や
く
特
別
区
と
都
の
協
議
が
は
じ
ま
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
進
展
が
み
ら
れ
な

い
な
か
、
特
別
区
は
運
動
の
進
め
方
を
強
化
す
る
一
方
で
、
財
政
の
問
題
に
運
動
の
比
重
を
移
し
て
い
き
ま
す
。
特
別
区

か
ら
国
へ
の
働
き
か
け
の
結
果
、
都
に
勧
告
が
な
さ
れ
、
よ
う
や
く
協
議
の
場
の
設
置
に
い
た
り
、
特
別
区
と
都
の
ほ
か

に
中
立
的
な
第
三
者
を
加
え
て
会
合
を
重
ね
ま
し
た
。
し
か
し
、
特
別
区
と
都
の
溝
は
い
っ
こ
う
に
埋
ま
ら
な
い
ま
ま
、

新
た
な
対
立
点
も
加
わ
り
、
や
が
て
紛
争
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
へ
と
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

二
‐
一
　
都
区
間
協
議
の
開
始

特
別
区
と
都
の
初
め
て
の
協
議
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
成
果
の
な
い
ま
ま
終
了
し
て
し
ま
い
ま
す
。
特
別
区
の
ほ
う
で
は
、

個
別
に
活
動
し
て
い
た
関
係
団
体
が
集
ま
り
、
合
同
会
を
結
成
す
る
な
ど
し
て
体
制
を
整
備
し
、
運
動
を
強
化
さ
せ
ま
す
。
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◆
最
初
の
協
議

都
議
会
は
、
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
12
月
10
日
に
特
別
区
か
ら
自
治
権
拡
充
議
員
大
会
の
決
議
文
を
受
け
取
る
と
、

半
月
ほ
ど
し
た
12
月
27
日
に
な
っ
て
、
そ
の
審
議
を
す
る
に
あ
た
り
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
よ
く
知
り
た
い
の
で
具
体
的

に
理
由
が
わ
か
る
説
明
を
示
し
て
ほ
し
い
と
、
議
長
か
ら
特
別
区
協
議
会
に
依
頼
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
特
別
区
協
議

会
で
は
、
さ
っ
そ
く
説
明
書
の
作
成
に
か
か
り
、
年
あ
け
早
々
の
昭
和
23
（
１
９
４
８
）
年
１
月
13
日
に
は
、
先
に
知
事

に
渡
し
た
財
政
制
度
確
立
を
求
め
る
具
申
書
も
添
え
て
、
詳
細
な
説
明
書＊

１

を
議
長
に
提
出
し
ま
し
た
。

都
議
会
の
な
か
だ
ち
が
実
り
、
特
別
区
の
要
望
に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
区
と
都
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
代
表
を
出
し
て
協

議
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
都
区
行
政
調
整
協
議
会
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
40
名
の
委
員
（
特
別
区
側
は
区
長
６

名
と
区
議
会
の
代
表
12
名
、
都
側
は
知
事
・
部
局
長
と
都
議
会
の
代
表
22
名
）
と
25
名
の
幹
事
（
特
別
区
側
は
助
役
の
代
表
14
名
、

都
側
は
課
長
11
名
）
で
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
３
月
３
日
に
発
足
し
て
か
ら
お
よ
そ
５
か
月
の
間
、
六
つ
の
分
科
会
に

分
か
れ
て
協
議
を
行
い
、
７
月
31
日
に
協
定
を
結
び
、
10
月
に
は
解
散
し
て
い
ま
す
。
両
者
の
一
致
を
み
て
協
定
に
ま
で

い
た
っ
た
の
は
、
特
別
区
に
移
管
す
る
事
項
10
件
と
区
長
に
委
任
す
る
事
項
８
件
の
合
計
18
件＊

２

に
と
ど
ま
り
、
特
別
区
が

望
ん
で
い
た
の
と
は
程
遠
く
、
不
満
と
失
望
を
残
す
内
容
で
し
た
。

＊
１　

決
議
文
の
説
明
書　

都
議
会
に
宛
て
た
「
東
京
都
二
十
三
区
自
治
権
拡
充
議
員
大
会
決
議
文
説
明
書
」
で
は
、
特
別
区
自
治
の

前
提
を
述
べ
た
あ
と
、
財
政
、
事
務
事
業
、
職
員
の
配
置
転
換
、
人
事
、
自
治
権
の
５
項
目
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
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特
別
区
の
財
源
は
、
区
税
32
％
、
都
交
付
金
55
％
、
そ
の
他
13
％
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
戦
時
中
の
旧
都
制
に
由
来
す
る
「
交
付
金
制

度
を
撤
廃
し
自
主
性
を
も
つ
区
税
制
度
の
制
定
に
よ
り
特
別
区
の
財
政
制
度
を
確
立
」
す
る
よ
う
主
張
し
ま
す
。
事
務
事
業
の
委
譲
に

つ
い
て
は
、「
都
は
戦
時
立
法
た
る
都
制
で
は
基
本
自
治
団
体
と
し
て
府
県
で
あ
り
而し
か

も
市
町
村
で
あ
っ
た
の
で
す
。
然し
か

し
新
地
方
自

治
法
で
は
都
は
市
制
的
性
格
を
失
っ
て
特
別
区
が
基
本
自
治
団
体
と
し
て
各
般
の
法
令
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
分
権
せ
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
」
と
原
則
を
語
り
、「
区
に
分
権
す
る
こ
と
に
よ
り
能
率
的
運
営
が
期
待
せ
ら
れ
又
都
民
に
手
近
い
区
に
お
い
て
実
施
す
る

こ
と
が
よ
り
民
主
化
さ
れ
た
現
実
即
応
の
行
政
が
行
い
得
ら
れ
而し
か

も
そ
こ
に
各
区
の
創
意
に
よ
る
自
治
の
精
華
が
発
揮
せ
ら
る
べ
き
を

吾
々
は
強
く
確
信
し
主
張
す
る
」
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
職
員
の
配
置
状
況
を
み
る
と
、「
可か

成な

り
都
に
厚
く
第
一
線
た
る
区
に
薄
い

傾
向
を
痛
感
し
」、
職
員
の
配
置
転
換
を
強
調
し
た
と
述
べ
ま
す
。
ま
た
、
人
事
に
関
し
て
、「
都
は
区
の
吏
員
を
し
て
総す

べ
て
都
吏
員

た
る
の
変
則
を
敢
え
て
為
し
つ
つ
あ
る
」
現
状
を
訴
え
、「
公
選
区
長
の
下
一
体
的
活
動
を
為
す
名
実
共
に
備
わ
る
区
独
自
の
自
治
吏

員
組
織
を
持
っ
て
こ
そ
初
め
て
区
の
責
任
行
政
の
完
遂
が
期
せ
ら
れ
る
こ
と
を
確
信
」
す
る
と
明
言
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
自
治
権
の
項

で
は
、
特
に
「
地
方
自
治
法
に
要
求
せ
ざ
る
と
こ
ろ
の
事
前
協
議
を
要
求
」
す
る
都
条
例
の
撤
廃
を
求
め
て
い
ま
す
（
昭
和
22
年
条
例
第

40
号
東
京
都
特
別
区
事
務
に
関
す
る
条
例
）。
こ
の
よ
う
な
制
約
は
、「
区
の
自
治
権
に
干
渉
し
区
の
権
義
を
傷
け
る
全
く
時
代
錯
誤
の
措

置
な
り
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
」
ず
、「
内
務
省
を
解
体
し
監
督
行
政
を
廃
し
地
方
自
治
の
伸し
ん

暢ち
ょ
うを
も
っ
て
民
主
行
政
の
発
展
を
期
待
す
る

と
き
吾
等
の
到
底
納
得
し
得
ら
れ
ざ
る
と
こ
ろ
」
で
あ
っ
た
の
で
す
。

＊
２　

18
の
協
定
事
項　
【
区
に
移
管
す
る
事
項
】
①
区
に
在
職
す
る
職
員
の
人
事
（
た
だ
し
組
合
と
の
協
定
の
成
立
の
あ
と
）、
②
区
に

移
譲
す
る
事
務
事
業
に
関
係
あ
る
都
有
財
産
、
③
農
地
委
員
会
関
係
、
④
小
中
学
校
々
舎
建
設
、
⑤
精
神
病
者
の
監
護
、
⑥
行
旅
病
人

及
び
行
旅
死
亡
人
の
取
扱
、
⑦
中
小
公
園
（
面
積
３
万
坪
未
満
で
主
と
し
て
区
内
住
民
が
利
用
す
る
も
の
）、
⑧
中
小
緑
地
（
面
積
５
万
坪
未

満
で
主
と
し
て
区
内
住
民
が
利
用
す
る
も
の
）、
⑨
浴
場
建
設
、
⑩
街
路
照
明

【
区
長
に
委
任
す
る
事
項
】
①
児
童
福
祉
法
第
22
条
乃
至
第
24
条
及
び
第
56
条
第
1
項
に
規
定
す
る
事
務
、
②
図
書
館
職
員
の
任
免

（
中
央
図
書
館
を
除
く
）、
③
都
営
図
書
館
の
管
理
、
④
幼
稚
園
・
学
校
の
視
察
指
導
及
び
監
督
、
⑤
私
立
幼
稚
園
・
各
種
学
校
の
設
置
・

廃
止
・
監
督
の
一
部
、
⑥
在
来
下
水
渠き
ょ

の
築
造
の
一
部
、
⑦
簡
易
木
橋
の
築
造
、
⑧
高
潮
防
禦ぎ
ょ

工
事
の
一
部
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◆
都
知
事
の
思
惑

分
科
会
で
協
議
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
こ
れ
と
は
別
に
、
３

月
に
は
昭
和
23
年
度
予
算
編
成
を
め
ぐ
り
特
別
区
と
都
の
間
で

折
衝
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
前
年
の
暮
れ
に
都
知
事
が
「
来
年
度

予
算
に
区
の
要
望
を
取
り
入
れ
る
」
と
約
束
し
た
こ
と
な
ど
を

受
け
て
の
も
の
で
し
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
都
は
一
方
的
に
前

年
度
予
算
を
踏
襲
し
た
た
め
、
不
誠
意
な
態
度
だ
、
と
特
別
区

の
ほ
う
で
は
不
満
を
訴
え
、
険
悪
な
空
気
が
漂
い
ま
し
た
。
ま

た
、
事
務
の
委
譲
な
ど
の
協
議
が
な
か
な
か
捗は

か
どら

な
い
こ
と
に

対
し
て
、
６
月
10
日
に
議
長
会
で
は
都
知
事
不
信
任
の
声
が
上

が
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
６
月
22
日
に
都
知
事
は
幹
事
区
長
と
会

談
を
し
、
三
つ
の
基
本
方
針
を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
従
え

ば
、
８
月
１
日
を
期
し
て
職
員
の
身
分
が
切
り
替
わ
り
（
人
事

権
の
委
譲
）、
市
と
全
く
同
列
の
自
治
活
動
が
で
き
る
こ
と
を

原
則
に
財
政
的
な
裏
付
措
置
が
な
さ
れ
（
財
政
自
主
権
の
確
立
）、

　　都区の有機的一体性
都知事の三基本方針のなかに「都区の有機的一体性」という記述があり

ます。この「一体性」という言葉は、その時々にいろいろな修飾語を伴い
ながら、戦後の特別区と都に関する国会の議論や法令類、言説などあらゆ
るところで、いまにいたるまで連綿として使われてきています。

そうしたなか、時代は下がって、特別区長会から諮問を受けた特別区政
調査会（会長：辻

つじ

清
きよ

明
あき

東京大学教授）は、特別区人事行政の改革の答申（昭
和53（1978）年）において、「都区一体の人事運営のなかで醸成されてき
た惰性的な一体性から、大都市東京の自治を分担する各区の自主的な連帯
性へ向かう」道筋を示しました。

この答申の考え方は、一体性からの脱却と連携を軸とした新たな自治シ
ステムの構築を提唱する特別区制度調査会（会長：大

おお

森
もり

彌
わたる

東京大学名誉教
授）の報告

＊

へと引き継がれています。
＊『「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想』（平成19（2007）年）
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都
区
の
有
機
的
一
体
性
の
た
め
真
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
を
除

き
可
能
な
限
り
特
別
区
に
事
務
移
管
が
行
わ
れ
る
（
事
務
事
業

の
委
譲
）
は
ず
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
三
つ
の
基
本
方
針
は
実
現
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、

締
結
さ
れ
た
協
定
へ
の
不
満
に
加
え
、
協
議
や
都
知
事
の
方
針

と
前
後
し
て
、
特
別
区
の
事
務
と
な
っ
て
い
た
保
健
衛
生
、
道

路
清
掃
、
保
育
園
な
ど
が
あ
い
つ
い
で
都
に
吸
収
さ
れ
て
い
く

と
い
う
事
態
が
進
み
、
特
別
区
側
の
感
情
は
ま
す
ま
す
刺
激
さ

れ
、
都
知
事
へ
の
懐
疑
の
念
は
つ
の
る
の
で
し
た
。

◆
運
動
の
強
化

特
別
区
側
の
運
動
の
拠
点
で
あ
る
特
別
区
協
議
会
で
は
、
初

代
事
務
局
長
田た

邊な
べ

軍ぐ
ん

太た

郎ろ
う

が
、
昭
和
23
（
１
９
４
８
）
年
12
月

20
日
に
病
気
の
た
め
退
職
し
、
事
務
局
長
不
在
と
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
事
務
局
の
強
化
を
図
っ
て
人
選
を
進
め
、
１
か
月
余

り
た
っ
た
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
１
月
24
日
に
は
、
浅あ

さ

井い

幸こ
う

　　浅井幸七事務局長
明治36（1903）年に生まれ、平成3（1991）年に没しました。
石川県出身。大正10（1921）に東京市に入ります。京

橋区役所をスタートに財務局、職員共済組合を歴任し、昭
和18（1943）年の東京都の設置に伴い東京都事務官とな
りますが、同年12月に職を辞し、昭和19（1944）年1月
から日立航空機に移り終戦を迎えます。その後、民間会社
を経て昭和23（1948）年1月から1年間の東京市政調査会
勤務ののち、特別区協議会事務局長に着任しました。

事務局長として特別区自治権拡充運動の推進に尽力する一方、昭和44
（1969）年から昭和51（1976）年にかけて『特別区政の変遷』の編集・
執筆に携わりました。これは全25巻（総括篇10巻、総括篇資料4巻、行政篇
10巻、連合篇1巻）からなる記録集で、特別区を知るための不可欠な資料
になっています。
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七し
ち

が
招
か
れ
、
第
二
代
目
の
事
務
局
長
に
就
任
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
浅
井
事
務
局
長
の
時
代
が
始
ま
り
、
昭
和
48
（
１
９

７
３
）
年
に
横よ

こ

田た

政ま
さ

次つ
ぐ

第
三
代
事
務
局
長
に
引
き
継
ぐ
ま
で
、
25
年
近
く
に
わ
た
っ
て
特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
を
支

え
て
い
く
の
で
し
た
。

こ
の
間
の
都
の
対
応
や
動
き
に
不
満
が
鬱う

っ
せ
き積

す
る
な
か
、
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
５
月
16
日
開
催
の
区
長
会
で
は
、

「
都
は
非
民
主
的
で
全
体
統
制
に
傾
い
て
い
る
」、「
非
民
主
的
な
都
政
を
焼
直
す
必
要
が
あ
る
」、「
区
長
を
侮
辱
す
る
も

は
な
は
だ
し
く
、
知
事
の
頑
迷
を
反
省
さ
せ
猛
省
を
必
要
と
す
る
」
な
ど
、
激
し
い
意
見
が
続
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
同

時
に
、
都
を
責
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
行
く
べ
き
道
を
制
度
的
・
法
規
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
見

解
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
議
長
会
と
も
図
り
運
動
を
強
め
意
見
を
発
表
し
て
い
こ
う
と
な
り
ま
し
た
。
翌
月

の
６
月
３
日
の
議
長
会
で
は
、
区
長
会
、
議
長
会
、
自
治
権
拡
充
委
員
長
会
が
一
体
と
な
り
、
運
動
を
強
力
に
推
進
す
る

こ
と
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
、「
戦
線
統
一
」
に
向
か
い
、
そ
の
年
の
９
月
27
日
に
区
長
会
、
議
長
会
、
自
治
権
拡
充
委
員
長
会
、
財
政

委
員
長
会
の
役
員
が
合
同
会
を
開
催
し
た
あ
と
、
翌
10
月
24
日
に
は
、
四
つ
の
会
の
全
員
が
集
ま
り
、
四
者
合
同
会
と
し

て
運
動
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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二
‐
二
　
運
動
の
転
換
と
拡
大

特
別
区
は
、
自
治
権
拡
充
を
求
め
て
都
と
協
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
事
態
の
進
展
は
い
っ
こ
う
に
見
込
め
な
い
た

め
、
運
動
の
焦
点
を
財
政
権
の
確
立
に
絞
る
と
と
も
に
、
都
に
よ
ら
ず
国
の
ほ
う
に
直
接
働
き
か
け
る
方
針
へ
と
転
換
し
、

地
域
を
拠
点
に
活
発
な
運
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

◆
運
動
方
針
の
特
化
と
転
換

運
動
体
制
の
整
備
を
進
め
て
い
る
さ
な
か
の
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
５
月
に
、
自
治
体
の
税
収
入
の
増
加
を
図
る
た

め
、
地
方
税
法＊

１

の
改
正
（
48
頁
参
照
）
が
あ
り
ま
し
た
。
５
月
７
日
か
ら
衆
議
院
の
委
員
会
で
審
議
が
始
ま
り
、
５
月
26

日
に
参
議
院
の
本
会
議
で
採
決
の
上
、
可
決
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
会
の
審
議
の
よ
う
す
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
区
長
会
で
は
、
特
別
区
の
税
収
の
増
加
分
を
さ
っ
そ
く
試
算
す
る
と
、

５
月
24
日
に
は
都
に
対
し
て
、
昭
和
24
年
度
の
補
正
予
算
で
対
応
す
る
よ
う
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
議
長
会
も
こ
れ

に
同
調
し
、
途
中
か
ら
自
治
権
拡
充
委
員
長
会
も
加
わ
り
、
５
月
24
日
か
ら
７
月
13
日
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
ご
と

に
あ
る
い
は
合
同
で
、
都
知
事
と
副
知
事
に
直
接
要
請
す
る
こ
と
９
回
に
も
及
び
ま
し
た
が
、
満
足
の
い
く
成
果
は
得
ら
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　　地方税法の改正
昭和24（1949）年の地方税法の改正にあたり（昭和24年５月31日法律第

169号）、国務大臣は次のように述べています。
「再び地方団体の財源は窮迫を告げて参り、地方団体の７割までが、あ

えて標準賦課率を越えて増税を行い、あるいは幾多の法定外独立税を創設
して、その必要財源の確保に努めているのでありますが、なお相当数の地
方団体におきましては、昭和23年度の決算において収支の均衡を保持し
がたい情勢にあるのであります。このような情勢に対処して、可及的に税
収入の増加をはかりますとともに、経済九原則の線に沿い徴税確保の措置
を講ずる等のため、現行地方税制度に必要な改正を加えることといたした
のであります。本改正法律案の内容は２点からなつております。すなわち
その第一は、住民税、地租、家屋税等現行税目の若干に対しまして、賦課
率の引上げ等所要の変更を加えたことであります。第二は、税収入の確保
及び租税徴收権の強化をはかるため、所要の改正を加えたことでありま
す。」

大臣の説明のなかで例として挙げている主要な３つの税目のうち、地租
と家屋税は当時は道府県税とされ、住民税のほうは、道府県民税と市町村
民税からなり、標準賦課額はそれぞれ450円、合計900円でした。ところ
が、東京都の特別区の地域では、３税ともに都税とされ、東京都条例で特
別区民税を定めることとなっていて、当時は都民税が587円であるのに対
して特別区民税は313円でした。

住民税の引き上げについて大臣はこう説明します。
「住民税は、地方財政収入を確保するとともに、自治の基本である負担

分任の精神を税制の上に顯
けん

現
げん

することをその本来の性格とするものであり
ますが、以上述べました地方財政の現況、物価騰

とう

貴
き

に伴う住民所得の変動
等の事情にかんがみまして、その納税義務者一人当りの平均賦課額を府県
民税及び市町村民税を合せ、現行の900円から1450円に増加することと
いたしたのであります。」

実際に改正法では、合計1450円のうち、道府県民税が700円、市町村
民税が750円と規定されて、ともに大幅な増加になりました。しかし、特
別区の地域では特例によって増加分はすべて都民税になってしまうのです。
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れ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
要
望
活
動
も
含
め
、
特
別
区
か
ら
都
に
、
人
事
権
や
財
政
権
の
確
立
、
事
務
の
委
譲
、
施
設
の
移
管
な
ど
の
要
請

を
繰
り
返
し
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は
み
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
都
は
不
誠
意
な
対
応
に
終
始
し
て
い
る
よ
う

に
受
け
取
れ
る
の
で
し
た
。
こ
こ
に
い
た
り
、
特
別
区
が
目
指
す
こ
と
を
実
現
す
る
に
は
、
財
政
権
の
確
立
が
優
先
課
題

で
あ
る
、
要
は
財
政
権
の
確
立
に
尽
き
る
、
と
の
認
識
に
達
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
財
政
権
に
関
し
て
は
法
令
上
不
可
能

と
一
点
張
り
の
都
を
越
え
、
政
府
と
国
会
を
中
心
に
法
令
改
正
を
求
め
要
請
活
動
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

＊
１　

旧
地
方
税
法
の
桎し
っ

梏こ
く　

現
行
の
地
方
税
法
が
で
き
た
の
は
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
昭
和
15

（
１
９
４
０
）
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
地
方
税
法
（
昭
和
15
年
３
月
29
日
法
律
第
60
号
）
が
戦
前
か
ら
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
旧
地
方
税
法
は
、
昭
和
18
（
１
９
４
３
）
年
の
東
京
都
の
設
置
の
際
に
改
正
さ
れ
、「
東
京
都
の
区
の
存
す
る
区
域
」
と
い
う
言
葉
な

ど
を
含
む
特
例
規
定
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
（「
東
京
都
制
」
昭
和
18
年
６
月
１
日
法
律
第
89
号
、
第
85
条
の
２
～
10
）。
戦
後
の
昭
和
21
（
１

９
４
６
）
年
の
改
正
で
は
、
や
が
て
新
生
特
別
区
が
廃
止
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
次
の
二
つ
の
条
文
が
さ
ら
に
加
え
ら
れ
て
い
ま
す

（
昭
和
21
年
９
月
１
日
法
律
第
16
号
）。

第 

85
条
の
11　

東
京
都
の
区
は
東
京
都
条
例
の
定
む
る
所
に
依
り
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
東
京
都
の
課
す
る
こ
と
を
得
る
税
の
全
部

又
は
一
部
を
区
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
を
得

②　

前
項
の
東
京
都
条
例
に
付
て
は
内
務
大
臣
の
許
可
を
受
く
べ
し

第
85
条
の
12　

東
京
都
の
区
は
前
条
第
1
項
の
外
別
に
税
目
を
起
し
て
独
立
税
を
課
す
る
こ
と
を
得

②　

前
項
の
独
立
税
の
新
設
及
変
更
に
付
て
は
東
京
都
の
同
意
並
に
内
務
大
臣
及
大
蔵
大
臣
の
許
可
を
受
く
べ
し

昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
に
は
い
り
日
本
国
憲
法
と
地
方
自
治
法
の
施
行
が
近
づ
く
な
か
、
再
び
地
方
税
法
の
改
正
が
あ
り
、「
区
」

を
「
特
別
区
」
と
改
め
る
の
と
あ
わ
せ
、
条
番
号
が
そ
れ
ぞ
れ
第
85
条
の
10
、
第
85
条
の
11
と
ず
れ
ま
し
た
（
昭
和
22
年
３
月
31
日
法
律
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第
32
号
）。
そ
の
後
、
昭
和
23
（
１
９
４
８
）
年
に
は
地
方
税
法
の
全
部

改
正
が
あ
り
（
昭
和
23
年
７
月
７
日
法
律
第
１
１
０
号
）、
そ
れ
ぞ
れ
の

条
番
号
が
第
１
３
０
条
と
第
１
３
１
条
に
変
更
さ
れ
、
と
も
に
第
２

項
が
改
変
さ
れ
ま
し
た
が
、
第
１
項
の
ほ
う
は
ど
ち
ら
も
同
じ
内
容

を
踏
襲
し
た
ま
ま
で
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
に
新

し
い
地
方
税
法
が
成
立
し
て
も（
昭
和
25
年
７
月
31
日
法
律
第
２
２
６
号
）、

両
条
文
の
内
容
は
第
７
３
６
条
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

◆
米
国
使
節
団
の
来
日

同
じ
頃
、
ア
メ
リ
カ
の
高
名
な
経
済
学
者
が
東
京
に
到
着
し
ま

し
た
。
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元

帥
に
招
か
れ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
シ
ャ
ウ
プ
教
授
で
す
。
税
制

使
節
団
（T

ax M
ission

）
の
団
長
と
な
っ
た
シ
ャ
ウ
プ
は
昭
和

24
（
１
９
４
９
）
年
５
月
10
日
に
来
日
し
、
そ
れ
と
前
後
し
て
メ

ン
バ
ー
６
名
が
随
時
加
わ
り
な
が
ら
、
４
か
月
ほ
ど
精
力
的
に

日
本
の
税
制
を
調
査
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
は
や
く
も
、
８
月

27
日
付
け
シ
ャ
ウ
プ
署
名
の
序
文
と
と
も
に
報
告
書
が
ま
と
め

ら
れ
ま
す
。『
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
』／Report 

on Japanese T
axation by the Shoup M

ission

と
題
す
る

　　英文と和訳文
シャウプは報告書の序文の最後にこう記しました。

「日本語の訳文は、原文の最終的修正が行われている最中に、極端な時
間の制限のもとになされたものである。対照上相違が生じた場合は、英文
によるべきである。」
“The Japanese translation was made under severe limitations 

of time, while the English text was undergoing some last-minute 
revisions. In the event that any discrepancy is found, the English 
text should be the one used.”

この部分をみるだけでも、英文と和文との間に、意図したか否かにかか
わらず、巧みな訳による微妙なずれが認められます。シャウプの報告書を
語る際には、シャウプ自身の指摘に従って、正文（英文）の参照が不可欠
でしょう。
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報
告
書
は
、
発
行
と
日
付
をGeneral H

eadquarters/Suprem
e Com

m
ander for the A

llied Pow
ers, T

okyo, 

Japan, Septem
ber 1949

と
す
る
４
巻
構
成
の
も
の
で
、
英
文
と
和
訳
（
縦
書
き
）
が
見
開
き
で
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
税
制
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
報
告
書
の
な
か
で
は
、
地
方
税
に
関
す
る
検
討
を
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
方
財

政
や
地
方
自
治
に
関
し
て
第
２
章
を
あ
て
、
あ
る
い
は
付
録
（A

ppendix

）
を
設
け
て
議
論
を
展
開
す
る
な
ど
し
て
い
て
、

付
録
の
と
こ
ろ
で
は
基
礎
的
な
自
治
体
優
先
の
原
則＊

２

と
呼
ば
れ
る
も
の
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
報
告
書
の
第
２
章＊

３

で
、

次
の
よ
う
に
基
本
認
識
を
示
し
ま
す
。「
わ
れ
わ
れ
の
改
革
案
は
二
つ
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
第
一
は
、
地
方
自

治
と
い
う
こ
と
は
、
占
領
軍
及
び
日
本
政
府
の
究
極
目
的
の
一
つ
と
し
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
第
二
に
、
現

在
の
と
こ
ろ
、
地
方
自
治
は
き
わ
め
て
未
熟
な
段
階
に
あ
り
、
地
方
団
体
の
財
政
力
を
強
化
し
、
こ
れ
と
と
も
に
、
富
裕

地
方
と
貧
困
地
方
間
の
財
政
力
を
更
に
均
等
化
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
地
方
自
治
の
完
成
を
望
む
こ
と
は
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る＊

４

。」

シ
ャ
ウ
プ
一
行
は
、
報
告
書
作
成
に
あ
た
り
、
日
本
の
関
係
者
と
会
っ
て
意
見
交
換
す
る
こ
と
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
費

や
し
、
東
京
を
起
点
に
関
西
に
向
か
い
、
そ
の
後
東
北
、
北
海
道
、
北
陸
、
九
州
な
ど
各
地
を
め
ぐ
り
ま
し
た
。

財
政
や
税
を
め
ぐ
り
都
と
交
渉
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
国
に
向
け
た
運
動
に
転
換
し
よ
う
と
し
て
い
た
特
別
区
に
と
っ
て
、

ま
さ
に
、
こ
う
し
た
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
の
活
動
は
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
映
っ
た
の
で
し
た
。

＊
２　

基
礎
的
な
自
治
体
優
先
の
原
則　

シ
ャ
ウ
プ
の
報
告
書
で
は
、
基
礎
的
な
自
治
体
優
先
の
原
則
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
以
下
の
よ
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う
に
記
述
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
訳
文
で
す
。

「
地
方
自
治
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
は
適
当
な
最
低
段
階
の
行
政
機
関
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
市
町
村
の
適
当
に
遂
行
で

き
る
事
務
は
都
道
府
県
ま
た
は
国
に
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
市
町
村
に
は
第
一
の
優
先
権
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二

に
は
都
道
府
県
に
優
先
権
が
与
え
ら
れ
、
中
央
政
府
は
地
方
の
指
揮
下
で
は
有
効
に
処
理
で
き
な
い
事
務
だ
け
を
引
受
け
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。」（
付
録
Ａ
）

50
頁
の
コ
ラ
ム
に
あ
る
と
お
り
、
シ
ャ
ウ
プ
は
英
文
の
ほ
う
を
よ
る
べ
き
正
式
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
と
あ
わ
せ

て
意
図
す
る
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

“
In the interests of local autonom

y each function w
ould be given to the low

est appropriate level of governm
ent. 

M
unicipalities w

ould have first priority in the sense that no function w
ould be given to the prefecture or 

national governm
ent w

hich could be perform
ed adequately by m

unicipalities. T
he prefecture w

ould be given 
second priority, and the national governm

ent w
ould assum

e only those functions w
hich cannot be adm

inistered 
effectively under local direction.”

（A
ppendix A

）

和
文
と
英
文
を
比
べ
る
と
、
例
え
ば
、
英
文
のm

unicipalities

を
「
市
区
町
村
」
と
訳
さ
ず
、
特
別
区
を
除
い
て
「
市
町
村
」
と
し

て
い
る
の
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。
ま
た
、governm

ent

に
は
行
政
機
関
の
訳
が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

＊
３　

報
告
書
第
２
章
の
認
識　

本
文
で
引
用
し
た
報
告
書
第
２
章
の
英
語
正
文
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

“
O

ur suggestions for change are based on tw
o facts. T

he first fact is that local autonom
y is one of the 

announced goals of the O
ccupation and of the Japanese governm

ent. T
he second fact is that local autonom

y is far 
from

 being fully achieved at the present m
om

ent, and has little chance of being achieved unless the fiscal pow
ers 

of the local governm
ents are strengthened, including a m

ore equal division of pow
er am

ong the richer and poorer 
areas.”

（Chapter 

2
）

＊
４　

シ
ャ
ウ
プ
の
手
紙　

の
ち
に
、
シ
ャ
ウ
プ
が
吉
田
茂
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。「
国
家
公
務

員
の
な
か
に
は
、
地
方
自
治
の
原
則
と
実
践
に
反
対
し
、
地
方
歳
入
の
必
要
額
を
得
ら
れ
な
い
リ
ス
ク
の
問
題
に
地
方
税
制
の
議
論
を
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偏
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
地
方
自
治

を
抑
圧
し
て
い
る
も
の
が
い
る
。」

◆
要
請
文
の
作
成

さ
て
、
特
別
区
側
は
、
新
た
な
運
動
方
針
に
そ

っ
て
、
政
府
と
国
会
、
さ
ら
に
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団

に
向
け
、
財
政
自
主
権
を
確
立
す
る
よ
う
働
き
か

け
る
た
め
、
要
請
文
の
作
成
に
取
り
か
か
り
ま
し

た
。は

じ
め
に
、
ち
ょ
う
ど
活
動
中
の
シ
ャ
ウ
プ
使

節
団
に
宛
て
た
文
書
を
作
り
、
昭
和
24
（
１
９
４

９
）
年
７
月
16
日
の
区
長
会
で
決
定
し
ま
す
。
望

む
こ
と
は
二
つ
で
す
。
地
方
税
法
を
改
正
し
て
、

一
つ
は
、
特
別
区
に
市
町
村
と
同
様
の
課
税
権
を

附
与
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
特
別
区
間
の
税

収
の
不
均
衡
を
調
整
す
る
し
く
み
を
設
け
る
こ
と

で
す
。
こ
の
要
請
に
あ
た
り
、
特
別
区
の
沿
革
や

　　特別区と都の関係
要請書の決定版では、地方自治法ができたことにより特別区と都の関係

が変わったにもかかわらず、地方税法はいまなお旧体制のときのままにと
どまり、新たな「関係を全く無視した法制で甚しい矛盾撞

どう

着
ちゃく

である」と
訴えました。その際に、注釈の形式で、この関係変化を示すエビデンスと
して、第92回帝国議会における所管大臣の地方自治法提案理由説明の一
部を次のように引用しています。
「この法律に定めた主な事項で特に現行法に改正を加えた点について、

第一は総則事項であります。即ち地方公共団体を二種に分ちまして、都道
府県及び市町村を普通地方公共団体として規定を設けると共に、特別市、
特別区、組合等の団体を特別地方公共団体として規定し、東京都につきま
しては、区はこれを特別区として、原則として市と同一の権能を認め、こ
れと共に東京都は、基礎的地方公共団体でなく、道府県と同様に市区町村
を包括する複合的地方公共団体としたのであります。」

この引用部分は、地方自治法案の審議にあたり、昭和22（1947）年3
月17日の衆議院本会議で行われた国務大臣の提案理由説明のなかにある
ものです。『改正地方制度資料 第二部』の該当するところと対照しますと、
こまかな言い回しに相違は認められますが、用語や内容は同じです。
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地
位
か
ら
説
き
起
こ
し
、
何
枚
も
の
数
値
表
を
添
え
て
税
財
政
の
実
態
を
説
明
し
て
か
ら
、
要
請
の
趣
旨
に
及
び
ま
す
。

新
憲
法
の
も
と
、
地
方
自
治
法
に
よ
っ
て
「
区
は
特
別
区
と
し
て
名
実
共
に
自
治
体
た
る
の
地
位
を
与
え
ら
れ
」、「
市
と

同
様
の
権
能
を
附
与
せ
ら
れ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
税
法
は
、「
第
１
条
に
規
定
す
る
『
地
方
団
体
』
に
特
別
区

を
含
め
ず
」
に
そ
の
対
象
外
と
し
た
上
で
、「
市
町
村
が
課
す
る
こ
と
の
で
き
る
税
の
す
べ
て
を
都
税
と
し
て
都
で
課
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
、
特
別
区
が
こ
れ
を
課
す
る
場
合
に
は
都
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
又

別
に
税
目
を
起
す
場
合
も
都
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
不
条
理
な
現
状
を
訴
え
、
地
方
自
治
法
の
精
神
に
則

り
、
地
方
税
法
第
１
条
を
改
正
し
て
特
別
区
に
対
し
て
市
町
村
と
同
様
の
課
税
権
を
附
与
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
財
源
に
恵
ま
れ
た
区
と
然
ら
ざ
る
区
と
に
相
当
の
距
離
が
あ
る
の
で
共
存
共
栄
の
た
め
財
政
の
調
整
が
必
要
」

と
な
り
、「
税
の
一
部
は
都
に
お
い
て
徴
収
し
こ
れ
を
財
源
と
し
て
各
区
に
配
分
し
そ
の
財
政
の
調
整
を
は
か
る
制
度
を

地
方
税
法
上
規
定
」
す
る
よ
う
要
望
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
シ
ャ
ウ
プ
報
告
書
の
発
表
の
あ
と
、
９
月
22
日
の
区
長
会
で
、
政
府
と
国
会
に
対
し
て
五
つ
の
要
請
項
目
か

ら
な
る
簡
潔
な
文
書
の
決
定
を
し
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
、
は
じ
め
の
文
書
と
も
あ
わ
せ
て
整
理
と
増
補
を
行
い
、
10
月

17
日
の
四
者
役
員
合
同
会
及
び
10
月
24
日
の
四
者
全
員
合
同
会
で
決
定
版
の
作
成
に
い
た
り
ま
す
。「
米
国
税
制
調
査
団

の
勧
告
し
た
る
市
町
村
財
政
強
化
の
線
に
従
い
」
と
シ
ャ
ウ
プ
報
告
に
も
言
及
し
た
上
で
、
要
請
項
目
を
四
つ
に
ま
と
め
、

い
ず
れ
も
法
で
明
確
に
定
め
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た＊

５

。
４
項
目
の
う
ち
二
つ
は
課
税
権
と
財
政
調
整
に
該
当
し
、
シ
ャ
ウ

プ
使
節
団
宛
て
の
も
の
と
同
じ
趣
旨
で
す
。
こ
れ
に
、
特
別
区
が
連
合
し
て
負
担
す
る
経
費
の
項
目
と
、
都
区
関
係
者
で
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構
成
す
る
委
員
会
の
設
置
の
項
目
が
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
前
者
は
、
警
察
消

防
や
「
都
が
行
う
機
動
性
、
一
様
性
及
び
大
規
模
的
な
事
務
」
に
関
す
る
経

費
に
つ
い
て
、「
必
要
な
る
限
度
内
に
お
い
て
特
別
区
の
同
意
を
得
て
都
条

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
別
区
税
の
一
部
を
都
税
と
し
て
都
が
徴
収
す

る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
容
認
す
る
」
も
の
で
す
。

後
者
は
、「
都
区
関
係
者
が
充
分
協
議
の
上
双
方
納
得
の
い
く
妥
結
点
を

見
出
し
、
民
主
的
に
解
決
」
す
る
た
め
の
場
と
し
て
設
け
る
も
の
で
す
。

＊
５　

決
定
版
の
４
項
目　

四
者
合
同
で
決
定
し
た
要
請
書
決
定
版
の
４
項
目
は

次
の
と
お
り
で
す
。

１
特
別
区
に
対
し
て
市
町
村
同
様
の
課
税
権
を
附
与
す
る
こ
と
。

２ 

特
別
区
相
互
間
に
お
け
る
財
政
調
整
に
つ
い
て
は
、
第
４
項
の
方
法
に
よ
り
特

別
区
の
同
意
を
得
て
、
東
京
都
条
例
を
も
っ
て
政
府
の
一
般
平
衡
交
付
金
に
準

ず
る
制
度
を
設
け
、
特
別
区
税
の
一
部
を
東
京
都
税
と
し
て
賦
課
徴
収
し
得
る

こ
と
。

３ 

警
察
消
防
等
の
如
く
、
特
別
区
が
連
合
し
て
負
担
に
任
ず
べ
き
経
費
に
つ
い
て

も
、
東
京
都
は
第
２
項
同
様
特
別
区
税
の
一
部
を
東
京
都
税
と
し
て
賦
課
徴
収

し
得
る
こ
と
。

４ 

右
第
２
項
及
び
第
３
項
の
各
東
京
都
条
例
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
委

員
会
に
準
じ
、
都
区
関
係
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
委
員
会
を
設
け
そ
の
議
決
を

　　特別区財政の実態
大田区議会は、昭和24（1949）年９月21日、「特別区大田区に市制を

施行し大田市として発足すべき」という市制施行決議を満場一致で行いま
した。そのときの『東京都大田市制施行要請書』には、都による特別区に
対する財政権の束縛を、次のように記しています。
「卑近なる例を以って示すならば、それは長良川の鵜飼と同様で『鵜（大

田区）が懸命に魚（税金）を取る、それを鵜匠（東京都）が巧みに取り上げ
てビク（都の金庫）の中に入れる、そして鵜（大田区）には僅かな餌（区予
算）を与える』これが今日の東京都と大田区の間における財政の実態であ
ります。」
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経
べ
き
こ
と
。

◆
要
請
活
動

国
に
向
け
た
要
請
書
に
先
行
し
て
、
急
ぎ
シ
ャ
ウ

プ
使
節
団
に
宛
て
た
要
請
書
を
ま
と
め
た
区
長
会
は
、

さ
っ
そ
く
10
日
後
の
７
月
26
日
に
要
請
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

四
者
合
同
に
よ
る
要
請
書
決
定
版
が
確
定
す
る
前

の
９
月
末
か
ら
10
月
初
め
に
か
け
て
、
区
長
会
は
衆

参
両
院
の
地
方
行
政
委
員
会＊

６

な
ど
に
、
議
長
会
は
衆

議
院
議
長
な
ど
に
要
請
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。
決

定
版
が
定
ま
る
と
、
10
月
の
後
半
に
は
、
四
者
そ
れ

ぞ
れ
あ
る
い
は
四
者
合
同
で
、
国
の
各
方
面
に
対
し

て
、
連
日
の
よ
う
に
要
請
活
動
と
説
明
会
の
開
催
を

行
い
ま
す
。

そ
の
後
頻
度
は
減
少
し
ま
す
が
、
活
動
は
12
月
ま

　　区長の感慨
昭和24（1949）年10月21日、国会関係者への四者代表による説明会の

際に、千代田区長の村
むら

瀬
せ

清
きよし

氏は、自らの体験をもとに特別区の実情を語
り、感慨を述べています。
「巨大都市は基本的な行政が出来るか、また、住民の意思を盛った行政

が出来るかと、疑問を持っていた。都に在職時代、任命区長を勤めたが無
味乾燥で区民の意思を反映できなかった。民選区長となり、区民は自治意
識を持っていることを知った。区には70年の歴史があるから区民感情を
持っている。それを知った。

地方自治法の施行により、特別区は原則として一般市と同様な権能を与
えられたので、期待して民選区長となったが、内容は空、財政権はゼロで
ある。地方自治法で特別区を認めたが、地方税法では認めていない。

現状は都が予算を作るのを待って、それを貰い、区議会にかけて決めて
いる。実際は行政区で、これほど国民を欺

ぎ

瞞
まん

したことはない。区税として、
意味をなさない四附加税のほか、自転車税等僅かなものが認められている
に過ぎない。抱負経綸をもって出たが何も出来ない。区民に申し訳がな
い。」
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で
続
き
ま
し
た
。

＊
６　

地
方
行
政
委
員
会
委
員
長
の
発
言　

衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
の
中な
か

島し
ま

守も
り

利と
し

委
員
長
は
、
特
別
区
か
ら
の
要
請
活
動
を
受
け
た

と
き
に
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
ま
す
。

「
財
政
権
・
人
事
権
の
な
い
自
治
は
あ
り
得
な
い
。」「
警
察
法
の
改
正
は
、
日
本
全
体
、
自
治
体
警
察
を
も
っ
て
行
く
考
え
で
い
る
。

一
家
の
主
人
が
一
家
を
取
締
る
権
限
が
な
く
て
は
治
ま
ら
な
い
。
民
主
主
義
政
治
は
、
大
き
く
て
は
ダ
メ
。
区
で
や
れ
ば
政
治
意
識
も

発
達
す
る
。」（
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
10
月
３
日
区
長
会
に
よ
る
要
請
時
）

「
自
治
の
本
義
か
ら
い
っ
て
、
区
が
や
る
べ
き
仕
事
で
も
、
都
で
や
っ
た
方
が
経
済
的
で
、
か
つ
、
住
民
の
便
に
な
る
も
の
は
、
区

の
希
望
に
よ
っ
て
都
が
行
な
う
と
い
う
ふ
う
に
や
る
べ
き
だ
。」「
都
は
府
県
で
、
区
は
自
治
体
の
単
位
で
あ
る
。
し
か
し
、
つ
な
が
っ

て
い
る
の
で
共
通
な
仕
事
は
組
合
で
や
る
方
法
も
あ
る
」（
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
10
月
21
日
四
者
代
表
に
よ
る
説
明
会
）

◆
チ
ラ
シ
「
区
民
の
皆
さ
ん
」

活
発
に
各
方
面
へ
の
要
請
活
動
を
行
っ
た
10
月
に
対
し
て
、
11
月
の
状
況
を
み
る
と
、
21
日
の
区
長
会
代
表
に
よ
る
地

方
自
治
庁
向
け
の
説
明
会
と
、
26
日
の
区
長
会
に
よ
る
民
自
党
幹
事
長
へ
の
要
請
し
か
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
月
に
は
、

要
請
活
動
と
は
別
に
、
四
者
合
同
で
大
規
模
な
区
民
大
会
を
実
施
し
て
い
た
の
で
す
。

10
月
31
日
の
四
者
役
員
合
同
会
で
区
民
大
会
開
催
案
を
作
成
し
、
11
月
７
日
の
四
者
全
員
合
同
会
で
決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
区
民
大
会
は
、
共
通
の
要
綱
、
宣
言
、
決
議
、
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
な
ど
を
も
と
に
、
区
ご
と
に
開
催
す
る
形
式
で
、

名
称
は
「
東
京
都
○
○
区
自
主
的
財
政
権
確
立
期
成
区
民
大
会
」
と
し
、
11
月
16
日
を
中
心
に
20
日
ま
で
に
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
11
月
30
日
に
は
、
23
区
連
合
で
「
二
十
三
特
別
区
財
政
自
主
権
確
立
期
成
大
会＊

７

」
と
銘
打
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ち
、
国
か
ら
地
域
ま
で
広
く
関
係
者
を
集
め
、
千
代
田
区
の
永
田
町
小
学
校
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

共
通
で
作
成
さ
れ
た
チ
ラ
シ
「
区
民
の
皆
さ
ん
」
は
、
当
時
の
特
別
区
の
よ
う
す
を
実
感
を
こ
め
て
伝
え
て
い
ま
す
の

で
、
そ
の
全
文
を
掲
載
し
ま
す
。
こ
の
チ
ラ
シ
と
同
じ
内
容
が
、
区
民
大
会
に
前
後
し
て
13
日
か
ら
17
日
ま
で
、
Ｐ
Ｒ
放

送
で
流
さ
れ
て
も
い
ま
す
。

区
民
の
皆
さ
ん

皆
さ
ん
の
住
ん
で
い
ら
れ
る
区
は
、
人
口
10
万
乃な

い

至し

40
万
の
大
区
域
に
統
合
せ
ら
れ
、
一
昨
年
５
月
新
憲
法
実
施

の
と
き
か
ら
市
と
同
等
の
資
格
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
区
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
よ
う
な
仕

事
を
、
自
分
達
区
民
の
手
で
行
う
資
格
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
自
由
に
で
き
る
建
前
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
区
で
は
そ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
日
常
生
活
に
と
っ

て
最
も
大
切
で
ま
た
常
々
一
番
頭
を
な
や
ま
し
て
い
る
仕
事
、
た
と
え
ば
、
学
校
の
施
設
・
道
路
の
修
理
・
塵
芥
の

清
掃
・
焦
土
の
整
理
・
街
路
樹
の
手
入
等
は
皆
さ
ん
に
一
番
身
近
な
区
役
所
で
は
や
れ
な
く
て
都
の
責
任
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。
殊
に
小
中
学
校
に
つ
い
て
は
区
立
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
区
で
は
硝
子
一
枚
入
れ
る
の
に
も
都
か

ら
財
源
を
も
ら
わ
な
く
て
は
出
来
な
い
と
い
う
有
様
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
Ｐ
・
Ｔ
・
Ａ
な
ど
に
も
大
変
ご
迷
惑
を

か
け
て
お
り
ま
す
。
又
、
各
区
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
て
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
公
園
・
図
書
館
・
住
宅
・
浴

場
・
託
児
所
・
授
産
場
・
質
屋
等
の
文
化
厚
生
施
設
も
区
で
は
や
れ
な
く
て
一
律
一
体
に
都
が
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
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う
い
う
わ
け
な
の
で
、
皆
さ
ん
の
日
常
生
活
に
直
接
関
係
の
あ
る
大
切
な
仕
事
が
テ
キ
パ
キ
と
片
づ
か
な
か
っ
た
り
、

又
皆
さ
ん
の
気
持
ち
に
ピ
ッ
タ
リ
添
う
よ
う
に
出
来
ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ず
物
事
に
よ
っ
て
は
区
役
所
で
用
が
片
づ

か
ず
都
庁
ま
で
足
を
は
こ
ば
ね
ば
な
ら
ず
、
皆
さ
ん
の
労
力
と
経
済
的
損
失
は
莫
大
な
も
の
で
す
。

そ
れ
で
は
何
故
こ
ん
な
不
合
理
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
結
局
区
に
こ
れ
ら
を
経
営
す
る
財
源

が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
市
に
は
市
税
、
町
村
に
は
町
村
税
と
い
う
税
金
が
あ
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
市
民

や
町
村
民
の
生
活
が
ゆ
た
か
に
な
る
よ
う
な
色
々
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
区
は
市
と
同
じ
資
格
を
も
ち
ま
し
た
が
、

肝
腎
の
こ
の
税
金
に
つ
い
て
は
ま
だ
市
と
同
じ
に
扱
っ
て
も
ら
え
な
い
の
で
す
。
市
と
同
じ
に
扱
っ
て
も
ら
え
る
と
、

そ
の
税
金
は
こ
れ
ま
で
都
に
は
い
っ
て
い
た
も
の
が
区
税
と
し
て
区
に
は
い
り
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
区
内
の
色
々

の
仕
事
が
活
発
に
片
づ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

自
分
達
周
囲
の
こ
と
は
、
自
分
達
の
負
担
と
責
任
に
お
い
て
や
る
。
こ
れ
が
自
治
な
の
で
す
。

し
か
し
、
肝
腎
の
税
金
の
こ
と
を
決
め
て
い
る
法
律
は
、
昔
の
ま
ま
な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
区
は
自
分
で
活

動
す
る
の
に
充
分
な
資
金
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
区
長
の
名
で
皆
さ
ん
か
ら
頂
い
て
い
る
税
金
の
９
割
以
上

は
都
税
で
あ
っ
て
区
税
は
１
割
に
も
当
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
不
合
理
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
が
国
の
税
金
の
こ
と
を
き
め
て
い
る
法
律
は
、
先
般
来
朝
さ
れ
ま
し
た
シ
ャ
ウ
プ
博
士
の
勧
告
に
よ
っ
て
近
く

改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
際
に
は
こ
の
不
合
理
な
法
律
を
是
正
し
て
都
に
集
中
し
て
い
る
税
を
出
来

る
だ
け
区
税
に
引
き
直
す
よ
う
、
更
に
行
政
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
混
乱
か
ら
来
る
冗
費
を
省
き
、
皆
さ
ん
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の
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
よ
う
、
又
い
ま
ま
で
二
十
三
区
の
財
政
の
調
整
は
都
だ
け
で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

か
ら
は
二
十
三
区
の
意
見
も
容
れ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
目
下
二
十
三
区
が
一
緒
に
な
っ
て
政
府
と
国
会
と
都
に
対
し

て
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
こ
の
願
い
が
通
り
ま
す
よ
う
、
そ
し
て
皆
さ
ん
の
税
金
が
区
内
の
仕
事
に
有
効
且
適
切
に

活
用
せ
ら
れ
る
よ
う
、
又
区
内
の
政
治
が
実
際
に
区
民
の
皆
さ
ん
の
意
思
に
か
な
っ
て
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

昭
和
24
年
11
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
京
都
二
十
三
各
区
議
会

東
京
都
二
十
三
各
区
役
所

＊
７　

大
会
決
議　

区
ご
と
に
開
催
し
た
区
民
大
会
の
決
議
と
11
月
30
日
開
催
の
連
合
大
会
の
決
議
は
、
前
者
が
５
項
目
に
対
し
、
後

者
は
６
項
目
と
差
は
あ
り
ま
す
が
、
第
５
項
と
し
て
関
係
法
令
へ
の
明
記
を
求
め
る
１
項
が
加
わ
っ
た
た
め
で
、
ほ
か
の
５
項
目
は
同

じ
文
面
で
す
。
こ
こ
で
は
連
合
大
会
の
決
議
を
掲
載
し
ま
す
。

大
会
決
議

１　

特
別
区
に
対
し
て
、
市
町
村
同
様
の
課
税
権
を
附
与
す
べ
し
。

２ 　

特
別
区
相
互
間
に
お
け
る
財
政
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
第
４
項
の
方
法
に
よ
り
、
特
別
区
の
同
意
を
得
て
、
東
京
都
条
例
を
も

っ
て
、
政
府
の
一
般
平
衡
交
付
金
に
準
ず
る
制
度
を
設
け
、
特
別
区
税
の
一
部
を
東
京
都
税
と
し
て
賦
課
徴
収
し
得
る
こ
と
と
な

す
べ
し
。

３ 　

警
察
・
消
防
等
の
如
く
、
特
別
区
が
連
合
し
て
負
担
に
任
ず
べ
き
経
費
に
つ
い
て
も
、
東
京
都
は
前
項
同
様
、
特
別
区
税
の
一

部
を
東
京
都
税
と
し
て
賦
課
徴
収
し
得
る
こ
と
と
な
す
べ
し
。

４ 　

右
第
２
項
及
び
第
３
項
の
各
東
京
都
条
例
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
委
員
会
に
準
じ
、
都
区
関
係
者
を
も
っ
て
構
成
す

る
委
員
会
を
設
け
、
そ
の
議
決
を
経
べ
き
こ
と
と
な
す
べ
し
。
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５　

右
第
２
項
乃な
い

至し

第
４
項
は
、
関
係
法
令
に
明
定
す
べ
し
。

６ 　

東
京
都
が
行
う
事
務
は
、
そ
の
機
能
が
機
動
性
一
様
性
を
有
す
る
も
の
、
又
は
、
大
規
模
的
な
も
の
に
局
限
し
、
他
の
第
一
線

的
事
務
は
、
挙
げ
て
特
別
区
の
自
治
活
動
に
委
譲
す
べ
し
。

右
決
議
す
。昭

和
24
年
11
月
30
日

二
十
三
特
別
区
財
政
自
主
権
確
立
期
成
大
会

◆
要
請
活
動
の
拡
大

国
へ
の
要
請
に
加
え
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
対
す
る
活
動
に
も
乗
り
出
し
、
11
月
18
日
に
は
千
代
田
区
長
が
、
11
月
28
日
に
は

四
者
代
表
が
、
そ
れ
ぞ
れ
経
済
科
学
局
（
Ｅ
Ｓ
Ｓ
）
に
要
請
を
行
い
ま
し
た
。
は
や
く
も
12
月
１
日
に
経
済
科
学
局
の
ア

レ
ン
氏
か
ら
呼
び
出
し
が
あ
り
、
要
望
の
内
容
か
ら
す
る
と
所
管
が
違
う
の
で
、
民
政
局
（
Ｇ
Ｓ
）
の
ほ
う
へ
行
く
よ
う

に
と
の
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
特
別
区
の
立
場
は
よ
く
わ
か
る
、
都
や
自
治
庁
で
満
足
が
得
ら
れ
な
い
の
な

ら
ば
、
こ
う
し
た
事
実
を
民
政
局
は
知
り
た
が
っ
て
い
て
、
喜
ん
で
聴
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
受

け
ま
し
た
。

さ
っ
そ
く
４
日
後
の
12
月
５
日
に
は
、
四
者
代
表
と
千
代
田
区
長
と
で
民
政
局
を
訪
れ
、
要
請
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

民
政
局
か
ら
の
回
答
は
、
２
か
月
後
の
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
２
月
４
日
に
あ
り
ま
し
た
。
千
代
田
区
長
が
代
表
し
て
民

政
局
の
ホ
ー
カ
ー
氏
に
会
い
、
特
別
区
の
現
在
の
立
場
に
同
情
す
る
、
で
き
る
だ
け
援
助
す
る
な
ど
の
話
を
受
け
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
を
繰
り
広
げ
て
い
た
と
こ
ろ
、
対
象
か
ら
外
れ
た
都
の
ほ
う
か
ら
、「
特
別
区
は
水
臭
い
」
と
の
苦
言
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が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
都
に
対
し
て
も
協
力
を
求
め
る
こ
と
と
な
り
、
ま
ず
、
11
月
７
日
に
、
四
者
代
表
が

副
知
事
と
都
議
会
議
長
に
会
い
ま
し
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
へ
の
要
請
を
ひ
と
ま
ず
終
え
た
12
月
６
日
、
再
び
四
者
代
表
は
副
知
事

と
都
議
会
議
長
に
面
会
し
、
区
民
大
会
決
議
、
区
議
会
決
議
、
二
十
三
区
連
合
大
会
決
議
を
渡
し
ま
し
た
。

12
月
12
日
か
ら
翌
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
１
月
14
日
に
か
け
て
は
、
区
長
会
と
助
役
会
が
数
回
に
わ
た
り
地
方
課
長

と
打
合
せ
を
行
い
、
区
長
と
区
議
会
が
同
調
し
て
い
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
都
知
事
と
都
議
会
も
一
緒
に
な
り
、
都
区
が
歩

調
を
そ
ろ
え
て
検
討
し
、
国
に
対
処
し
て
い
こ
う
と
い
っ
た
よ
う
な
話
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
１
月
16
日
に
な
り
、
区
長
会
と
都
知
事
が
対
面
し
ま
す
。
都
知
事
か
ら
は
、
特
別
区
の
求
め
る
区
税
の
法
令

化
は
条
例
で
も
や
れ
る
と
提
言
が
あ
り
ま
し
た
が
、
特
別
区
側
が
改
め
て
法
令
化
を
要
求
し
ま
す
と
、
そ
れ
な
ら
ば
都
区

か
ら
世
話
人
を
出
し
話
し
合
え
ば
よ
い
と
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
翌
日
の
１
月
17
日
、
区
長
会
、
議
長
会
、
自
治
権
拡
充

委
員
長
会
の
代
表
が
知
事
に
会
い
、
特
別
区
と
し
て
は
要
請
書
ど
お
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
そ
っ
て
お
願
い
す
る
と
求
め

ま
す
と
、
都
知
事
か
ら
は
、
代
表
を
出
し
て
話
し
合
い
た
い
と
の
発
言
が
再
度
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
２
月
６
日

に
は
、
四
者
そ
ろ
っ
て
都
知
事
に
面
会
し
た
と
こ
ろ
、
協
議
会
を
作
っ
て
方
針
を
決
め
た
い
が
、
都
区
だ
け
で
や
る
の
で

は
な
く
、
第
三
者
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
の
見
解
を
都
知
事
が
示
し
ま
し
た
。

◆
都
知
事
発
言
の
波
紋

こ
の
１
月
か
ら
２
月
に
か
け
て
の
一
連
の
会
見
の
な
か
で
、
都
と
特
別
区
の
性
格
を
め
ぐ
る
都
知
事
の
発
言
が
波
紋
を
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呼
び
ま
し
た
。

特
別
区
の
ほ
う
で
は
、
チ
ラ
シ
「
区
民
の
皆
さ
ん
」
に
も
端
的
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
特
別
区
は
市
と
同
じ
で
、
基
礎
的
な
自
治
体

だ
と
い
う
の
が
基
本
的
な
認
識
で
す
。
１
月
16
日
に
都
知
事
と
会
見
し

た
際
、
同
席
し
た
地
方
課
長
も
「
各
区
は
市
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
日
の
会
談
の
席
上
、
大
田
区

長
か
ら
「
都
の
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
か
」
と
問
わ
れ
、

都
知
事
は
、「
府
県
と
市
の
中
間
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
答
え
ま
し
た
。

す
か
さ
ず
千
代
田
区
長
は
、「
特
別
区
を
市
と
み
て
ほ
し
い
」
と
返
し

ま
し
た
。
見
解
の
食
い
違
い
は
そ
の
ま
ま
に
、
こ
の
日
は
終
え
て
い
ま

す
。半

月
ほ
ど
た
っ
た
２
月
２
日
、
特
別
区
側
の
代
表
が
再
び
都
知
事
と

面
会
し
、
そ
の
と
き
に
表
明
さ
れ
た
都
知
事
の
見
解
が
、
紛
糾
を
引
き

起
こ
し
ま
し
た
。「
都
は
府
県
で
あ
り
ま
た
市
町
村
で
あ
る
」
と
都
知

事
か
ら
聞
い
た
の
で
す
。
す
る
と
特
別
区
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

特
別
区
は
基
礎
的
な
自
治
体
で
は
な
い
と
言
う
に
等
し
く
、
そ
れ
で
は

　　都区の見解のずれ

昭和25（1950）年2月6日の都知事の釈明会見に対し、この年の11月に刊
行された都政通信社『都区調整』では「原則論一致と区側氷解」と題して、
区側は次のような受け取り方で都との基本的見解は一致したとしています。
果たして本当に原則論は一致したのでしょうか。
「今迄知事の考えは都は府県でもなく、市でもないが、その両方の性格を

備えた特殊なものだ、都は23区の区域においては市の性格をも併せもつも
のだとの見解をとっていたが、この会見では都においては、区が市の規定を
適用される基礎的な公共団体であることの性格をハッキリ認めた。今迄特例
的強調のためにこの原則がボケて喪失されている観はあったが、これは誤解
であり、行き過ぎであったから訂正すると区側の見解に完全に一致し、共同
歩調を確認した。」
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特
別
区
側
の
見
解
と
根
本
か
ら
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
知
事
と
し
て
信
用
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
事
態
を
打
開
す
る
た
め
、
２
月
６
日
の
四
者
そ
ろ
っ
て
の
会
見
の
場
で
、
都
知
事
の
ほ
う
か
ら
、「
私

の
表
現
が
ま
ず
か
っ
た
た
め
に
誤
解
を
招
い
た
」
と
切
り
出
し
、
釈
明
が
あ
り
ま
し
た
。「
都
は
複
合
的
地
方
公
共
団
体

で
あ
る
こ
と
は
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
。
次
に
都
と
23
区
の
区
域
の
点
が
問
題
に
な
る
が
、
特
別
区
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
法
令
に
よ
り
都
に
や
ら
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
生
活
保
護
法
、
児
童
福
祉
法
の
よ
う
に
。
そ

れ
は
都
区
の
一
体
性
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
点
特
別
区
は
市
で
は
な
い
。
特
別
区
と
い
う
基
本
団
体
だ
と
考

え
て
い
る
。
特
例
の
み
を
強
調
し
た
の
で
問
題
を
起
こ
し
た
。
誤
解
な
き
よ
う
に
願
い
た
い
」、
さ
ら
に
、「
皆
さ
ん
は
市

と
説
明
さ
れ
た
が
、
一
体
性
の
部
分
も
あ
る
と
い
う
例
外
を
強
調
し
す
ぎ
た
」
と
付
け
加
え
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、
特
別
区
側
か
ら
再
確
認
の
要
請
を
受
け
て
、
①
特
別
区
は
原
則
と
し
て
基
礎
的
市
の
性
格
が
あ
る
、
②
特

殊
事
情
に
よ
り
例
外
は
あ
る
、
の
２
点
を
都
知
事
が
認
め
、
こ
の
件
は
一
応
決
着
し
た
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

◆
新
地
方
税
法
の
ゆ
く
え

財
政
権
確
立
運
動
の
目
標
の
一
つ
は
、
地
方
税
法
の
改
正
を
求
め
る
も
の
で
す
。
折
し
も
、
シ
ャ
ウ
プ
の
報
告
を
受
け
、

戦
前
を
引
き
継
い
だ
ま
ま
の
地
方
税
法
は
い
ま
ま
さ
に
面
目
を
一
新
し
よ
う
と
し
て
い
て
、
新
し
い
地
方
税
法
に
向
け
た

法
律
案
の
作
成
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
要
請
活
動
な
ど
の
運
動
が
功
を
奏
し
て
、
地
方
自
治
庁
と
地
方
自
治
委
員
会

議＊
８

は
、
特
別
区
に
対
し
て
何
ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
ま
す
。
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昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
12
月
５
日
の
地
方
税
法
第
５
次
案
に
は
、
特
別
区
の
要
請
の
趣
旨
に
そ
っ
た
内
容
が
盛
り
込

ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
１
か
月
ほ
ど
た
っ
た
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
１
月
７
日
の
第
８
次
案
に
な
る
と
、
は
や
く
も

後
退
が
み
ら
れ
る
の
で
し
た
。

さ
っ
そ
く
、
１
月
16
日
の
区
長
会
で
対
応
が
協
議
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
相
当
運
動
を
や
っ
た
の
に
第
８
次
案
は
後
退
し

て
い
て
、
こ
れ
で
は
運
動
は
画が

餅べ
い

に
帰
し
、
旧
来
の
線
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
な
ど
意
見
が
続
出
し
、
区
議
会
と
連
携
し

つ
つ
、
四
者
実
行
委
員
が
緊
密
に
連
絡
を
と
っ
て
地
方
自
治
庁
に
行
こ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
明
日
に
も
と

い
う
発
言
の
と
お
り
、
翌
日
の
１
月
17
日
に
四
者
代
表
が
地
方
自
治
庁
を
訪
れ
、
鈴す

ず

木き

俊し
ゅ
ん

一い
ち

財
政
部
長
に
面
会
し
ま
す
。

そ
の
際
に
は
、
第
８
次
案
は
事
務
屋
の
も
の
で
ま
だ
決
ま
っ
て
は
い
な
い
が
、
都
区
以
外
の
部
分
は
大
体
あ
の
線
で
来
週

中
に
ま
と
ま
る
見
込
み
で
、
特
別
区
に
つ
い
て
は
①
現
行
の
行
き
方
、
②
要
請
の
行
き
方
、
③
都
と
区
の
税
を
法
定
（
税

目
を
分
け
合
う
）
の
三
つ
の
案
が
考
え
ら
れ
る
、
な
ど
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
１
月
20
日
に
四
者
全
員
合
同
会
を
開
催
し
、
今
後
の
対
応
を
協
議
し
ま
し
た
。
現
在
は
土
壇
場
に
き
て
い
る
こ

と
、
第
５
次
案
か
ら
第
８
次
案
と
後
退
し
た
の
に
は
都
側
の
意
見
が
加
わ
っ
て
い
る
と
思
え
る
こ
と
、
都
区
の
話
し
合
い

が
ま
と
ま
れ
ば
自
治
庁
と
話
し
法
令
改
正
は
容
易
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ど
が
報
告
さ
れ
、
原
則
論
で
行
く
か
、
都
区
で
意

見
を
交
換
し
て
話
し
を
つ
け
る
か
、
ど
の
よ
う
な
運
動
を
展
開
す
る
か
、
と
意
見
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

す
る
と
、
要
請
書
ど
お
り
行
く
べ
き
だ
と
の
意
見
が
続
出
し
て
、
原
則
論
を
貫
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
都

や
政
府
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
、
都
心
に
お
い
て
、
街
頭
演
説
、
デ
モ
行
進
、
情
勢
に
よ
っ
て
は
座
り
込
み
を
や
り
、
強
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く
世
論
を
喚
起
し
て
は
ど
う
か
と
意
見
が
出
さ
れ
る
と
、
死
闘
の
ほ

か
道
は
な
く
、
都
、
地
方
自
治
庁
、
国
会
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
数
寄

屋
橋
周
辺
で
連
日
演
説
を
や
ろ
う
と
の
案
に
そ
っ
て
、
そ
の
場
で
街

頭
演
説
実
施
要
綱
を
決
定
し
ま
し
た
。
す
ぐ
に
も
準
備
に
か
か
り
、

プ
ラ
カ
ー
ド
、
立
看
板
、
チ
ラ
シ
、
腕
章
な
ど
を
と
と
の
え
、
１
月

26
日
と
27
日
の
両
日
、
数
寄
屋
橋
公
園
で
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

街
頭
演
説
を
実
施
し
ま
し
た
。
参
加
者
と
弁
士
は
、
区
長
、
議
長
、

自
治
権
拡
充
委
員
長
、
財
政
委
員
長
、
区
議
会
議
員
及
び
同
待
遇
者

で
す
。

こ
う
し
て
い
る
間
に
、
都
の
ほ
う
か
ら
話
し
合
い
の
場
を
も
ち
た

い
と
い
う
声
が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
１
月
30
日
、
丸
の
内

の
常
盤
家
に
、
都
側
か
ら
は
都
知
事
と
両
副
知
事
、
都
議
会
副
議
長
、

総
務
委
員
長
、
財
務
委
員
長
ら
が
、
区
側
か
ら
は
区
長
会
実
行
委
員

と
議
長
会
、
区
議
会
の
二
委
員
会
の
会
長
が
集
ま
り
ま
し
た
。
前
年

に
は
都
に
対
し
て
特
別
区
の
要
請
書
を
渡
し
て
あ
り
、
都
知
事
の
ほ

う
は
総
務
局
と
財
務
局
が
中
心
に
な
っ
て
研
究
し
、
都
議
会
の
ほ
う

　　都議会の認識

昭和25（1950）年1月30日から2月6日にかけての都議会との会談のなか
で、都議会側から次のような発言が出ています。
（地方税法改正における特別区の要望に対して）「希望は分かるが、各区アン

バランスである。都の有機的一体性のメドを何処に置くか。物指しでははか
れない。事務事業をおろすことも困難。」（1月30日）
（政府当局に対する都区共同による地方税法改正案に関する陳情の実施を拒絶

し、）「都条例を改正すればよい。」「特別区の性格については、まだ、ハッキ
リ仕上げができていない。」（2月3日）
（知事が特別区は基礎的団体だと認めたという特別区の主張に対して）「特別区

は特別で市町村といえぬ。一体性をなしている。統合されているように書い
てある。都吏員の配属の如きはそれである。」（2月6日）
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は
総
務
委
員
会
と
財
務
委
員
会
に
一
任
さ
れ
考
究
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
区
側
は
、
相
当
ま
と
ま
っ
た
案
な
り

意
向
が
都
側
か
ら
提
示
さ
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
の
出
席
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
都
知
事
は
、
都
議
会
も
意
見
を
聴
き
た

い
と
い
う
の
で
こ
の
会
合
と
な
っ
た
、
と
言
っ
た
き
り
発
言
が
な
く
、
都
議
会
副
議
長
も
、
一
応
承
っ
て
問
題
解
決
に
協

力
し
た
い
、
腹
蔵
の
な
い
意
見
を
聴
き
た
い
、
と
言
う
だ
け
だ
っ
た
た
め
、
区
側
の
失
望
は
大
き
い
も
の
で
し
た
。
と
は

い
え
、
法
案
の
調
整
は
進
み
、
国
会
上
程
の
段
取
り
も
伝
わ
っ
て
く
る
な
か
、
時
期
を
失
せ
ず
に
特
別
区
の
要
請
を
反
映

さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
都
に
不
満
を
述
べ
た
り
、
あ
れ
こ
れ
議
論
を
し
た
り
し
て
い
る
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
都
議
会

副
議
長
か
ら
「
協
力
し
た
い
」
と
あ
っ
た
の
を
受
け
て
、「
特
別
区
の
要
望
に
賛
成
願
え
る
な
ら
、
改
正
案
の
都
区
に
関

す
る
部
分
を
、
都
区
の
話
し
合
い
が
つ
く
ま
で
保
留
す
る
よ
う
、
２
月
１
日
、
地
方
自
治
庁
に
都
区
共
同
で
申
し
入
れ
願

い
た
い
」
と
改
め
て
提
言
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
も
、
返
事
は
２
月
２
日
ま
で
待
っ
て
ほ
し
い
、
だ
け
で
終
わ
り
ま

す
。２

月
２
日
、
四
者
実
行
委
員
は
、
都
議
会
及
び
総
務
・
財
務
合
同
委
員
会
に
行
き
、
１
月
30
日
に
保
留
と
な
っ
た
国
へ

の
都
区
共
同
申
し
入
れ
の
件
の
回
答
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
翌
３
日
に
回
答
す
る
と
の
約
束
を
得
ま
し
た
。
明
け
て
３
日
、

四
者
全
員
が
都
庁
に
参
集
し
ま
す
と
、
都
議
会
副
議
長
と
総
務
委
員
長
が
や
っ
て
き
て
、
回
答
書＊

９

を
渡
し
、
特
別
区
の
要

望
に
そ
え
な
い
旨
を
述
べ
ま
し
た
。

２
月
６
日
、
四
者
全
員
で
都
知
事
に
会
っ
た
後
、
今
回
は
都
議
会
議
長
に
会
見
し
ま
し
た
。
特
別
区
側
か
ら
、
明
後
日

の
２
月
８
日
に
、「
都
区
話
し
合
い
中
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
都
区
の
部
分
だ
け
保
留
す
る
よ
う
、
地
方
自
治
委
員
会
議
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へ
共
同
申
し
入
れ
願
い
た
い
」
と
要
請
し
た
と
こ
ろ
、「
要
点
が
そ
れ
な
ら
よ
い
」
と
了
承
が
あ
り
ま
し
た
。
再
び
四
者

全
員
が
参
集
し
て
、
２
月
８
日
に
、
地
方
自
治
委
員
会
議
に
申
し
入
れ
を
実
施
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
全
部
改
正
に
よ
る
新
し
い
地
方
税
法
が
、
７
月
12
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
、
翌
日
か
ら
審
議
が
始
ま
り
７
月

31
日
に
は
成
立
し
て
公
布
さ
れ
ま
す
が
、
第
５
次
案
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
特
別
区
の
意
を
含
む
条
項
は
姿
を
消
し
、
特
別

区
の
税
は
、
そ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
都
の
条
例
の
定
め
る
ま
ま
に
な
り
ま
し
た
。

＊
８　

地
方
自
治
庁
と
地
方
自
治
委
員
会
議　

終
戦
を
迎
え
、
内
務
省
の
解
体
が
あ
り
ま
し
た
が
、
内
事
局
や
地
方
財
政
委
員
会
な
ど

を
経
て
、
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
６
月
１
日
総
理
府
の
外
局
に
地
方
自
治
庁
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
特
別
区
の
財
政
自
主
権
確
立
運
動

は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
地
方
自
治
庁
設
置
法
（
昭
和
24
年
５
月
31
日
法
律
第
１
３
１
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、

地
方
自
治
庁
に
地
方
自
治
委
員
会
議
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
委
員
は
12
名
で
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
代
表
者
、
都
道
府
県
・
市
・
町
村

の
長
と
議
長
の
代
表
者
、
学
識
経
験
者
か
ら
構
成
さ
れ
、
委
員
の
任
命
は
衆
参
両
議
院
の
同
意
が
必
要
で
す
。
制
度
に
つ
い
て
の
法
令

案
は
、
こ
の
地
方
自
治
委
員
会
議
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
第
11
条
）。

＊
９　

都
議
会
の
回
答　

昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
２
月
３
日
の
都
議
会
か
ら
の
回
答
は
、「
地
方
税
法
改
正
案
に
関
す
る
都
区
共
同
陳

情
実
施
方
要
望
に
対
す
る
回
答
」
と
長
い
題
の
あ
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
文
面
で
す
。

「
先
頃
（
１
月
30
日
）
特
別
区
代
表
者
側
か
ら
要
望
の
あ
っ
た
来
る
２
月
４
日
に
予
定
さ
れ
る
政
府
当
局
に
対
す
る
都
区
共
同
に
よ
る

地
方
税
法
改
正
案
に
関
す
る
陳
情
実
施
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
関
係
者
に
お
い
て
協
議
の
結
果
、
今
直
ち
に
同
調
す
る
こ
と
は
諸
種
の

事
情
か
ら
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
将
来
予
想
さ
れ
る
新
事
態
に
応
ず
る
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
、
本
都
と
し
て
は
充
分
誠
意
を
も
っ
て

都
区
関
係
者
に
よ
る
慎
重
な
協
議
を
経
た
上
適
正
な
調
整
が
期
せ
ら
れ
る
よ
う
努
力
す
る
意
向
で
あ
る
。」

あ
わ
せ
て
、
副
議
長
か
ら
は
「
法
令
改
正
は
、
国
会
が
や
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
力
が
な
い
。
都
条
例
を
改
正
す
れ
ば
よ
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い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
誠
意
を
尽
く
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

二
‐
三
　
都
区
間
の
紛
争

特
別
区
と
都
の
対
立
色
が
深
ま
る
な
か
、
両
者
に
第
三
者
の
中
立
委
員
を
交
え
た
協
議
の
場
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
協
議
を
重
ね
て
も
双
方
の
溝
は
埋
ま
ら
ず
、
中
立
委
員
の
調
整
と
意
見
表
明
に
よ
っ
て
一
応
は
ま
と
ま
り
ま
す
が
、

紛
争
の
終
結
に
は
な
お
遠
く
、
新
た
な
問
題
も
発
生
し
て
き
ま
す
。

◆
都
区
間
協
議
の
開
幕

特
別
区
と
都
の
関
係
が
し
っ
く
り
と
い
か
ず
、
不
満
や
不
信
が
高
じ
た
り
、
対
立
に
発
展
し
た
り
す
る
な
か
、
両
者
が

協
議
の
席
に
つ
く
公
式
の
場
を
求
め
る
声
が
出
て
き
て
い
ま
し
た
。
す
で
に
、
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
の
秋
か
ら
暮
れ

に
か
け
て
の
要
請
活
動
の
際
に
も
、
国
の
関
係
者
か
ら
そ
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
25
（
１
９
５

０
）
年
１
月
か
ら
２
月
の
都
へ
の
要
請
の
折
に
、
都
知
事
の
ほ
う
か
ら
言
及
の
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
で
す
。

昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
２
月
３
日
、
特
別
区
の
四
者
代
表
が
、
民
自
党
政
務
調
査
会
長
と
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
長

に
会
見
す
る
と
、
両
人
か
ら
、
都
区
協
議
会
を
持
つ
こ
と
が
第
一
で
あ
り
、
そ
れ
を
作
る
よ
う
都
に
勧
告
で
き
る
、
と
の

話
が
あ
り
ま
し
た
。
２
月
８
日
に
四
者
全
員
で
地
方
自
治
委
員
会
議
に
行
き
、
地
方
税
法
改
正
の
申
し
入
れ
を
し
た
際
、
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再
び
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
長
と
会
見
し
て
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
都
区
協
議
会
を
作
る
よ
う
都
に
勧
告
し
て
ほ
し
い
と

依
頼
し
、
即
答
で
了
解
を
得
ま
す
。
こ
の
日
、
地
方
自
治
委
員
会
議
は
、
第
三
者
を
入
れ
た
調
整
協
議
会
を
設
置
す
る
よ

う
都
に
勧
告
し
ま
し
た
。

特
別
区
側
が
都
と
の
協
議
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
は
、
一
つ
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
運
動

の
主
体
は
、
特
別
区
と
い
う
23
の
自
治
体
の
集
ま
り
で
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
別
区
の
区
長
、
区
議
会
議
長
、
自
治
権
拡

特別区側の委員・副委員の構成

区 長

新宿区
大田区
荒川区
目黒区
練馬区
墨田区
江東区

区議会議長

豊島区

港区
台東区

世田谷区
江戸川区

委
員

自治権拡充
委員長

文京区

中央区
品川区
板橋区
杉並区
足立区

財政委員長

千代田区

北区
渋谷区
中野区
葛飾区

副
委
員

充
委
員
長
、
財
政
委
員
長
が
所
属
す
る
四
つ
の
横
断
的
な
会
の
連
帯
に
よ
り
成

り
立
っ
て
い
る
た
め
、
メ
ン
バ
ー
は
全
部
で
92
人
に
も
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
れ
か
ら
都
と
の
協
議
に
あ
た
る
代
表
を
、
ま
ず
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

特
別
区
の
ほ
う
で
は
、
代
表
を
10
人
に
す
る
よ
う
地
方
自
治
委
員
会
議
と
都
に

対
し
依
頼
し
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
特
別
区
側
と
都
側
そ
れ
ぞ
れ
５
人
と
す
る

こ
と
に
な
り
、
２
月
10
日
か
ら
検
討
を
繰
り
返
し
た
末
、
３
月
４
日
の
四
者
全

員
合
同
会
で
選
出
方
法
を
決
定
し
ま
し
た
。
各
区
か
ら
１
人
の
副
委
員
を
選
出

し
、
23
人
の
副
委
員
会
に
お
い
て
、
区
長
２
人
、
議
長
・
自
治
権
拡
充
委
員
長

・
財
政
委
員
長
各
１
人
、
計
５
人
の
委
員
を
選
ぶ
と
い
う
も
の
で
す
。

途
中
、
都
の
事
務
当
局
の
勇
み
足
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
準
備
は
進
め
ら

れ
、
協
議
の
場
の
名
称
を
「
都
区
調
整
協
議
会＊

１

」
と
定
め
て
、
い
よ
い
よ
３
月
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22
日
に
第
１
回
開
催
の
運
び
と
な
り
ま
す
。
都
区
調
整
協
議
会
は
、
中
立
委
員
、
特
別
区
委
員
、
都
委
員
か
ら
な
り
、
そ

れ
ぞ
れ
５
人
、
合
わ
せ
て
15
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

協
議
会
の
委
員
長
に
は
中
島
氏
、
副
委
員
長
に
は
岡
本
氏
が
就
任
し
、
い
ず
れ
も
中
立
委
員
か
ら
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ

の
ほ
か
特
別
区
と
都
そ
れ
ぞ
れ
３
人
、
計
６
人
の
職
員
が
幹
事＊

２

と
な
り
、
事
務
の
処
理
や
会
の
立
案
な
ど
運
営
に
あ
た
り

ま
す
。

当
日
を
迎
え
た
３
月
22
日
、
丸
の
内
常
盤
家
に
委
員
が
集
い
、
午
後
４
時
か
ら
開
会
に
な
り
ま
し
た
。
中
島
委
員
（
中

立
）
と
石
原
委
員
（
都
）
は
病
気
の
た
め
欠
席
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
副
委
員
長
の
岡
本
委
員
が
座
長
を
つ
と
め
、
13
人

都区調整協議会委員一覧（発足時）
衆議院地方行政委員長
参議院地方行政委員長
衆議院議員
地方自治委員会議委員
同
新宿区長
大田区長
豊島区議会議長
文京区自治権拡充委員長
千代田区財政委員長
都知事
都議会議長
同　総務委員長
同　財務委員長
同　民主クラブ幹事長

中
立
委
員

中島守利
岡本愛祐
松岡駒吉
春　彦一
田中二郎
岡田昇三
代田朝義
田村福太郎
金田昇二
香村嘉一郎
安井誠一郎
石原永明
岡田助雄
石川右三郎
大沢梅次郎

特
別
区
委
員

都
委
員

の
委
員
で
協
議
の
幕
が
開
き
ま
し
た
。
都
知
事
の
挨
拶

が
あ
っ
た
あ
と
、
会
の
運
営
が
話
題
に
な
る
と
、
都
知

事
か
ら
、
堅
苦
し
い
こ
と
は
や
め
双
方
申
し
合
わ
せ
で

い
こ
う
と
提
案
が
あ
り
、
一
同
こ
れ
に
賛
成
し
ま
す
。

続
い
て
、
次
回
の
日
時
と
場
所
を
決
め
ま
す
。
こ
の
あ

と
、
特
別
区
側
で
設
け
た
副
委
員
の
代
理
出
席
を
認
め

て
ほ
し
い
と
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
が
、
認
め
る
ま
で

に
は
い
た
ら
ず
、
そ
の
つ
ど
会
に
は
か
っ
て
決
め
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
１
時
間
ほ
ど
で
、
初
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回
は
平
穏
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

＊
１　

協
議
会
の
規
約　
「
東
京
都
区
調
整
協
議
会
規
約
」
と
い
う
名
称
で
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第 
１
条　

東
京
都
（
以
下
都
と
い
う
。）
と
特
別
区
（
以
下
区
と
い
う
。）
と
の
間
に
お
け
る
行
財
政
調
整
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、

東
京
都
区
調
整
協
議
会
（
以
下
協
議
会
と
い
う
。）
を
置
く
。

第
２
条　

協
議
会
は
、
左
に
掲
げ
る
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

①　

都
議
会
が
そ
の
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
し
た
者
４
人
及
び
知
事

②　

区
議
会
議
員
及
び
区
長
の
う
ち
か
ら
区
の
連
合
組
織
が
選
任
し
た
者
５
人

③　

地
方
自
治
委
員
会
議
が
選
任
し
た
学
識
経
験
者
５
人

第
３
条　

協
議
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
く
。

　

委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

　

委
員
長
は
会
務
を
総
理
す
る
。

　

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
副
委
員
長
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
４
条　

協
議
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

第
５
条　

協
議
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
幹
事
を
置
き
、
都
区
関
係
職
員
の
う
ち
か
ら
委
員
長
が
命
ず
る
。

＊
２　

幹
事
の
構
成　

規
約
第
５
条
に
よ
る
幹
事
は
次
の
と
お
り
で
す
。

都　
　
　

萩
原
総
務
局
長
・
金
原
財
務
局
長
・
本
島
地
方
課
長

特
別
区　

浅
井
事
務
局
長
、
橋
口
総
務
部
長
・
箕
輪
調
査
部
長

◆
中
立
委
員
の
意
見
表
明
へ

第
１
回
の
あ
と
10
日
ほ
ど
経
た
３
月
31
日
に
、
は
や
く
も
第
２
回
目
の
都
区
調
整
協
議
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
特
別
区
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委
員
の
ほ
う
か
ら
、
前
年
に
国
や
関
係
各
方
面
に
提
出
し
た
要
請
書
と
資
料
を
も
と
に
、
特
別
区
の
主
張
の
要
点
を
説
明

す
る
と
、
都
委
員
は
、
都
議
会
で
ま
と
め
た
調
査
報
告
書＊

３

を
提
出
し
て
反
論
し
ま
す
。
特
別
区
側
は
、
地
方
自
治
法
の
精

神
に
そ
っ
て
特
別
区
の
税
を
法
律
で
定
め
る
よ
う
再
三
求
め
ま
す
が
、
都
側
は
、
あ
く
ま
で
も
都
条
例
で
特
別
区
の
税
を

決
め
れ
ば
よ
い
と
繰
り
返
す
ば
か
り
で
進
展
は
な
く
、
さ
ら
に
、
議
論
の
基
礎
に
な
る
特
別
区
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
意
見

は
対
立
し
た
ま
ま
、
つ
い
に
一
時
休
憩
に
は
い
り
ま
す
。
こ
の
間
に
中
立
委
員
が
双
方
と
打
ち
合
わ
せ
て
調
整
を
行
い
、

再
開
し
た
と
こ
ろ
で
、
副
委
員
長
か
ら
今
後
の
会
議
の
進
め
方
に
つ
い
て
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

①
ま
ず
区
民
の
た
め
に
区
が
や
る
ほ
う
が
可
で
あ
る
事
務
事
業
の
範
囲
を
協
議
す
る
。

②
次
に
区
が
そ
の
事
務
事
業
を
や
る
た
め
の
区
の
課
税
範
囲
を
協
議
す
る
。

③ 

そ
の
区
の
課
税
の
根
拠
を
法
律
に
求
め
る
か
、
条
例
に
求
め
る
か
は
、
中
立
委
員
が
中
心
と
な
り
、
都
区
委
員
に

協
議
し
つ
つ
立
案
す
る
。

特
別
区
と
都
の
委
員
は
こ
れ
を
了
承
し
、
白
熱
し
た
第
２
回
は
終
了
し
ま
し
た
。

合
意
さ
れ
た
会
議
の
運
営
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
４
月
７
日
か
ら
５
月
９
日
に
か
け
て
の
ひ
と
月
余
り
の
う
ち
に
、
第

３
回
か
ら
第
７
回
ま
で
５
回
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
特
別
区
が
や
る
ほ
う
が
よ
い
と
認
め
ら
れ
る
仕
事
に
つ
い
て
、

ま
ず
特
別
区
側
か
ら
資
料
を
提
出
し
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
が
都
側
か
ら
提
出
さ
れ
る
と
、
再
び
特
別
区
側
か
ら
意
見
を

出
し
、
再
度
都
側
か
ら
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
双
方
譲
ら
ず
主
張
は
対
立
し
た
ま
ま
で
し
た
。
そ
こ
で
第
７
回
の
会
議
の
最

後
に
、
委
員
長
か
ら
「
開
会
前
、
中
立
委
員
に
お
い
て
相
談
し
た
。
事
務
配
分
に
つ
い
て
は
、
都
区
間
に
意
見
の
相
違
が
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あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
都
区
争
っ
て
も
感
情
が
激
化
す
る
だ
け

で
あ
る
。
中
立
委
員
に
お
い
て
、
ま
ず
区
側
の
意
見
を
き
き
、

次
に
都
側
の
意
見
を
き
い
て
、
決
定
し
た
い
」
と
発
言
が
あ
り

ま
し
た
。

中
立
委
員
は
、
さ
っ
そ
く
５
月
16
日
に
特
別
区
委
員
と
会
い
、

意
見
を
聴
い
た
上
で
一
応
の
結
論
を
提
示
し
、
特
別
区
委
員
の

了
承
を
得
ま
す
。
都
委
員
か
ら
は
６
月
10
日
に
意
見
を
聴
き
、

先
に
示
し
た
一
応
の
結
論
を
渡
し
て
回
答
を
求
め
る
と
、
７
月

７
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
返
答
が
あ
っ
た
も
の
の
、
一
部
に
反

対
の
表
明
が
あ
り
、
７
月
18
日
に
委
員
長
が
都
知
事
と
会
見
し

て
、
中
立
委
員
の
見
解
へ
の
協
力
を
要
請
し
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
８
月
２
日
に
第
８
回
を
迎
え
、
午
前
10
時
か
ら

中
立
委
員
の
意
見
表
明
（
裁
定
）
が
行
わ
れ
ま
す
。
特
別
区
と

都
の
ど
ち
ら
の
事
務
に
す
る
か
双
方
の
意
見
が
異
な
る
も
の
に

つ
い
て
は
、

①
特
別
区
で
行
う
こ
と
が
適
当

　　委員の発言から

都区調整協議会において、特別区委員は原則として特別区は基礎的な自治
体であることを主張し、特別区の性格について議論されますが、各委員から
は次のような発言が出されています。

特別区委員「特別区の要請は、23区何でも個々にする考えではない。首
都としての一体的行政は認めている。35区を整理統合したゆえんは、将来
完全自治に持っていく考えだった。都は各所でこのことを公約した。特別区
は基礎的であるということを承認願いたい。」（第２回）、「（特別区の）性格に
ついて違った観念があっては進まぬ心配がある。都区の在り方、今のままで
よいか。」（第３回）

都委員「地方自治法は飛躍しすぎた。そこで他の法律で押さえているので
ある。」（第２回）

中立委員「都と区といっても一つの家の中と同様である。」「都と区は切っ
ても切れない間柄である。」（第３回）
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事務配分の結果（特別区の要望した124事務）

実施主体

特別区
特別区と都
都
保留

計

33
52
25
14

都区の意見の
一致したもの

＊５

25
45
22
－

中立委員
裁定のもの

8
7
3
－

　
　

 

生
活
保
護
法
の
実
施
、
道
路
事
業
（
渉
外
関
係
を
除
く
）、
橋

き
ょ
う

梁り
ょ
う

事
業
（
同
上
）、
街
路
樹
・
植
込
地
（
苗
木
の
育
成

を
除
く
）、
授
産
事
業
、
公
益
質
屋
、
産
院
、
乳
児
院

②
都
と
特
別
区
と
で
行
う
こ
と
が
適
当

　
　

 

児
童
育
成
事
業
（
母
子
寮
は
都
、
保
育
園
は
特
別
区
）、
各
種
行
事
（
児
童
の
慰
安
娯
楽
）、
児
童
福
祉
週
間
、
生
活
改

善
事
業
、
風
致
地
区
・
景
勝
地
の
管
理
（
２
区
以
上
に
わ
た
る
も
の
は
都
、
そ
の
他
は
特
別
区
）、
住
宅
の
建
設
、

分
譲
住
宅
の
建
設

③
都
で
行
う
こ
と
が
適
当

　
　

復
興
宝
く
じ
の
発
売
、
区
画
整
理
事
業
、
新
制
高
等
学
校
の
経
営

④
更
に
研
究
の
た
め
保
留

　
　

保
健
所
の
経
営
、
保
健
所
の
経
営
に
関
連
す
る
事
項
12
件＊

４

、
清
掃
事
業

と
中
立
委
員
は
判
断
し
ま
し
た
。
財
源
の
配
分＊

６

に
つ
い
て
は
、
市
町
村
民
税
、
自
転
車
税
、

荷
車
税
、
犬
税
、
木
材
取
引
税
、
接
客
人
税
、
使
用
人
税
を
特
別
区
の
税
と
す
る
な
ど
の

見
解
を
示
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
特
別
区
側
で
は
、
同
日
の
午
後
１
時
に
四
者
実
行
委
員
会
を
開
き
協

議
し
た
結
果
、
中
立
委
員
の
理
解
と
好
意
、
特
別
区
委
員
の
努
力
の
結
果
に
よ
る
も
の
と

し
て
、
中
立
委
員
の
意
見
を
受
諾
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
翌
８
月
３
日
、
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四
者
全
員
合
同
会
を
開
催
し
中
立
委
員
の
意
見
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
保
健
・
衛
生
事
業
の
委
譲
を
求
め
た
い
、

電
気
ガ
ス
税
や
固
定
資
産
税
も
獲
得
し
た
い
と
す
る
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
言
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
受
諾
す
る

こ
と
で
合
意
し
、
中
立
委
員
に
回
答
し
ま
し
た
。

＊
３　

都
議
会
の
調
査
報
告
書　

第
２
回
都
区
調
整
協
議
会
に
都
委
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
調
査
報
告
書
は
、
昭
和
25
年
２
月
10
日
に
総

務
委
員
長
及
び
財
務
委
員
長
か
ら
都
議
会
議
長
宛
て
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

　

都
区
行
財
政
調
整
に
関
す
る
調
査
報
告
書

本
委
員
会
は
昭
和
24
年
12
月
14
日
議
員
協
議
会
の
決
議
に
よ
っ
て
調
査
を
付
託
さ
れ
た
都
区
行
財
政
調
整
に
関
し
慎
重
調
査
の
結
果

左
記
の
よ
う
に
措
置
す
る
を
適
当
と
認
め
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

　
　
　
　
　
　

記

一　

特
別
区
の
性
格

特
別
区
の
存
す
る
区
域
は
沿
革
上
か
ら
み
て
も
住
民
の
社
会
生
活
の
実
際
に
徴
し
て
も
一
体
性
を
な
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
現
実

に
即
応
し
た
行
政
を
行
う
た
め
特
別
区
は
一
般
の
市
町
村
と
同
一
の
権
能
を
有
し
な
い
特
別
地
方
公
共
団
体
た
る
特
異
の
性
格
を
も

つ
団
体
で
あ
る
。

二　

行
財
政
調
整
の
方
針

都
区
間
の
行
財
政
調
整
に
関
す
る
基
本
方
針
は
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
の
検
討
の
結
果
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
が
、
都
と
し
て
は

次
の
方
針
に
よ
り
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
）
事
務
事
業
の
調
整

現
に
都
区
に
お
い
て
執
行
し
て
い
る
事
務
事
業
に
再
検
討
を
加
え
、
次
の
基
準
に
よ
り
調
整
す
る
。

１　

都
の
事
務
事
業

　

イ　

総
合
的
な
企
画
と
統
一
的
処
理
を
必
要
と
す
る
も
の

　

ロ　

区
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
効
果
に
比
し
、
著
し
く
都
民
の
負
担
の
増ぞ
う

嵩す
う

を
来
す
も
の
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ハ　

数
区
に
関
連
し
、
分
割
処
理
し
難
い
も
の

２　

区
の
事
務
事
業 

前
号
に
掲
げ
る
以
外
の
事
務
事
業
（
区
域
内
の
住
民
を
対
象
と
す
る
地
方
的
な
も
の
又
は
区
が
実
施
す
る
の
が
一
層
都
民
の
利
便
に

合
致
し
又
は
効
率
的
な
も
の
）

（
二
）
財
政
の
調
整

事
務
事
業
の
配
分
に
応
じ
次
の
方
法
に
よ
り
財
政
の
調
整
を
図
る
。

１　

 

経
常
的
事
務
事
業
に
要
す
る
経
費
は
原
則
と
し
て
都
条
例
に
よ
り
区
税
を
も
っ
て
あ
て
区
相
互
間
の
財
政
の
不
均
衡
に
つ

い
て
は
調
整
措
置
を
講
ず
る
。

２　

臨
時
的
事
務
事
業
に
要
す
る
経
費
は
原
則
と
し
て
補
助
金
又
は
交
付
金
と
す
る
。

三　

行
財
政
調
整
の
実
施
方
法

前
項
の
都
区
間
及
び
区
相
互
間
の
基
本
的
行
財
政
調
整
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
都
区
関
係
者
（
議
会
の
議
員
及
び
理
事
者
）
及

び
学
識
経
験
者
を
も
っ
て
、
臨
時
東
京
都
区
行
政
協
議
会
（
仮
称
）
を
設
け
る
。

＊
４　

保
健
所
の
経
営
に
関
す
る
事
項
12
件　

①
清
潔
方
法
の
実
施
、
②
鼠そ

族ぞ
く

昆
虫
駆
除
対
策
、
③
性
病
予
防
（
保
健
所
併
設
性
病
診
療

所
の
経
営
）、
④
性
病
予
防
（
啓
蒙
運
動
及
び
予
防
普
及
宣
伝
）、
⑤
妊
産
婦
・
乳
幼
児
保
健
指
導
、
⑥
検
診
（
結
核
対
策
）、
⑦
受
託
療
養

（
同
上
）、
⑧
結
核
患
者
登
録
管
理
、
⑨
予
防
接
種
、
⑩
食
品
衛
生
の
監
視
・
業
態
別
一
斉
衛
生
実
態
調
査
、
⑪
ト
ラ
ホ
ー
ム
〔
伝
染
性
慢

性
結
膜
炎
〕
予
防
、
⑫
優
生
保
護
法
施
行
に
伴
う
地
区
委
員
会
の
運
営

＊
５　

都
区
間
で
一
致
し
た
事
務
配
分　
【
特
別
区
が
実
施
】
児
童
福
祉
委
員
、
保
育
園
の
経
営
、
ミ
シ
ン
貸
付
事
業
、
貯
蓄
奨
励
、

国
民
健
康
保
険
法
の
施
行
、
佃
つ
く
だ

島じ
ま

渡
船
場
の
管
理
、
掘
さ
く
道
路
の
復
旧
、
道
路
橋
梁
受
託
事
業
、
濠ほ
り

池い
け

浄
化
、
共
同
物
揚
場
の
維
持

管
理
、
在
来
下
水
維
持
管
理
、
都
市
計
画
審
議
会
委
員
、
中
小
公
園
、
中
小
緑
地
、
宮
城
外
苑
の
道
路
緑
地
の
維
持
管
理
、
児
童
遊
園

事
業
、
応
急
住
宅
の
処
理
、
診
療
所
、
学
校
の
経
営
事
業
（
小
・
中
学
校
）、
図
書
館
の
経
営
、
身
体
検
査
（
小
・
中
学
校
）、
学
校
プ
ー

ル
及
消
毒
、
教
育
施
設
の
建
設
（
小
・
中
学
校
）、
統
計
調
査
事
務
、
人
事
・
給
与
・
福
利
・
厚
生
事
業

【
特
別
区
と
都
が
実
施
】
災
害
救
助
事
業
、
民
生
委
員
の
指
導
、
ラ
ラ
〔
ア
ジ
ア
救
援
公
認
団
体
〕
物
資
配
給
事
務
、
援
助
物
資
配
給
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　　中立委員裁定に対する特別区の反応

昭和25（1950）年8月3日の四者全員合同会では、のちに特別区が提唱
することになる諸構想につながる発言がみられます。「首都市」について
は、この年の12月に「『二十三首都市』の方式」として打ち出されます。

（90頁参照）
「事務事業に対して財源を与えるでは、財政自主権の確立とはならない。

[…]区の財政需要額を、都が計算することは誤りである。区自身がやるべ
きだ。」
「今後は戦術転換の必要がある。特別区は変形である。市制運動が必要

である。しかし、これは首都の性格よりして一段と困難である。各位は政
府・国会に対して働かれた。特別区を全国に認識させることが必要である。
それには特別区は首都の市だから、その名称を首都市と変更したらどう
か。」
「自治権拡充運動に一応コンマを打った。残された問題は、市の性格を

明確にすることである。警察・消防は変体である。23区が取ってやるべ
きだ。」

事
務
、
児
童
委
員
、
児
童
福
祉
司
、
収
容
施
設
の
査
察
、

児
童
相
談
所
・
児
童
一
時
保
護
所
の
経
営
、
結
婚
相
談
事

業
、
外
食
券
食
堂
の
指
導
監
督
、
生
活
協
同
組
合
事
業
、

社
会
事
業
企
画
調
査
、
交
通
取
締
上
の
道
路
整
備
、
河
川

維
持
管
理
、
河
川
浚し
ゅ
ん

渫せ
つ

、
護
岸
防
水
壁
、
水
門
の
維
持

管
理
、
検
潮
舎
量
水
標
の
管
理
、
河
川
調
査
、
河
川
受
託

事
業
、
広
告
物
取
締
事
業
、
観
光
施
設
、
灰
じ
ん
残
土
処

理
事
業
、
灰
じ
ん
処
理
受
託
事
業
、
土
地
価
格
調
査
、
公

私
の
土
地
境
界
査
定
、
地
代
家
賃
の
統
制
、
建
築
行
政
の

許
認
可
、
建
築
物
構
造
設
備
並
び
に
地
域
建
築
線
等
指
導
、

違
反
建
築
の
取
締
、
保
健
衛
生
に
関
す
る
調
査
統
計
、
教

育
指
導
奨
励
事
務
事
業
、
社
会
教
育
事
業
、
夏
期
施
設
、

学
校
給
食
事
業
及
び
施
設
管
理
、
商
工
指
導
所
の
維
持
管

理
、
配
給
統
制
、
中
小
商
工
業
振
興
対
策
、
生
活
必
需
品

対
策
、
農
産
対
策
、
水
産
対
策
、
畜
産
対
策
、
農
地
調
整
、

農
地
開
発
、
学
務
関
係

【
都
が
実
施
】
母
子
寮
の
経
営
、
理
容
講
習
所
、
河
川

清
掃
、
船
舶
の
維
持
（
河
川
維
持
管
理
用
）、
史
蹟
名
勝

天
然
記
念
物
保
存
、
霊
園
事
業
、
都
営
住
宅
の
維
持
管

理
、
建
築
資
材
の
統
制
、
工
場
公
害
防
止
、
医
薬
需
給
調

整
、
養
護
学
園
（
久
留
米
・
片
浜
）、
歯
科
巡
回
予
防
、
衛

生
相
談
所
、
学
校
衛
生
講
習
（
養
護
助
教
諭
）、
社
会
体
育

専
門
指
導
員
、
小
石
川
・
上
井
草
運
動
場
、
貿
易
振
興
事

務
、
漁
船
登
録
事
務
、
飲
食
営
業
許
可
事
務
、
農
業
技
術
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普
及
、
江
東
三
区
農
業
水
利
改
良
、
狩
猟
免
許

         
＊
６　

財
源
の
配
分　

中
立
委
員
が
示
し
た
財
政
の
配
分
に
つ
い
て
の
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

①
特
別
区
の
財
政
需
要
に
対
す
る
財
源
（
財
政
調
整
財
源
を
含
む
）
は
市
町
村
税
の
う
ち
市
町
村
民
税
の
外
、
自
転
車
税
、
荷
車
税
、

犬
税
、
木
材
取
引
税
、
接
客
人
税
及
び
使
用
人
税
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

な
お
、
固
定
資
産
税
、
電
気
ガ
ス
税
及
び
広
告
税
も
市
町
村
税
で
は
あ
る
が
、
税
源
分
布
の
偏
在
が
著
し
い
の
で
特
別
区
税
と
す
る

に
は
適
し
な
い
。

②
上
記
の
税
総
額
が
特
別
区
の
財
政
需
要
総
額
を
超
過
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
超
過
額
は
都
が
区
の
区
域
に
お
い
て
行
う

事
務
事
業
の
財
源
に
充
て
、
上
記
の
税
総
額
が
特
別
区
の
財
政
需
要
総
額
に
達
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
不
足
額
は
他
の
市
町

村
税
た
る
都
税
収
入
を
も
っ
て
補
塡
す
る
。

◆
都
区
間
協
議
の
閉
幕

中
立
委
員
の
意
見
を
現
実
に
適
用
し
具
体
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、
特
別
区
の
財
政
需
要
額
を
算
定
し
て
補
正
予
算
を

組
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
立
委
員
か
ら
は
、「
特
別
区
の
財
政
需
要
額
の
見
積
り
に
つ
い
て
は
、
都
区
双
方
理
解
を
持

ち
、
十
分
に
話
し
合
っ
て
折
合
い
を
つ
け
る
よ
う
に
」
と
い
う
付
言
が
あ
り
、
段
取
り
を
事
務
的
に
申
し
合
わ
せ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
は
一
方
的
に
算
定
し
、
８
月
18
日
、
突
如
と
し
て
措
置
案
を
提
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
経
緯

を
思
う
と
特
別
区
側
は
憤ふ

ん

懣ま
ん

や
る
か
た
な
く
、
中
立
委
員
に
訴
え
協
力
を
求
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。
８
月
24
日
に
特
別
区

委
員
が
委
員
長
と
副
委
員
長
に
面
会
し
事
情
を
話
し
ま
す
と
、
８
月
26
日
に
は
中
立
委
員
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
、
特
別
区

委
員
と
都
の
副
知
事
、
総
務
・
財
務
両
局
長
、
地
方
課
長
が
協
議
を
行
い
ま
し
た
。
双
方
か
ら
特
別
委
員
を
出
し
て
数
字
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的
検
討
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
さ
っ
そ
く
に
も
、
８
月
29
日
と
30
日
に
数
字
的
検
討
を
実
施
し
ま
す
が
、
結
果
は
不
調
に

終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
８
月
31
日
に
特
別
区
委
員
と
副
知
事
が
協
議
を
し
て
、
中
立
委
員
の
意
見
表
明
を
仰

ぐ
こ
と
で
一
致
し
ま
し
た
。

要
請
を
受
け
た
中
立
委
員
は
９
月
１
日
か
ら
２
日
に
か
け
て
、
特
別
区
委
員
及
び
都
委
員
と
会
談
を
繰
り
返
し
、
２
日

の
午
後
８
時
に
な
り
、
第
９
回
の
都
区
調
整
協
議
会
が
開
催
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
委
員
長
は
、
中
立
委
員
の
意
見＊

７

を

示
し
た
あ
と
、
こ
う
続
け
ま
す
。「
調
整
に
つ
い
て
、
24
日
以
来
苦
心
し
た
。
は
な
は
だ
苦
し
い
立
場
で
意
見
書
を
作
っ

た
。
都
区
双
方
不
満
と
思
う
が
、
現
状
で
は
こ
れ
以
上
の
方
法
が
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
都
区
決
裂
す
る
と
、
非
常
に
危
険

な
こ
と
に
な
る
。
中
立
委
員
と
し
て
の
一
方
的
決
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
や
む
を
得
な
い
。
こ
の
意
見
書
の
数
字
に
つ
い

て
は
説
明
し
な
い
。
政
治
的
に
解
決
し
た
か
ら
説
明
は
で
き
な
い
」、
そ
し
て
、
こ
の
意
見
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
、
都

区
双
方
と
も
次
回
９
月
４
日
の
11
時
に
参
集
し
て
返
答
す
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。

翌
９
月
３
日
、
特
別
区
の
ほ
う
で
は
四
者
全
員
合
同
会
を
開
催
し
、
特
別
区
委
員
か
ら
こ
の
間
の
経
過
と
中
立
委
員
の

意
見
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
各
会
に
分
か
れ
て
取
り
扱
い
を
協
議
し
、
再
び
合
同
会
を
開
い
て
、
次
の
よ
う

に
決
定
し
ま
し
た
。

① 

特
別
区
と
し
て
は
決
し
て
満
足
し
得
な
い
が
、
中
立
委
員
の
苦
心
と
努
力
を
思
い
、
現
段
階
に
お
い
て
は
や
む
を

得
な
い
も
の
と
し
て
受
諾
す
る
こ
と
。

② 

８
月
２
日
の
裁
定
は
、
地
方
税
法
そ
の
他
関
係
法
令
の
改
正
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
次
の
国
会
に
お
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い
て
改
正
に
つ
き
尽
力
を
願
う
こ
と
。

③ 
都
に
対
し
て
平
衡
交
付
金
が
20
億
を
超
え
て
交
付
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ

の
適
当
額
を
特
別
区
の
財
源
と
す
る
よ
う
考
慮
を
願
う
こ
と
。

④ 

警
察
・
消
防
そ
の
他
、
本
来
特
別
区
が
行
う
べ
き
事
務
事
業
で
あ
っ
て
、
都

が
代
わ
っ
て
行
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
何
等
か
の
方
法
で
特
別
区
が

関
与
で
き
る
よ
う
に
考
慮
を
願
う
こ
と
。

そ
の
翌
日
の
９
月
４
日
、
約
束
ど
お
り
第
10
回
都
区
調
整
会
議
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

定
刻
の
11
時
に
委
員
全
員
が
集
ま
り
、
午
後
１
時
に
開
会
す
る
と
、
都
区
双
方
の
委

員
代
表
か
ら
中
立
委
員
の
意
見
を
受
諾
す
る
旨
回
答
が
あ
り
、
続
い
て
、
９
月
２
日

の
意
見
書
の
内
容
を
協
定
書
と
し
て
３
通
作
成
し
た
上
、
全
委
員
が
署
名
し
ま
し
た
。

中
立
委
員
の
苦
労
に
対
し
感
謝
の
意
を
表
し
て
か
ら
乾
杯
に
移
り
、
こ
う
し
て
、
苦

渋
の
念
を
抱
き
つ
つ
、
都
区
間
協
議
の
場
の
閉
幕
を
迎
え
た
の
で
し
た
。

＊
７　

中
立
委
員
の
意
見
書　

９
月
２
日
に
提
示
さ
れ
た
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

都
と
特
別
区
の
間
の
財
政
措
置
に
つ
い
て
は
左
の
通
り
す
る
を
適
当
と
考
え
る
。

１ 

特
別
区
の
財
政
自
主
権
を
確
立
す
る
た
め
、
特
別
区
税
収
入
は
原
則
と
し
て
、
特
別
区
の
財
源
と
す
る
。
但た
だ

し
昭
和
25
年
度
に
お

い
て
は
、
都
と
区
の
財
政
事
情
を
勘
案
し
、
且か

つ
、
事
務
事
業
委
譲
の
現
状
に
鑑
み
、
区
は
、
特
別
区
税
収
入
の
う
ち
、
金
18
億

３
５
７
６
万
円
を
都
に
納
付
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

協定書の署名
（昭和25（1950）年9月4日第10回都区調整協議会）
中立委員と都委員の一部に変更が生じたため、当初の委員とは異
なるところがあります。
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２ 

昭
和
25
年
８
月
２
日
の
中
立
委
員
の
裁
定
に
よ
る
事
務
事
業
の
う
ち
、
現
状
に
お
い
て
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
昭
和

25
年
10
月
中
に
、
そ
の
手
続
を
完
了
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
　

万
一
そ
の
委
譲
に
支
障
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
更
に
そ
の
部
分
に
つ
い
て
協
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３ 
第
１
項
但
書
に
掲
げ
た
財
政
措
置
は
、
昭
和
25
年
８
月
２
日
の
中
立
委
員
の
裁
定
に
よ
る
事
務
事
業
の
う
ち
、
現
状
に
お
い
て
委

譲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
生
じ
た
た
め
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
委
譲
未
了
の
事
務
事
業
は
、
な
る
べ
く
速
か
に
、
都
が

財
政
措
置
を
附
し
て
特
別
区
に
委
譲
す
る
よ
う
努
力
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

４ 

昭
和
25
年
度
に
お
け
る
年
度
内
給
与
ベ
ー
ス
の
改
訂
、
並
び
に
現
在
予
想
し
得
な
い
特
別
の
事
情
に
基
づ
く
特
別
区
の
財
政
需
要

を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
都
に
お
い
て
財
政
措
置
を
す
る
も
の
と
す
る
。

５
以
上
は
昭
和
25
年
度
に
対
す
る
財
政
措
置
で
あ
る
か
ら
、
昭
和
26
年
度
に
つ
い
て
は
、
別
に
こ
れ
を
協
定
す
る
も
の
と
す
る
。

◆
紛
争
は
さ
ら
に

都
区
間
の
協
議
の
場
の
ほ
か
に
も
、
特
別
区
の
ほ
う
は
、
法
改
正
を
求
め
、
あ
る
い
は
８
月
２
日
の
中
立
委
員
裁
定
の

実
現
に
向
か
い
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
は
じ
め
と
し
て
各
方
面
へ
の
働
き
か
け
や
折
衝
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
都
と
の
関
係
で
は
、

軋あ
つ

轢れ
き

や
も
め
ご
と
は
大
な
り
小
な
り
さ
ま
ざ
ま
起
こ
っ
て
お
り
、
中
立
委
員
の
意
見
を
無
視
し
た
都
の
行
為
を
目
の
当
た

り
に
す
る
な
ど
、
紛
争
の
火
種
が
尽
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
新
し
く
一
つ
の
問
題
が
起
こ
り
、
火
に
油
を
注
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
市
町
村
民
税
法
人
分
の

問
題
で
す
。
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
７
月
に
新
地
方
税
法
が
成
立
し
た
あ
と
、
７
か
月
ほ
ど
た
っ
た
昭
和
26
（
１
９
５

１
）
年
２
月
26
日
に
、
は
や
く
も
最
初
の
改
正
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
３
月
31
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
そ
れ
ま
で
法
人
に
対
す
る
市
町
村
民
税
は
均
等
割
だ
け
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
新
た
に
法
人
税
割
（
個
人
の
所
得
割
に
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相
当
）
が
設
け
ら
れ
た
の
で
す
。
中
立
委
員
の
意
見
に
し
た
が
い
、
市
町
村
民
税
は
区
の
財
源
と
す
る
と
、
前
年
に
都
区

で
合
意
し
て
い
た
の
で
、
特
別
区
の
ほ
う
で
は
当
然
そ
の
新
た
な
部
分
も
特
別
区
税
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
同
年
５
月
11
日
、
都
か
ら
区
長
に
参
集
の
呼
び
か
け
が
あ
り
、
一
同
が
都
議
会
総
務
委
員
会
室
で
副
知
事
と
会
見

す
る
と
、
法
人
分
は
都
税
に
し
た
い
の
で
了
解
し
て
ほ
し
い
と
、
一
方
的
に
も
ち
か
け
て
き
ま
し
た
。「
個
人
分
は
区
に

渡
し
、
法
人
分
は
都
に
取
ら
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
か
」
と
確
認
す
る
と
、「
そ
の
と
お
り
」
と
の
返
答
で
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
了
解
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

数
日
後
の
５
月
16
日
の
区
長
会
に
も
副
知
事
が
来
て
、
法
人
分
だ
け
は
都
で
取
り
た
い
、
明
日
17
日
に
都
議
会
に
条
例

案
を
出
す
、
事
務
事
業
の
配
分
の
こ
と
は
補
正
予
算
の
と
き
に
や
る
、
了
解
願
い
た
い
と
い
っ
た
旨
を
述
べ
ま
し
た
。
副

知
事
が
退
出
し
た
あ
と
の
協
議
で
は
、
前
年
の
都
区
調
整
協
議
会
の
協
定
を
無
視
す
る
都
に
対
し
、
こ
れ
を
契
約
不
履
行

と
み
て
提
訴
し
よ
う
と
い
う
意
見
ま
で
出
る
議
論
が
続
き
、
最
終
的
に
は
都
知
事
宛
て
の
要
請
書＊

８

を
提
出
す
る
こ
と
に
決

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
日
の
夕
方
、
区
長
会
役
員
は
、
法
人
税
割
は
特
別
区
税
に
す
る
旨
を
記
し
た
要
請
書
を
携
え
て
、
病

気
で
臥
せ
っ
て
い
た
知
事
の
見
舞
い
か
た
が
た
公
館
を
訪
問
し
ま
す
が
、
面
会
謝
絶
の
た
め
、
秘
書
を
通
じ
て
や
り
と
り

を
し
ま
し
た
。

５
月
18
日
に
再
び
区
長
会
を
開
き
、
会
長
か
ら
16
日
の
結
果
を
報
告
し
た
の
ち
、
都
議
会
へ
の
対
策
を
決
定
し
ま
す
。

①
都
議
会
議
員
全
員
に
対
し
、
速
達
に
て
協
力
（
知
事
宛
て
文
書
添
付
）
を
求
め
る
こ
と
。

②
各
区
に
お
い
て
、
地
元
選
出
都
議
会
議
員
に
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
。
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③ 

新
た
に
区
議
会
又
は
区
関
係
か
ら
都
議
会
議
員
に
当
選
し
た
人
（
水
曜
会
結
成
、
17
人
）
に
対
し
て
は
、
特
に
協
力

を
願
う
こ
と
。

区
長
会
役
員
は
さ
っ
そ
く
翌
日
に
都
議
会
議
長
へ
の
要
請
を
行
い
、
22
日
に
は
都
議
会
水
曜
会
に
協
力
を
依
頼＊

９

し
、
23

日
に
都
議
会
各
派
幹
事
長
に
要
請
し
て
か
ら
再
度
都
議
会
議
長
と
会
見
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
５
月
26
日
の
都
議
会
に
お
い
て
、
市
町
村
民
税
の
法
人
分
は
都
税
と
す
る
条
例
が
可
決
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
わ
ず
か
に
、
条
例
可
決
の
際
、
特
別
区
側
の
要
望
を
入
れ
て
次
の
附
帯
決
議
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
特
別
区
の
性
格
を
尊
重
し
て
、
特
別
区
税
収
入
は
特
別
区
財
源
と
し
て
確
保
せ
し
む
る
よ
う
、
可
及
的
速
か
に
事
務
事

業
の
移
管
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
方
途
を
講
ず
る
こ
と
。」

と
は
い
え
、
こ
の
附
帯
決
議
が
要
因
の
一
つ
と
な
り
、
事
務
委
譲
に
関
す
る
都
区
理
事
者
会
（
都
区
双
方
７
名
の
代
表

に
よ
る
協
議
会
）
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
こ
の
会
議
は
６
月
11
日
か
ら
同
月
29
日
ま
で
の
間
５
回
行
わ
れ
、
都
側
は
知
事
も

出
席
し
事
務
の
移
管
に
積
極
的
な
態
度
を
示
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
８
月
９
日
に
都
が
提
示
し
た
結
論
は
、
①
診
療

所
の
経
営
、
②
ミ
シ
ン
貸
付
事
業
の
２
件
を
除
き
、
そ
の
他
の
も
の
は
現
在
の
状
況
か
ら
い
ま
直
ち
に
移
管
で
き
な
い
と

い
う
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
時
同
じ
く
都
側
か
ら
一
方
的
に
示
さ
れ
た
昭
和
26
年
度
の
特
別
区
財
政
措
置
案
は
、
先
の

都
議
会
の
附
帯
決
議
を
無
視
し
、
都
区
調
整
協
議
会
協
定
に
も
反
す
る
も
の
で
、
ま
た
も
や
特
別
区
の
期
待
を
裏
切
る
も

の
で
し
た
。
特
別
区
の
要
請
に
よ
り
、
９
月
８
日
に
都
区
は
中
立
委
員
を
入
れ
て
再
び
都
区
調
整
協
議
会
の
場
が
も
た
れ

ま
し
た
が
、
都
議
会
は
昨
年
限
り
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
参
加
せ
ず
、
都
知
事
は
中
立
委
員
の
あ
っ
せ
ん
を
拒
否
し
ま
し
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た
。
最
終
的
に
は
、
都
議
会
自
由
党
有
志
と
の
調
整
に
よ
り
、
都

議
会
に
お
い
て
、
特
別
区
か
ら
都
へ
の
吸
い
上
げ
を
５
億
円
減
ら

す
修
正
議
決
を
す
る
こ
と
で
終
結
し
ま
し
た
。

＊
８　

都
知
事
へ
の
要
請
書　

区
長
会
で
他
の
件
を
協
議
し
て
い
る

間
に
文
案
を
作
成
し
、
す
ぐ
に
決
定
し
て
い
ま
す
。

　

要　

請　

書

都
は
今
回
、
市
町
村
民
税
中
の
法
人
税
割
を
都
に
お
い
て
徴
収

し
、
都
の
収
入
と
す
る
意
図
の
も
と
に
、
関
係
条
例
の
改
正
案
を
緊

急
都
議
会
に
提
出
せ
ら
れ
る
由
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
左
の
事
由
に
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
は
絶
対
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

１　

昨
年
９
月
４
日
、
都
区
調
整
協
議
会
に
お
い
て
、
都
区
双
方

合
意
の
う
え
調
印
し
た
決
定
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
民
税
は
特
別
区
民

税
と
し
て
区
の
財
源
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
都
は
こ
の
決

定
を
自
ら
破
棄
す
る
の
み
な
ら
ず
、
中
立
委
員
の
存
在
を
無
視
せ
ん

と
し
て
い
る
。

２　

国
が
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規
定
を
改
正
し
て
、
法
人
税
割

を
加
え
た
の
は
、
市
町
村
の
財
源
を
増
加
し
、
納
税
者
の
負
担
の
不

均
衡
を
是
正
せ
ん
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
増
徴
額
は
、

当
然
市
町
村
担
当
の
特
別
区
の
収
入
に
帰
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

３　

法
人
税
割
を
特
別
区
に
お
い
て
徴
収
す
る
結
果
、
特
別
区
の

財
源
に
余
裕
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
適
合
す
る
財
政
需
要
の

　　市町村民税法人分のゆくえ

昭和25（1950）年の「東京都特別区税条例」においては、第3条に均
等割額による特別区民税の課税対象が示され、その第2号に地方税法「第
294条第1項第3号の者」として法人が含まれていました。ところが、昭
和26年の「東京都特別区税条例の一部を改正する条例」によって、特別
区民税の納税義務者等を規定する第2条の2が新たに加えられ、課税対象
が地方税法上の「第1号の者」と「第2号の者」に該当する個人に限定さ
れることになりました。この結果、それまで特別区民税に含まれていた法
人の均等割もあわせて、法人分全体が都税とされることになったのです。

区長会は、仮に要請が容認されない場合には、法人分を特別区間の財政
調整資金にするよう求めましたが、これも実現しませんでした。しかし、
その後の昭和39（1964）年の地方自治法施行令改正の際に、法人分は特
別区財政調整交付金の財源になり（第210条の11）、さらに地方自治法の規
定となって現在にいたっています（第282条第2項）。
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あ
る
事
務
事
業
を
、
急
速
区
に
移
管
す
べ
き
で
あ
る
。

４　

都
が
、
特
別
区
に
審
議
の
余
裕
を
与
え
ず
、
抜
打
的
に
条
例
の
改
正
を
強
行
せ
ん
と
す
る
の
は
、
地
方
公
共
団
体
た
る
特
別
区

の
存
在
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

都
は
こ
の
際
、
法
人
税
割
を
徴
収
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
止
め
、
こ
れ
を
特
別
区
に
与
え
る
こ
と
が
最
も
妥
当
、
か
つ
、
適
切
で
あ
り
、

将
来
都
区
の
関
係
を
円
満
に
進
展
せ
し
め
る
所
以
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
右
趣
旨
に
よ
り
措
置
せ
ら
れ
る
よ
う
切
望
す
る
も
の

で
あ
る
。

こ
こ
に
区
長
会
の
決
議
に
よ
り
要
請
す
る
。

＊
９　

都
議
会
へ
の
要
請　

都
議
会
水
曜
会
に
区
長
会
役
員
で
協
力
依
頼
を
行
っ
た
あ
と
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
５
月
22
日
に
区

長
会
長
よ
り
各
区
長
に
通
知
を
出
し
て
い
ま
す
。

　
　

住
民
税
法
人
分
の
徴
収
に
つ
い
て

首
題
の
件
に
つ
い
て
は
、
過
般
来
区
長
会
の
決
定
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
要
請
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
幹
事
区
長
は
、
本
日
午
前
10

時
よ
り
都
議
会
水
曜
会
の
方
々
と
会
見
し
、
本
件
に
関
す
る
区
長
会
と
し
て
の
交
渉
の
経
過
を
報
告
し
、
約
２
時
間
に
亘
り
、
財
政
自

主
権
確
立
に
つ
き
懇
談
依
頼
の
結
果
、

「
特
別
区
の
要
望
が
通
る
よ
う
、
極
力
主
張
し
、
十
分
に
努
力
す
る
。」

と
の
回
答
が
得
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
万
一
特
別
区
の
要
望
が
通
ら
な
い
時
に
は
、
次
の
と
お
り
強
い
条
件
を
つ
け
る
こ
と
を
も
承
諾
せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
申
し

添
え
ま
す
。

１　

懸
案
の
事
務
事
業
を
大
幅
に
、
か
つ
、
急
速
に
委
譲
す
る
こ
と
。

２　

昭
和
25
年
度
の
如
き
吸
上
げ
は
な
く
す
る
こ
と
。

３　

住
民
税
法
人
分
は
、
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
資
金
に
充
て
る
こ
と
。
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昭和23（1948）年
　１月　 都議会議長に決議文説明
　　　　書提出
　３月　都区行政調整協議会開始
　７月　都区行政調整協議会協定
　　　　締結

昭和24（1949）年
　１月　 特別区協議会浅井幸七事
　　　　務局長就任
　７月　シャウプ使節団に要請書
　　　　提出
　10月　 四者合同会成立、財政自
　　　　主権確立要請書確定
　11月　 二十三特別区財政自主権
　　　　確立期成大会開催
　　　　GHQに要請活動

昭和25（1950）年　
　１月　数寄屋橋公園で街頭演説
　　　　実施
　２月　 地方自治委員会議から都
　　　　に勧告
　３月　都区調整協議会開始
　５月　 都に市町村民税法人分に
　　　　関し要請書提出
　８月　中立委員の意見表明
　９月　 都区調整協議会終了、協
　　　　定書に署名
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三
　
都
区
間
紛
争
の
結
末

そ
の
後
、
都
区
間
の
紛
争
の
場
は
、
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議＊

１
（
通
称
神
戸
委
員
会
）
と
い
う
国
の
諮
問
機
関
へ
と
移

っ
て
い
き
ま
す
。
国
会
と
内
閣
は
こ
の
会
議
の
勧
告
を
尊
重
す
る
こ
と
が
法
律
上
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で

特
別
区
は
都
区
間
協
議
と
並
行
し
な
が
ら
、
紛
争
解
決
の
鍵
を
握
る
神
戸
委
員
会
へ
特
別
区
が
今
後
目
指
す
べ
き
あ
り
方

を
示
し
て
、
自
治
の
拡
充
に
向
け
た
運
動
を
展
開
し
ま
す
。
し
か
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
の
転
換
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で

の
「
日
本
の
民
主
化
・
非
軍
事
化
」
の
流
れ
は
逆
行
し
、
特
別
区
は
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
の
自
治
法
改
正
で
大
幅
な

自
治
権
の
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

三
‐
一
　
特
別
区
の
制
度
構
想

二
章
で
触
れ
た
シ
ャ
ウ
プ
報
告
書
で
は
、
日
本
の
民
主
化
を
推
進
す
る
た
め
、
自
治
体
の
財
政
力
を
強
化
す
る
方
策
と

並
ん
で
、
国
と
自
治
体
の
事
務
配
分
の
再
検
討
を
求
め
て
、
政
府
に
よ
る
調
査
委
員
会
設
置
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
も
と
づ
い
て
、
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
12
月
24
日
、
総
理
府
の
独
立
機
関
と
し
て
い
わ
ゆ
る
神
戸
委
員
会
が
設
置
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さ
れ
ま
し
た
。
神
戸
委
員
会
は
、
自
治
体
及
び
国
相
互
間
の
事
務
配
分
の
調
整
等
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
調
査
立
案
し
、

そ
の
結
果
を
内
閣
及
び
内
閣
を
経
由
し
て
国
会
に
勧
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
都
区
双
方
と
も
に
神
戸
委
員
会

に
向
け
た
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

＊
１　

地
方
行
政
調
査
委
員
会
議　

シ
ャ
ウ
プ
報
告
に
よ
り
臨
時
に
設
置
さ
れ
た
総
理
府
の
機
関
で
、
内
閣
総
理
大
臣
の
所
割
の
下
、

そ
の
活
動
は
政
府
か
ら
独
立
し
て
行
わ
れ
る
特
別
な
機
関
で
す
。
会
議
は
５
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
議
長
に
就
任
し
た
神か
ん

戸べ

正ま
さ

雄お

氏

（
前
京
都
市
長
）
の
名
前
を
と
っ
て
一
般
に
神
戸
委
員
会
、
ま
た
そ
の
勧
告
を
神
戸
勧
告
と
い
い
ま
す
。
そ
の
他
の
委
員
は
、
鵜う

沢ざ
わ

聡ふ
さ

明あ
き

（
明
治
大
学
総
長
）、
高た
か

橋は
し

誠せ
い

一い
ち

郎ろ
う

（
文
化
財
保
護
委
員
長
）、
杉す
ぎ

村む
ら

章し
ょ
う

三ざ
ぶ

郎ろ
う

（
東
京
大
学
教
授
）、
渡わ
た

辺な
べ

銕て
つ

蔵ぞ
う

（
東
京
大
学
教
授
、
昭
和
25
年

２
月
辞
任
）、
湯ゆ

河か
わ

元も
と

威た
け

（
農
林
中
央
金
庫
理
事
長
、
昭
和
25
年
７
月
就
任
）
で
し
た
。

◆
対
立
す
る
都
区
間
の
主
張

昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
12
月
22
日
、
神
戸
委
員
会
は
「
行
政
事
務
再
配
分
に
関
す
る
勧
告
」
の
第
一
次
勧
告
を
提
出

し
ま
し
た
。
こ
の
第
一
次
勧
告
は
、
明
治
以
来
の
中
央
集
権
的
行
政
機
構
か
ら
民
主
的
な
地
方
自
治
へ
の
転
換
を
内
容
と

し
て
い
ま
し
た
が
、
東
京
都
に
関
し
て
は
、
事
務
配
分
上
の
特
例
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
勧
告
が

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

第
一
次
勧
告
を
受
け
て
、
特
別
区
は
同
年
12
月
23
日
に
、
特
別
区
の
新
た
な
自
治
の
あ
り
方
と
し
て
「『
二
十
三
首
都

市
』
の
方
式
」
を
打
ち
出
し
、
神
戸
委
員
会
に
23
区
長
・
議
長
・
自
治
権
拡
充
委
員
長
の
連
名
の
要
請
書
と
自
治
方
式
の
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説
明
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
こ
の
方
式
は
、
特
別
区
を
二
十
三
の
首

都
市
（
仮
称
）
と
し
て
都
の
区
域
か
ら
独
立
さ
せ
、
市
と
同
様
な
行

財
政
権
を
確
立
し
、
二
十
三
首
都
市
の
区
域
に
お
け
る
大
都
市
的
事

務
や
連
絡
調
整
事
務
等
は
連
合
体
（
事
務
組
合
）
を
組
織
し
事
務
を

執
行
す
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

要
請
書
を
提
出
し
た
あ
と
の
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
１
月
26
日

に
神
田
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て
、
特
別
区
代
表
は
神
戸
委
員
会
に
対
し

要
請
の
趣
旨
の
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
後
、
神
戸
委
員
会

は
２
月
に
か
け
て
中
央
、
中
野
、
足
立
の
３
区
に
つ
い
て
実
態
調
査

を
行
い
、
特
別
区
協
議
会
か
ら
も
３
度
に
わ
た
り
財
政
・
民
生
・
社

会
・
教
育
・
保
健
・
衛
生
各
事
務
の
都
区
配
分
の
現
況
な
ど
に
つ
い

て
事
情
聴
取
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
都
側
は
現
行
特
別
区
制
度
の
欠
陥
を
主
張
し
、

同
年
６
月
５
日
に
「
事
務
再
配
分
に
伴
う
東
京
都
制
改
革
案
要
綱＊

２

」

を
神
戸
委
員
会
へ
提
出
し
ま
し
た
。
都
は
こ
の
要
綱
の
な
か
で
、
特

別
区
は
行
政
区
と
し
て
、
そ
の
区
長
は
都
知
事
が
任
命
し
、
特
別
区

「二十三首都市」の方式

１ 　二十三特別区は、その名称「特別区」を「首都市（仮称）」と改める
こと。

２ 　二十三首都市の行財政については、地方自治法の精神に則り、一般
市と同様にその自主自律性を確立せしめること。

３　二十三首都市の区域は、都の区域外とすること。
４ 　二十三首都市は、その連合体（事務組合）を組織し、以下の事務は

その連合体が執行すること。
① 　二十三首都市の区域における警察、消防、交通、水道その他大都

市的事務
②　二十三首都市の連絡調整に関する事務
③　二十三首都市の区域における府県の事務
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の
存
す
る
区
域
で
は
都
が
市
の
性
格
を
も
も
つ
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
大

都
市
を
構
成
す
る
部
分
に
過
ぎ
な
い
区
に
強
力
な
自
治
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
大
都
市
の

有
機
的
・
総
合
的
な
行
政
機
能
を
破
壊
さ
せ
る
と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
独
立
市
制
」
を
主
張
す
る
区
側
と
、
特
別
区
を
行
政
区
化
し
よ
う
と
す

る
都
側
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
神
戸
委
員
会
全
体
の
雰
囲

気
と
し
て
は
、
５
人
の
委
員
中
、
神
戸
委
員
長
を
含
む
３
人
は
自
治
温
存
で
、
１
人
は
行
政

区
論
者
、
残
り
１
人
は
中
立
と
み
ら
れ
て
お
り
、
委
員
会
の
大
勢
は
大
都
市
行
政
運
営
の
一

体
性
を
阻
害
し
な
い
程
度
で
特
別
区
の
自
治
権
を
認
め
る
こ
と
で
ま
と
ま
り
そ
う
な
情
勢
で

し
た
。＊

２　

事
務
再
配
分
に
伴
う
東
京
都
制
改
革
案
要
綱

１　

都
の
区
域

区
部
、
郡
部
及
び
島
し
ょ
間
に
お
い
て
は
、
社
会
生
活
、
経
済
生
活
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
面
に
お

い
て
相
互
依
存
の
関
係
が
深
く
、
か
つ
、
大
都
市
の
性
格
並
び
に
周
辺
地
域
の
特
殊
性
に
鑑
み
、

都
の
区
域
は
現
行
ど
お
り
の
区
域
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２　

区
市
町
村
の
行
政
組
織

特
別
区
は
こ
れ
を
行
政
区
と
し
、
郡
部
及
び
島
し
ょ
は
そ
れ
ぞ
れ
現
行
ど
お
り
一
般
市
町
村
を
も
っ
て
構
成
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。な

お
、
区
部
に
隣
接
す
る
郡
部
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
意
思
に
よ
り
区
制
を
施
行
し
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

特別区側
市として都から独立

特別区の連合体が行う
特別区が有する

公選による

都区の主張の相違
相違点

特別区の位置づけ
大都市的事務の所管

市の性格
区長の選任方法

東京都側
都の行政区
都が行う

都が有する
都知事が任命
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３　

都
の
性
格

都
は
そ
の
全
域
に
お
い
て
は
、
一
般
府
県
の
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
、
行
政
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
併
せ
て
市
の
性

格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４　

行
政
区
の
構
想

行
政
区
は
大
要
次
の
よ
う
な
構
想
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

①　

都
は
条
例
で
区
部
を
分
け
て
行
政
区
と
し
、
都
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

②　

行
政
区
の
長
は
、
都
知
事
が
任
命
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

③　

行
政
区
に
区
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
住
民
の
公
選
に
よ
る
会
議
制
の
助
言
勧
告
機
関
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

④　

そ
の
他
は
、
概
ね
現
行
地
方
自
治
法
の
行
政
区
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

◆
民
主
化
政
策
の
転
換

こ
う
し
た
な
か
、
旧
来
の
日
本
の
体
制
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
方
針
は
、
日
本

を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
の
変
化＊

３

を
受
け
、
日
本
を
経
済
的
に
自
立
さ
せ
て
資
本
主
義
陣
営
の
有
力
な
一
国
と
す
る
た
め
、

大
き
く
転
換
し
て
い
き
ま
す
。

最
高
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
昭
和
24
（
１
９
４
９
）
年
の
年
頭
の
辞
で
、
い
ま
や
日
本
復
興
計
画
の
重
点
は
政
治

か
ら
経
済
に
移
行
し
た
と
民
主
化
の
終
了
を
宣
言
し
、
ま
た
、
同
年
７
月
４
日
の
ア
メ
リ
カ
独
立
記
念
日
に
は
、
日
本
は

共
産
主
義
進
出
阻
止
の
防
壁
で
あ
る
と
の
声
明
を
発
表
し
ま
し
た
。
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
４
月
11
日
に
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
の
後
任
と
し
て
就
任
し
た
リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
中
将
は
、
同
年
５
月
１
日
、
日
本
の
独
立
に
備
え
る
た
め
占
領
軍
の
管
理
政

策
を
緩
和
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
占
領
下
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
示
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
諸
法
規
を
再
検
討
す
る
権
限
を
日
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本
政
府
に
付
与
す
る
と
の
声
明
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
声
明
を
受
け
て
、
同
月
６
日
に
吉
田
茂
内
閣
総
理
大
臣
は
私
的

諮
問
機
関
と
し
て
政
令
諮
問
委
員
会
を
設
置
し
ま
す
。
同
委
員
会
は
５
月
14
日
に
初
会
合
を
開
き
、
戦
後
改
革
の
全
面
見

直
し
を
開
始
し
ま
し
た
。
７
月
に
入
る
と
行
政
機
構
改
革
の
問
題
を
審
議
し
、
８
月
14
日
に
は
「
行
政
制
度
の
改
革
に
関

す
る
答
申
」
を
内
閣
に
提
出
し
ま
す
。
そ
の
答
申
の
骨
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

① 

簡
素
で
能
率
的
な
民
主
主
義
の
原
則
に
よ
る
行
政
制
度
を
確
立
す
る
た
め
、
中
央
・
地
方
を
通
じ
て
総
合
的
に
考

慮
す
る
こ
と
。

②
財
政
力
を
勘
案
し
て
行
政
効
果
を
考
え
、
行
政
事
務
の
範
囲
を
大
幅
に
縮
小
整
理
す
る
こ
と
。

③ 

中
央
・
地
方
の
行
政
機
構
を
整
備
簡
素
化
し
、
責
任
の
帰
属
を
明
確
に
し
、
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
し
て
の
使
命
を
達

成
せ
し
め
る
こ
と
。

④
行
政
制
度
の
改
革
に
伴
う
余
剰
人
員
の
整
理
に
つ
い
て
、
適
切
な
対
策
を
樹
立
す
る
こ
と
。

⑤
地
方
公
共
団
体
の
組
織
も
国
の
組
織
に
準
じ
、
で
き
る
だ
け
縮
小
簡
素
化
す
る
こ
と
。

こ
の
答
申
を
受
け
、
政
府
は
行
政
簡
素
化
本
部＊

４

を
設
置
し
、
中
央
・
地
方
の
行
政
の
簡
素
化
・
能
率
化
・
合
理
化
を
図

る
た
め
、
戦
後
の
地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
改
革
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

国
内
制
度
の
整
備
や
改
革
が
進
め
ら
れ
る
な
か
、
同
年
９
月
８
日
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
調
印
さ
れ
、
日

本
は
占
領
体
制
を
脱
し
て
、
独
立
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
す
。
同
時
に
日
米
安
全
保
障
条
約
も
調
印
さ
れ
、
東
西
冷

戦
下
に
お
い
て
西
側
陣
営
の
一
員
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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こ
う
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
の
方
針
転
換＊

５

と
、
日
本
政
府
に
よ
る
行
政
の
簡
素
化
・
能
率
化
を
推
進
し
て
い
く
流
れ

は
、
間
近
に
ひ
か
え
る
地
方
自
治
法
の
改
正
に
大
き
く
影
響
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

＊
３　

国
際
情
勢
の
変
化　

第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
西
側
資
本
主
義
陣
営
と
ソ
連
を
中
心
と
す

る
東
側
共
産
主
義
陣
営
の
間
で
冷
戦
が
始
ま
り
、
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
６
月
25
日
、
北
緯
38
度
線
を
境
に
ソ
連
が
占
領
し
て
い
た

北
朝
鮮
が
韓
国
に
進
軍
し
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
ま
す
。
こ
の
戦
争
に
よ
り
、
日
本
は
朝
鮮
戦
線
に
出
動
す
る
国
連
軍
（
主
に
ア
メ
リ

カ
軍
）
の
人
員
・
兵
器
・
食
糧
な
ど
の
調
達
・
補
給
の
基
地
と
さ
れ
、
朝
鮮
特
需
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
経
済
的
需
要
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
特
需
は
、
日
本
の
戦
後
復
興
を
一
気
に
加
速
さ
せ
る
カ
ン
フ
ル
剤
と
な
り
ま
し
た
。

＊
４　

行
政
簡
素
化
本
部　

内
閣
官
房
、
行
政
管
理
庁
、
法
務
府
法
制
意
見
局
、
地
方
自
治
庁
及
び
労
働
省
等
の
主
任
官
で
構
成
さ
れ

る
非
公
式
の
連
絡
機
関
と
し
て
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
８
月
28
日
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

＊
５　

占
領
政
策
の
方
針
転
換　

政
策
転
換
の
最
大
の
も
の
は
、
警
察
予
備
隊
の
創
設
で
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
は
、
昭
和
25

（
１
９
５
０
）
年
年
頭
の
辞
で
、
日
本
国
憲
法
は
自
衛
権
を
否
定
せ
ず
と
声
明
し
ま
す
。
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
る
と
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
み
で

日
本
の
治
安
維
持
や
国
土
防
衛
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
た
め
、
同
年
７
月
８
日
に
吉
田
首
相
に
７
万
５
千
人
規
模

の
国
家
警
察
予
備
隊
の
創
設
と
、
海
上
保
安
庁
の
増
強
を
書
簡
で
指
示
し
ま
す
。
警
察
予
備
隊
に
関
し
て
は
、
警
察
と
称
す
る
も
の
の
、

そ
の
性
格
は
通
常
の
警
察
と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
既
存
の
警
察
機
構
と
は
別
個
に
新
た
に
政
府
直
轄
の
部
隊
と
し
て
設
置

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
警
察
予
備
隊
は
、
そ
の
後
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
に
保
安
隊
、
昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年
に
自
衛
隊
と
改

め
ら
れ
ま
し
た
。
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三
‐
二
　
苦
境
に
立
た
さ
れ
た
特
別
区

こ
れ
ま
で
の
民
主
化
推
進
か
ら
、
行
政
の
簡
素
化
・
能
率
化
へ
と
日
本
の
制
度
改
革
の
舵
が
切
ら
れ
る
な
か
、
特
別
区

を
行
政
区
と
す
る
と
の
神
戸
委
員
会
の
勧
告
試
案
が
新
聞
に
報
道
さ
れ
、
特
別
区
関
係
者
を
動
揺
さ
せ
ま
す
。
特
別
区
は
、

憲
法
に
規
定
し
た
地
方
自
治
の
理
念
に
則
り
、
特
別
区
の
完
全
な
自
治
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
区
民
を
巻

き
込
ん
だ
運
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

◆
自
治
権
拡
充
か
ら
自
治
権
擁
護
へ

神
戸
委
員
会
か
ら
改
め
て
勧
告
さ
れ
る
と
さ
れ
た
東
京
都
の
特
例
に
関
し
て
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
８
月
14
日
、

新
聞
各
紙
が
神
戸
委
員
会
の
勧
告
試
案
を
報
道
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
区
長
公
選
制
を
廃
止
し
都
知
事
の
任
命
制
と
す

る
こ
と
や
、
都
に
行
政
事
務
を
集
中
し
区
は
都
の
下
部
機
関
（
行
政
区
）
と
す
る
方
向
性
で
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
お

り
、
特
別
区
関
係
者
に
大
き
な
衝
撃
と
動
揺
を
与
え
ま
し
た
。
こ
の
勧
告
試
案
に
対
し
、
都
側
は
歓
迎
の
意
を
示
し
ま
し

た
が
、
区
長
・
区
議
会
側
は
「
戦
時
中
の
都
制
に
も
ど
す
時
代
逆
行
の
暴
案
だ
」
と
反
対
し
、「
全
区
議
１
千
人
を
動
員

し
て
区
の
自
治
権
を
守
る
た
め
に
あ
く
ま
で
闘
う
」
姿
勢
を
示
し
ま
し
た
。

自
治
権
拡
充
を
求
め
る
特
別
区
の
意
向
に
反
す
る
試
案
の
報
道
に
よ
り
、
特
別
区
は
、
従
前
の
自
治
権
拡
充
か
ら
自
治
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権
擁
護
へ
と
当
面
の
運
動
方
針
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
実
行
委
員
会＊

１

を
設
置
し
運
動
推
進
体
制
の
強
化
を
図
り
な
が

ら
、
８
月
16
日
に
次
の
４
点
を
決
定
し
ま
す
。

①
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
（
神
戸
委
員
会
）
に
対
し
て
、
早
急
に
特
別
区
の
意
見
を
開
陳
す
る
こ
と
。

②
各
区
議
会
に
お
い
て
、
全
員
協
議
会
を
開
き
気
勢
を
挙
げ
、
世
論
を
喚
起
す
る
こ
と
。

③
吉
田
首
相
・
衆
参
両
院
議
長
・
各
政
党
の
幹
事
長
に
対
し
、
特
別
区
の
自
治
権
確
立
に
つ
い
て
要
請
す
る
こ
と
。

④
各
区
に
区
民
自
治
擁
護
連
盟
を
作
り
、
署
名
運
動
を
行
う
こ
と
。

そ
れ
を
受
け
て
、
８
月
18
日
、
国
会
及
び
政
府
等
の
関
係
方
面
に
対
し
、
区
長
会
会
長
と
議
長
会
会
長
が
連
名
で
、
一

般
の
市
と
同
様
の
自
治
権
を
求
め
る
「
特
別
区
の
自
治
権
確
立
に
関
す
る
要
請
書
」
を
提
出
し
、
協
力
を
要
望
し
ま
し
た
。

ま
た
、
同
月
20
日
に
は
、
区
側
は
神
戸
議
長
に
対
し
、
制
度
面
は
現
行
の
ま
ま
と
し
て
、
事
務
と
財
源
は
法
定
し
て
ほ
し

い
旨
の
陳
情＊

２

を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
自
治
権
拡
充
運
動
は
、
四
者
全
員
合
同
会
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
政
治
的
運
動
の
色
彩
が
強
か
っ
た
の
に

対
し
、
こ
の
自
治
権
擁
護
運
動
で
は
、
そ
の
運
動
体
と
し
て
、
新
た
に
区
民
を
巻
き
込
ん
だ
「
自
治
擁
護
連
盟
」
を
設
立

し
、
講
演
会
や
署
名
運
動
、
文
書
・
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
な
ど
で
世
論
を
喚
起
し
な
が
ら
、
運
動
を
強
力
に
展
開
す
る
方
法

が
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
８
月
21
日
四
者
全
員
合
同
会
は
、
区
民
参
加
の
自
治
権
擁
護
運
動
を
展
開
す
る
た
め
、
各
区
に
「
区
民
自
治

擁
護
連
盟
」
を
設
置
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
、
そ
の
結
成
要
綱
、
設
立
趣
意
書
及
び
規
約
の
基
準
を
定
め
ま
し
た
。
各
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区
は
、
同
月
31
日
ま
で
に
区
民
自
治
擁
護
連
盟
の
結
成
を
完

了
さ
せ
、
９
月
４
日
に
は
区
民
自
治
擁
護
連
盟
の
二
十
三
区

連
合
会
が
結
成
さ
れ
た
の
で
し
た
。

各
区
で
は
、
要
綱
に
も
と
づ
い
て
、
文
書
の
配
布
や
ポ
ス

タ
ー
・
垂
れ
幕
・
立
看
板
の
掲
出
が
行
わ
れ
、
署
名
運
動
や

講
演
会
、
区
民
大
会
等
を
実
施
し
ま
し
た
。
９
月
11
日
に
は
、

神
田
共
立
講
堂
に
お
い
て
区
民
自
治
擁
護
連
盟
二
十
三
区
連

合
大
会
が
開
催
さ
れ
、
約
１
５
０
０
人
の
参
加
者
が
見
守
る

な
か
、
議
長
会
会
長
の
挨
拶
の
あ
と
、
大
会
の
宣
言
決
議＊

３

と
、
各
区
議
長
や
区
長
代
表
ら
に
よ
る
演
説
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
連
盟
は
、
同
月
13
日
に
衆
参
両
院
、
政
府
、
都
に
対
し

て
、
翌
14
日
に
神
戸
委
員
会
に
対
し
て
大
会
の
決
議
文
を
提
出
し
ま
す
。
70
万
人
の
署
名
簿
を
も
っ
て
、
特
別
区
を
現
在

ど
お
り
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
、
そ
の
行
財
政
権
を
関
係
法
令
に
明
定
す
る
よ
う
に
要
請
し
ま
し
た
。

＊
１　

実
行
委
員
会　

昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
８
月
13
日
に
四
者
全
員
合
同
会
に
組
織
さ
れ
、
区
長
会
７
人
、
議
長
会
８
人
、
自
治

権
拡
充
委
員
長
会
９
人
、
財
政
委
員
長
会
８
人
に
よ
り
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
実
行
委
員
会
に
は
、
運
動
推
進
の
た
め
の
四
つ
の
担
当
部

会
を
設
け
、
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
担
当
部
会
（
会
長
：
大
田
区
長
）、
世
論
喚
起
担
当
部

北区区民自治擁護連盟配布文書（昭和 26 年９月）より抜粋
（大田区立郷土博物館所蔵）
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会
（
会
長
：
墨
田
区
長
）、
国
会
・
政
党
担
当
部
会
（
会
長
：
杉
並
区
長
）、
機
動
担
当
部
会
（
会
長
：
千
代
田
区
長
）

＊
２　

神
戸
議
長
談　

神
戸
議
長
は
こ
の
会
議
の
な
か
で
、
区
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
ま
す
。

「
新
聞
に
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
結
論
に
達
し
て
い
な
い
。
ま
だ
研
究
の
途
中
に
あ
る
。
ご
心
配
な
様
子
で
あ
る
が
、

都
の
区
を
行
政
区
と
す
る
な
ど
、
考
え
て
い
な
い
。
東
京
の
区
に
は
、
沿
革
と
伝
統
が
あ
る
。
外
の
大
都
市
の
行
政
区
と
、
一
様
に
考

え
る
わ
け
に
い
か
ぬ
。
東
京
に
即
応
し
た
も
の
と
し
た
い
。
し
か
し
、
二
十
三
の
市
を
作
る
と
言
う
考
え
は
な
い
。
住
民
に
直
結
し
た

団
体
と
し
て
、
伝
統
を
生
か
し
て
行
き
た
い
。
区
の
仕
事
は
、
狭
す
ぎ
る
。
も
う
少
し
区
に
与
え
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
水
道
の
如
き

は
都
で
や
る
べ
き
だ
が
、
す
べ
て
都
で
や
る
こ
と
は
よ
く
な
い
。
衛
生
の
面
で
も
、
清
掃
の
面
で
も
区
が
当
り
、
区
で
出
来
ぬ
面
を
都

で
や
る
方
が
よ
い
。
都
税
事
務
所
の
如
き
は
、
滑
稽
で
あ
る
。
仕
事
は
、
出
来
る
だ
け
区
に
お
ろ
す
考
え
を
持
つ
て
い
る
。
委
員
の
中

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
は
あ
る
が
、
私
の
気
持
ち
は
、
区
に
仕
事
を
増
や
し
た
方
が
よ
い
じ
や
な
い
か
と
、
考
え
て
い
る
。
新
聞
の

記
事
は
正
し
く
な
い
。
聞
き
流
し
に
願
い
た
い
。」

＊
３　

区
民
自
治
擁
護
連
盟
二
十
三
区
連
合
大
会
宣
言
文　
「
講
和
条
約

既
に
調
印
を
終
わ
り
、
前
途
に
輝
く
わ
が
国
、
民
主
憲
法
の
も
と
、
地
方

分
権
の
徹
底
と
、
地
方
自
治
の
円
満
な
る
発
達
こ
そ
、
ま
さ
に
国
民
に
課

せ
ら
れ
た
る
根
本
命
題
な
り
と
信
ず
。
し
か
る
に
、
東
京
都
政
の
現
状
は
、

極
端
な
る
中
央
集
権
に
よ
る
、
そ
の
官
僚
化
独
裁
政
策
を
区
政
の
面
に
具

現
し
、
も
っ
て
六
百
万
区
民
の
福
利
を
阻
害
、
そ
の
自
治
性
を
破
壊
す
る

こ
と
、
今
日
よ
り
甚
だ
し
き
は
な
し
。
か
く
の
如
き
は
、
区
民
の
理
想
と

す
る
自
治
に
逆
行
す
る
も
の
に
し
て
、
我
等
の
断
じ
て
、
承
服
し
え
ざ
る

と
こ
ろ
な
り
。
我
等
区
民
は
、
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
特
別
区
の
自
治
権

を
擁
護
し
、
も
っ
て
、
清
新
潑は
つ

刺ら
つ

た
る
区
行
政
の
建
設
に
邁ま
い

進し
ん

せ
ん
こ
と

を
期
す
。」

区民自治擁護連盟ポスター
（大田区立郷土博物館所蔵）
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◆
神
戸
委
員
会
の
見
解

こ
う
し
て
23
区
の
自
治
権
擁
護
運
動
が
展
開
さ
れ
る
な
か
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
９
月
22
日
、
神
戸
委
員
会
か
ら

東
京
都
の
特
例
を
含
む
「
行
政
事
務
再
配
分
に
関
す
る
第
二
次
勧
告
」
が
内
閣
と
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
勧
告
の
内

容
は
、
行
政
事
務
再
配
分
に
関
す
る
特
例
、
行
政
事
務
再
配
分
に
伴
い
必
要
な
事
項
、
地
方
税
財
政
制
度
の
改
正
の
３
部

構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

勧
告
で
は
、
先
の
奮
闘
も
空
し
く
、
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
、
都
は
一
つ
の
大
都
市
と
し
て
の
性
格
を
併
せ

有
し
て
い
る
と
し
、
特
別
区
が
原
則
と
し
て
市
と
同
一
の
権
能
を
有
す
る
現
行
制
度
を
改
め
、
む
し
ろ
都
の
内
部
的
組
織

に
近
い
も
の
と
す
る
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
都
区
間
の
紛
争
が
絶

え
ず
、
話
し
合
い
等
に
よ
る
自
治
的
な
解
決
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
将
来
の
紛
争
の
原
因
と
な
る
こ
と
を
な
く
す

た
め
、
都
区
間
の
事
務
領
域
を
法
律
で
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
特
別
区
の
事
務＊

４

に
つ
い
て

は
、
幼
稚
園
、
小
・
中
学
校
の
教
育
に
関
す
る
事
務
、
図
書
館
、
公
衆
浴
場
な
ど
の
設
置
・
管
理
に
関
す
る
事
務
な
ど

13
項
目
を
法
定
化
（
制
限
列
挙
）
し
、
そ
れ
以
外
の
市
の
事
務
は
原
則
、
都
の
事
務
と
す
べ
き
と
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、

都
の
事
務
で
あ
っ
て
も
、
社
会
教
育
や
生
活
保
護
に
関
す
る
事
務
な
ど
、
住
民
の
身
近
に
あ
っ
て
そ
の
意
志
を
反
映
し
つ

つ
行
う
こ
と
が
必
要
な
事
務
11
項
目
は
、
な
る
べ
く
区
長
に
委
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

神
戸
委
員
会
の
勧
告
説
明
に
よ
る
と
、
特
別
区
が
自
治
体
と
し
て
存
続
す
る
必
要
を
認
め
つ
つ
も
、
大
都
市
行
政
の
一

体
的
・
能
率
的
運
営
の
必
要
性
を
重
視
し
、
特
別
区
が
大
都
市
の
下
部
組
織
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
明
確
に
し
た
、
と
い
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う
こ
と
で
し
た
。

た
だ
し
、
区
長
の
選
任
方
法
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
が
憲
法
上
の
自
治
体
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
明
確
に
は
結
論

付
け
ら
れ
ず
、
そ
の
変
更
（
区
長
任
命
制
）
は
憲
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
勧
告
で
は
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
23
区
に
よ
る
運
動
の
収
穫
の
一
つ
と
い
え
ま
し
た
が
、
現
行
の
区
長
公
選
制
を
今
後
ど
う
し
て
い
く
か
が
、

地
方
自
治
法
改
正
の
焦
点
と
な
っ
て
い
く
の
で
し
た
。

こ
の
神
戸
勧
告
を
機
に
、
勧
告
を
支
持
し
、
よ
り
一
層
の
改
革
を
求
め
る
都
側
と
、
こ
れ
を
〝
改
悪
〟
と
し
て
反
対
す

る
区
側
と
の
対
立
が
激
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

＊
４　

特
別
区
の
事
務　

法
定
化
す
べ
き
と
さ
れ
た
13
項
目
の
事
務
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
小
・
中
学
校
及
び
幼
稚
園
の
教
育
に
関
す
る
事
務
（
た
だ
し
、
特
別
区
に
は
教
育
委
員
会
を
設
け
ず
、
教
職
員
は
都
の
吏
員
と
し
、
教
職

員
の
任
免
そ
の
他
の
人
事
、
教
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
、
教
科
書
の
採
択
等
に
関
す
る
事
務
は
都
が
行
う
。）、
②
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
事
務
（
た
だ
し
、
都
が
特
別
区
の
設
置
で
き
な
い
大
規
模
の
図
書
館
を
設
置
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。）、
③
公
衆
浴
場
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
事
務
、
④
公
益
質
屋
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
、
⑤
公
共
便
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
、
⑥
主
と
し
て

区
内
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
（
側
溝
を
含
む
。）
に
関
す
る
事
務
、
⑦
街
路
樹
及
び
植
込
地
に
関
す
る
事
務
、
⑧
街
路
の
照
明
及
び
清

掃
に
関
す
る
事
務
、
⑨
在
来
下
水
の
維
持
管
理
に
関
す
る
事
務
、
⑩
中
小
公
園
及
び
緑
地
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
、
⑪
児
童

遊
園
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
、
⑫
戸
籍
に
関
す
る
事
務
、
⑬
区
議
会
議
員
の
選
挙
そ
の
他
特
別
区
の
組
織
及
び
区
有
財
産
の

管
理
に
関
す
る
事
務

神
戸
勧
告
を
受
け
て
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
10
月
10
日
か
ら
20
日
に
か
け
て
各
区
の
区
民
自
治
擁
護
連
盟
は
署
名

の
感
謝
を
兼
ね
て
、
運
動
の
経
過
・
結
果
や
神
戸
勧
告
の
大
要
な
ど
に
つ
い
て
の
報
告
会
を
行
い
ま
し
た
。
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都
区
の
問
題
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
４
月
に
設
置
が
予
定
さ
れ
る
地
方
制
度
調
査
会
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

た
め
、
昭
和
26
年
12
月
１
日
、
連
盟
の
垂
れ
幕
や
立
看
板
は
一
時
撤
去
し
、
情
勢
の
推
移
を
見
守
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

◆
都
区
の
全
面
対
立

神
戸
委
員
会
の
勧
告
の
あ
と
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
12
月
１
日
の
四
者
全
員
合
同
会
で
は
、
今
後
の
運
動
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
基
本
方
針
を
定
め
ま
す
。

①
現
在
の
特
別
区
の
地
位
と
権
限
を
、
実
質
的
に
確
保
す
る
こ
と
。

②
あ
く
ま
で
相
手
方
を
納
得
せ
し
め
る
よ
う
、
理
論
的
・
科
学
的
・
紳
士
的
に
推
進
す
る
こ
と
。

こ
の
方
針
に
も
と
づ
き
、
特
別
区
は
同
年
12
月
14
日
に
政
府
・
国
会
に
対
し
、
特
別
区
を
一
般
の
市
と
同
様
に
基
礎
的

な
自
治
体
と
す
る
こ
と
（
性
格
）
や
、
行
政
権
・
財
政
権
・
人
事
権
・
議
会
の
組
織
運
営
・
法
令
の
改
正
に
つ
い
て
要
望

書
を
提
出
し
ま
す
。

都
側
は
神
戸
委
員
会
の
勧
告
を
受
け
、
都
議
会
議
員
待
遇
者
会
と
都
議
会
が
さ
ら
な
る
改
革
を
求
め
て
政
府
や
国
会
に

働
き
か
け
ま
す
。
一
方
、
区
側
も
区
議
会
議
員
待
遇
者
会＊

５

や
区
議
会
に
お
い
て
特
別
区
の
自
治
権
擁
護
の
た
め
対
抗
策
を

講
じ
て
い
き
ま
す
。

昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
11
月
８
日
、
東
京
都
議
会
議
員
待
遇
者
会
は
、
第
二
次
神
戸
勧
告
に
賛
意
を
表
し
な
が
ら
も
、

画が

竜り
ょ
う

点て
ん

睛せ
い

を
欠
く
と
し
て
、
さ
ら
に
区
長
公
選
制
を
廃
止
し
知
事
任
命
制
と
す
る
こ
と
、
区
に
勤
務
す
る
職
員
を
す
べ
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て
都
の
吏
員
と
す
る
こ
と
を
強
く
希
望
し
た
意
見
書
「
東
京
都
制
改
革
に
関
す
る
意
見
」
を
政
府
、
国
会
に
提
出
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
四
者
会
長
（
区
長
会
会
長
、
議
長
会
会
長
、
自
治
権
拡
充
委
員
長
連
合
会
会
長
、
財
政
委
員
長
連
合
会

会
長
）
は
、
区
議
会
議
員
待
遇
者
会
に
都
側
の
主
張
へ
の
反
論
を
依
頼
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
同
年
12
月
21
日
の
都
議
会
で
、
先
の
都
議
会
議
員
待
遇
者
会
の
意
見
書
の
要
望
に
加
え
、
特
別
区
に
お
い
て

処
理
す
る
事
務
は
可
及
的
に
拡
充
す
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
「
行
政
事
務
再
配
分
に
関
す
る
第
二
次
勧
告
に
対
す
る
意
見

書
（
請
願
）」
を
議
決
し
、
そ
の
実
現
に
つ
い
て
国
会
に
請
願
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
も
、
各
区
議
会
は
、
翌
年

１
月
21
日
の
議
長
会
の
決
定
に
も
と
づ
き
、
現
行
の
特
別
区
制
度
堅
持
の
議
決
を
行
い
、「
特
別
区
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
意
見
書＊

６

」
を
政
府
、
国
会
に
提
出
す
る
と
い
う
対
抗
措
置
を
講
じ
ま
す
。
ま
た
、
先
の
四
者
会
長
か
ら
依
頼
を
受

け
た
区
議
会
議
員
待
遇
者
会
に
お
い
て
も
、
区
議
会
の
意
見
書
と
同
趣
旨
の
「
特
別
区
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
要
請

書
」
を
決
定
し
、
同
年
２
月
26
日
に
こ
れ
を
政
府
、
国
会
に
提
出
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
特
別
区
と
都
は
全
面
的
に
対
立
し
、
首
都
行
政
の
円
滑
な
運
営
が
期
し
が
た
い
段
階
に
達
し
た
の

で
す
。＊

５　

区
議
会
議
員
待
遇
者
会　

各
区
の
議
会
に
お
い
て
、
満
８
年
（
２
期
）
以
上
議
員
の
職
に
あ
っ
た
者
が
退
職
し
た
の
ち
、
議
員

待
遇
者
と
し
て
礼
遇
す
る
制
度
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
待
遇
者
会
で
は
、
区
政
に
協
力
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
区
政
に
つ
い
て
の
情
報

交
換
や
会
員
の
福
利
厚
生
、
そ
の
他
会
員
の
親
睦
に
関
す
る
こ
と
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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＊
６　

特
別
区
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
意
見
（
要
請
）
書　

各
区
議
会
及
び
区
議
会
議
員
待
遇
者
会
が
政
府
・
国
会
に
提
出
し
た

第
二
次
神
戸
勧
告
に
対
す
る
意
見
書
は
、
主
に
特
別
区
の
性
格
、
首
長
、
行
政
・
財
政
・
人
事
権
、
議
会
の
組
織
運
営
等
に
つ
い
て
、

現
行
地
方
自
治
法
の
規
定
ど
お
り
特
別
区
に
市
と
同
様
の
権
限
を
認
め
る
こ
と
と
そ
の
実
現
に
向
け
た
法
令
改
正
を
求
め
る
も
の
で
し

た
。

三
‐
三
　
自
治
の
後
退

政
令
諮
問
委
員
会
や
神
戸
委
員
会
の
第
二
次
勧
告
を
受
け
、
政
府
は
地
方
自
治
法
改
正
案
を
策
定
し
、
国
会
に
提
出
し

ま
す
。
改
正
案
で
は
、「
特
別
区
は
原
則
市
と
同
じ
権
能
を
有
す
る
」
と
い
う
従
来
の
原
則
が
否
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
神
戸
勧
告
で
は
触
れ
て
い
な
か
っ
た
区
長
任
命
制
ま
で
も
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
区
側
が
全
く
容
認
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。
特
別
区
は
こ
の
改
悪
を
阻
止
す
る
た
め
、
法
律
案
の
審
議
過
程
に
そ
っ
て
、
４
か
月
に
及
ぶ

「
地
方
自
治
法
改
悪
反
対
運
動
」
を
展
開
し
ま
す
。
こ
の
運
動
に
よ
り
、
特
別
区
の
行
政
区
化
は
阻
止
さ
れ
た
こ
と
、
区

長
直
接
公
選
制
は
廃
止
さ
れ
て
も
、
都
知
事
に
よ
る
任
命
制
か
ら
議
会
選
任
制
へ
議
員
修
正
さ
れ
た
こ
と
な
ど
抵
抗
の
収

穫
は
あ
り
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は
都
を
基
礎
的
な
自
治
体
と
す
る
改
正
地
方
自
治
法
が
成
立
し
て
し
ま
う
の
で
し
た
。

◆
地
方
自
治
法
改
悪
反
対
運
動
の
展
開

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
３
月
１
日
、
朝
日
・
読
売
新
聞
が
、
国
会
に
提
出
が
予
定
さ
れ
る
地
方
自
治
法
改
正
要
綱＊

１

を
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ス
ク
ー
プ
し
ま
し
た
。
そ
の
要
綱
の
趣
旨
に
は
、
特
別
区
長
の
公
選
制
を
廃
止
し
任
命
制
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
重
大
な

意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
報
道
で
は
、
都
に
市
と
同
じ
性
格
が
与
え
ら
れ
（
特
別
区
は
行
政
区
化
さ
れ
）、
区

長
は
都
知
事
の
任
命
制
と
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
区
側
は
、
か
ね
が
ね
都
が
意
図
す
る
区
長
公
選
廃
止
に
つ
い
て
は

い
た
く
憤
激
し
、
そ
の
対
策
は
練
っ
て
い
た
も
の
の
、
根
本
的
な
問
題
は
４
月
発
足
予
定
の
地
方
制
度
調
査
会
に
持
ち
込

ま
れ
る
と
構
え
て
い
た
矢
先
で
、
重
大
な
局
面
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
報
道
を
受
け
て
至
急
区
長
会
と
議
長
会
が
開
か
れ
、
改
正
案
の
閣
議
決
定
を
阻
止
し
、
反
対
運
動
を
展
開
し
て
い

く
こ
と
を
決
定
し
ま
す
が
、
ひ
と
ま
ず
緊
急
措
置
と
し
て
、
３
月
４
日
夜
か
ら
翌
５
日
早
朝
に
か
け
て
全
閣
僚
へ
の
陳
情

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
３
月
６
日
に
開
催
さ
れ
た
四
者
全
員
合
同
会
で
は
、
反
対
運
動
の
機
動
性
を
高
め
る
た
め
に
指

導
部＊

２

を
設
置
し
、
19
日
ま
で
の
約
２
週
間
に
わ
た
り
23
区
内
選
出
の
国
会
議
員
と
懇
談
、
陳
情
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
決

定
し
ま
す
。
ま
た
、
定
例
閣
議
前
日
の
３
月
17
日
に
京
橋
公
会
堂
に
お
い
て
地
方
自
治
法
改
悪
反
対
の
た
め
の
連
合
区
民

大
会
（「
官
僚
独
善
・
民
主
政
治
逆
行
・
地
方
自
治
法
改
悪
反
対
連
合
区
民
大
会
」）
が
開
催
さ
れ
、
約
８
０
０
人
が
参
加
し
ま

し
た
。
大
会
後
、「
中
央
集
権
、
官
僚
政
治
復
元
の
動
向
を
排
撃
し
、
憲
法
の
精
神
に
則
り
６
０
０
万
区
民
の
自
治
権
を

死
守
す
る
こ
と
」
や
「
特
別
区
の
制
度
改
正
案
は
来
る
べ
き
地
方
制
度
調
査
会
に
お
い
て
民
主
的
に
審
議
す
べ
き
こ
と
」

を
要
望
し
た
決
議
書
が
政
府
・
各
党
へ
と
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
３
月
11
日
、
特
別
区
の
代
表
十
数
人
が
地
方
自
治
庁
次
長
と
会
見
し
、
自
治
法
改
正
案
を
示
さ
れ
意
見

を
求
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
改
正
案
に
は
区
長
任
命
制
の
条
項
は
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
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し
か
し
、
３
月
20
日
に
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案＊

３

」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
区
長
任
命
の
条
項
が
初
め

て
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
翌
21
日
、
す
ぐ
に
四
者
全
員
合
同
会
が
開
か
れ
、
今
後
の
運
動
目
標
と
し
て
①
国
会
提
案
の

阻
止
、
②
国
会
提
案
と
な
っ
た
場
合
、
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
・
否
決
を
願
う
こ
と
、
③
衆
議
院
通
過
の
場
合
に
は
、
参

議
院
に
お
い
て
修
正
・
否
決
を
願
う
こ
と
を
決
定
し
ま
す
。
期
間
は
今
次
国
会
提
案
を
見
合
わ
せ
、
地
方
制
度
調
査
会
に

か
か
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
ま
で
と
さ
れ
ま
し
た
。
特
別
区
は
、
こ
の
目
標
に
そ
っ
て
、
国
会
・
政
党
・
市
町
村
に
対
し

て
は
地
元
区
及
び
指
導
部
が
、
区
民
に
対
し
て
は
再
び
区
民
自
治
擁
護
連
盟
・
同
連
合
会
が
運
動
を
行
う
こ
と
と
な
り
、

こ
の
先
７
月
ま
で
約
４
か
月
間
の
反
対
運
動
が
続
い
て
い
く
の
で
し
た
。

３
月
23
日
、
特
別
区
は
全
国
会
議
員
に
対
し
て
、
特
別
区
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
近
く
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い
る

地
方
制
度
調
査
会
に
お
い
て
、
特
別
区
関
係
者
を
委
員
に
加
え
十
分
に
そ
の
意
向
を
聴
い
て
、
民
主
的
か
つ
慎
重
に
審
議

し
て
ほ
し
い
旨
の
陳
情
書
を
郵
送
し
、
ま
た
全
国
の
２
６
９
市
と
２
０
０
町
の
長
・
議
長
に
も
自
治
権
擁
護
の
協
力
依
頼

を
行
い
ま
す
。
区
民
に
対
し
て
は
、
各
区
の
区
民
自
治
擁
護
連
盟
が
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
12
月
以
来
自
粛
し
て
い
た

垂
れ
幕
・
立
看
板
・
ポ
ス
タ
ー
の
掲
出
、
宣
伝
カ
ー
の
出
動
、
区
民
大
会
や
署
名
運
動
な
ど
を
再
開
し
ま
す
。
ま
た
、
区

民
自
治
擁
護
連
盟
連
合
会
主
催
の
も
と
再
び
「
官
僚
独
善
・
民
主
政
治
逆
行
・
地
方
自
治
法
改
悪
反
対
連
合
区
民
大
会
」

が
４
月
５
日
永
田
町
小
学
校
講
堂
で
開
催
さ
れ
、
前
回
に
ま
さ
る
盛
況
を
み
せ
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
都
で
は
都
議
会
議
員
を
使
者
と
し
て
裏
で
区
議
会
に
対
す
る
切
り
崩
し
工
作
を
行
い
ま
す
。
そ
の
内
容

は
、
都
税
事
務
所
・
保
健
所
・
福
祉
事
務
所
を
区
に
移
し
、
十
分
な
財
政
措
置
を
す
る
、
つ
い
て
は
知
事
・
副
知
事
・
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都
議
会
正
副
議
長
・
各
派
幹
事
長
と
で
話
し
合
い
た
い
、

と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
区
長
会
及
び
議

長
会
で
は
、
そ
の
策
謀
に
陥
ら
ぬ
よ
う
決
意
を
新
た
に

し
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
克
服
し
て
現
行
特
別
区
制
の
確

保
に
邁
進
す
る
こ
と
を
決
意
表
明
す
る
の
で
し
た
。

政
府
に
お
い
て
は
、
首
相
は
全
面
的
に
改
正
案
を
支

持
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
、
担
当
の
国
務
大
臣
は
閣
議

決
定
ど
お
り
に
国
会
に
提
出
す
る
考
え
で
し
た
。
ま
た
、

当
時
の
自
由
党
内
の
実
力
者
で
あ
る
農
林
大
臣
は
都
知
事
を
支
持
し
て
お
り
、
依
然
形
勢
は
都
側
に
優
位
な
状
況
で
し
た＊

４

。

こ
う
し
た
曲
折
を
経
て
、
区
長
公
選
制
廃
止
を
含
む
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
つ
い
に
４
月
23
日
第

13
回
国
会
に
上
程
さ
れ
、
衆
議
院
の
地
方
行
政
委
員
会
に
お
い
て
審
議
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

＊
１　

地
方
自
治
法
改
正
要
綱　

こ
の
要
綱
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
２
月
29
日
の
臨
時
次
官
会
議
に
付
議
さ
れ
た
も
の
で
、
す

で
に
地
方
自
治
庁
は
こ
の
要
綱
の
線
で
条
文
化
し
た
分
厚
い
成
案
を
得
て
、
こ
れ
を
法
務
府
法
制
意
見
局
に
回
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
改
正
要
綱
を
決
定
し
た
地
方
自
治
庁
の
諮
問
機
関
で
あ
る
自
治
委
員
会
議
は
、
メ
ン
バ
ー
と
し
て
知
事
代
表
（
都
知
事
）、
議
会
代

表
（
都
議
会
議
長
外
２
名
）、
市
長
代
表
（
川
崎
市
長
）、
町
村
長
代
表
（
津
田
沼
町
長
）、
学
識
経
験
者
２
名
（
田た

中な
か

二じ

郎ろ
う

外
１
名
）
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
区
側
の
代
表
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
都
側
の
主
張
が
反
映
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

大田区自治擁護連盟ポスター（昭和27年４月）
（大田区立郷土博物館所蔵）
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＊
２　

指
導
部　

部
員
は
四
者
会
長
の
ほ
か
に
、
千
代
田
・
新
宿
の
両
区
長
を
加
え
、
部
長
は
区
長
会
会
長
が
務
め
ま
し
た
。

＊
３　

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案　

地
方
自
治
庁
は
改
正
提
案
理
由
と
し
て
、
地
方
自
治
法
の
組
織
に
関
す
る
規
定
を

整
備
し
て
そ
の
大
綱
を
定
め
る
と
と
も
に
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
基
本
的
関
係
を
明
確
化
し
、
あ
わ
せ
て
地
方
公
共
団
体
の
組

織
の
簡
素
化
及
び
運
営
の
合
理
化
を
図
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
要
点
は
、
①
議
員
定
数
の
縮
減
（
戦
前
の
数
を
基
準
に
し
て
法

定
化
す
る
、
ま
た
基
準
数
は
公
聴
会
を
開
い
た
上
で
、
条
例
で
増
減
で
き
る
）、
②
現
行
の
定
例
会
制
度
を
通
常
会
制
度
に
変
更
（
定
例
会
の

回
数
の
縮
減
）、
③
部
局
の
縮
減
（
標
準
局
部
数
を
定
め
、
増
や
す
場
合
は
あ
ら
か
じ
め
総
理
大
臣
と
協
議
）、
④
自
治
体
相
互
間
の
簡
易
な
協

力
方
式
の
新
設
（
協
議
会
の
設
置
、
機
関
・
職
員
の
共
同
設
置
、
事
務
の
委
託
）、
⑤
特
別
区
の
区
長
任
命
制
等
の
問
題
、
な
ど
で
し
た
。

＊
４　

都
区
に
関
す
る
自
治
法
改
正
の
背
景　

地
方
自
治
庁
次
長
を
務
め
た
鈴
木
俊
一
氏
は
、
当
時
の
特
別
区
制
度
の
改
正
を
め
ぐ
る

状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
特
別
区
の
制
度
改
正
と
い
う
の
は
、
僕
ら
は
そ
こ
ま
で
突
っ
込
ん
で
考
え
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
け
れ
ど
も
、
東
京
都
側
が
非
常
に
強
く
希
望
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
ひ
と
り
安
井
さ
ん
だ
け
で
は
な
く
て
、
都
庁
と
し
て
こ
れ
で

は
も
う
仕
事
に
な
ら
な
い
と
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
す
で
に
地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
の
中
で

も
、
政
令
諮
問
委
員
会
の
ほ
う
に
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
空
気
が
す
で
に
そ
の
方
面
に
も
、
反
映
し
て

お
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
区
長
の
選
任
制
の
よ
う
な
案
が
出
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
も
そ
う
い
う
都
庁
の
ほ
う
の
意

向
を
汲
ん
で
、
改
正
案
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。
執
行
側
だ
け
で
は
な
く
て
都
議
会
の
ほ
う
も
同
様
の
考
え
方
で
し
た
ね
。」（『
鈴
木
俊
一

著
作
集 

別
巻
』）

ま
た
、
当
時
都
の
総
務
局
職
員
で
あ
っ
た
小
澤
氏
は
、
安
井
都
知
事
は
「
自
治
法
の
特
別
区
制
度
は
飛
躍
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の

理
想
を
追
う
政
策
が
性
急
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
そ
こ
ま
で
地
方
行
政
は
成
熟
し
て
い
な
い
か
ら
現
実
と
合
わ

な
い
」
と
言
っ
て
い
た
と
回
想
し
て
い
ま
す
。（『
東
京
都
政
五
十
年
史 
通
史
』）

◆
修
正
案
の
妥
結

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
４
月
25
日
に
開
か
れ
た
衆
議
院
の
地
方
行
政
委
員
会
で
は
、
国
務
大
臣
か
ら
改
正
案
の
提
案
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理
由
と
重
要
な
改
正
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
大
臣
は
今
回
の
改
正
に
つ
い
て
、
大
都
市
に
お
け
る
行
政
の

統
一
的
か
つ
能
率
的
な
処
理
を
で
き
る
だ
け
確
保
す
る
た
め
、「
特
別
区
は
そ
の
実
体
に
即
す
る
よ
う
に
、
大
都
市
の
内

部
的
部
分
団
体
と
し
て
そ
の
性
格
に
変
更
を
加
え
、
都
と
特
別
区
の
一
体
的
関
係
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
特
別
区
の

区
域
内
の
都
民
に
、
身
近
な
事
務
は
原
則
と
し
て
特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
実
質
的
に
は
特
別
区
の
権
能
に
属
す

る
事
務
を
増
加
す
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。
政
府
は
、
こ
う
し
た
「
都
と
区
の
一
体
性
」
の
確
保
を
改
正
案
の
審
議
過
程

を
と
お
し
て
強
く
主
張
し
て
い
き
ま
し
た
。

特
別
区
の
区
長
の
公
選
制
度
を
都
知
事
の
任
命
制
に
改
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
内
外
で
激
し
く
そ
の
合
憲
性＊

５

が
論
争
さ
れ
ま
し
た
。
特
別
区
は
、
区
長
任
命
制
は
戦
争
当
時
の
よ
う
に
都
知
事
の
独
裁
と
官
僚
の
独
善
に
戻
そ
う
と
い

う
の
が
ね
ら
い
で
あ
り
、
時
代
に
逆
行
す
る
非
民
主
的
な
改
正
案
で
あ
る
と
批
判
し
ま
す
。
こ
う
し
た
特
別
区
の
激
し
い

反
対
を
受
け
、
事
態
を
憂
慮
し
た
東
京
都
選
出
の
自
由
党
代
議
士
が
調
停
に
乗
り
出
し
、
元
東
京
市
長
で
あ
っ
た
議
員
が

調
停
あ
っ
せ
ん
者
と
な
っ
て
事
態
を
収
拾
す
る
動
き
が
出
始
め
ま
す
。
５
月
13
日
以
降
、
都
区
自
由
党
議
員
代
表
（
区
側

自
由
党
代
表
は
文
京
・
新
宿
・
江
東
の
三
議
長
）
に
よ
る
会
談
が
開
催
さ
れ
、
同
月
26
日
に
は
、
自
由
党
東
京
代
議
士
会
か

ら
区
側
に
法
令
改
正
に
関
す
る
調
停
案
（
修
正
要
項＊
６

）
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
区
側
は
条
件
付
き＊

７

で
了
承
し
た
こ
と

に
よ
り
、
６
月
６
日
の
委
員
会
に
お
い
て
自
由
党
及
び
改
進
党
両
党
か
ら
、
区
長
の
任
命
制
を
「
都
知
事
の
同
意
を
得
て
、

区
議
会
が
こ
れ
を
選
任
す
る
」
方
式
へ
と
改
め
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
本
修
正
案＊

８

は
可
決
さ
れ
、
翌
７
日
に
本

会
議
に
お
い
て
も
可
決
さ
れ
た
あ
と
、
参
議
院
に
送
付
さ
れ
ま
し
た
。
参
議
院
で
は
す
で
に
４
月
下
旬
よ
り
予
備
審
査
が
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行
わ
れ
て
お
り
、
参
議
院
で
も
若
干
の
修
正
が
あ
り
ま
し
た
が
、
つ
い
に
法
律
案
は
第
13
回
国
会
の
最
終
日
の
７
月
31
日

に
成
立
し
、
８
月
15
日
に
改
正
地
方
自
治
法
が
公
布
さ
れ
た
の
で
し
た
。

＊
５　

区
長
任
命
制
の
合
憲
性　

昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
４
月
３
日
に
、
23
区
は
四
者
会
長
連
名
を
も
っ
て
、
弁
護
士
会
に
対
し
区

長
公
選
制
廃
止
と
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
判
断
を
求
め
た
結
果
、
次
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
弁
護
士
協
会
（
６
月
７
日
）「
特
別
区
の
区
長
を
任
命
制
と
す
る
改
正
案
は
明
ら
か
に
憲
法
違
反
で
あ
る
。
特
別
区
は
憲
法
上
の

地
方
公
共
団
体
で
あ
り
、
国
会
が
特
別
区
の
憲
法
上
の
地
位
を
抹
殺
せ
ん
と
す
る
に
は
、
そ
の
立
法
条
件
と
し
て
特
別
区
住
民
の
投
票

で
過
半
数
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。」

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
６
月
９
日
）「
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
特
別
区
の
性
格
を
変
更
し
又
は
区
長
を
都
知
事
任
命
制
に
改
め
る

に
は
憲
法
第
95
条
に
よ
る
住
民
の
一
般
投
票
で
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

＊
６　

自
由
党
東
京
代
議
士
に
よ
る
修
正
要
項　

代
議
士
か
ら
提
示
さ
れ
た
修
正
要
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
第
２
８
１
条
第
１
項
「
都
に
区
を
置
き
、
こ
れ
を
特
別
区
と
い
う
。」
を
現
行
規
定
の
と
お
り
「
都
の
区
は
、
こ
れ
を
特
別
区
と

い
う
。」
と
改
め
る
。
②
第
２
８
１
条
の
２
第
１
項
の
区
長
任
命
に
関
す
る
事
項
は
、「
特
別
区
の
区
長
は
、
特
別
区
の
議
会
の
議
員
の

選
挙
権
を
有
す
る
年
齢
満
25
年
以
上
の
も
の
の
中
か
ら
、
都
知
事
の
同
意
を
得
て
、
区
議
会
が
こ
れ
を
選
任
す
る
。」
と
改
め
る
。
③

第
２
８
２
条
第
１
項
を
「
都
は
、
条
例
で
、
特
別
区
の
事
務
及
び
所
要
財
源
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
相
互
間
並
び
に
都
と
特
別
区
の

間
の
調
整
上
必
要
な
規
定
を
、
特
別
区
と
協
議
の
上
設
く
る
も
の
と
す
る
。」
と
改
め
る
。
④
区
の
性
格
に
関
す
る
規
定
中
「
準
用
」

を
「
適
用
」
に
改
め
る
。
⑤
現
職
区
長
に
関
す
る
経
過
規
定
を
「
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ
る
特
別
区
の
区
長
は
、
改

正
後
の
地
方
自
治
法
第
２
８
１
条
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
く
る
こ
と
な
く
、
昭
和
30
年
３
月
31
日
ま
で
そ
の
任
期
を
延
長
す

る
。」
と
改
め
る
。
⑥
事
務
の
配
分
や
財
源
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
お
い
て
具
体
的
に
取
扱
う
。

な
お
、
⑤
の
区
長
選
任
方
法
変
更
に
関
す
る
経
過
規
定
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
か
ら
代
議
士
の
調
停
案
と
異
な
る

修
正
案
が
出
さ
れ
、
昭
和
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
任
期
満
了
又
は
退
職
・
死
亡
に
よ
る
後
任
区
長
の
補
充
は
即
間
接
選
挙
に
な
る
と
い
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う
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
特
別
区
の
期
待
を
大
き
く
裏
切
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
区
側
は
、
自
由
党
東
京
代

議
士
会
へ
修
正
要
項
に
対
す
る
回
答
の
取
消
文
を
送
付
す
る
な

ど
折
衝
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
結
局
は
修
正
案
の
方
針
が
採

用
さ
れ
ま
し
た
。

＊
７　

条
件
付
き　

修
正
要
項
に
つ
い
て
、
特
別
区
は
次
の
よ

う
な
条
件
の
も
と
修
正
要
項
を
承
諾
し
ま
し
た
。

①
区
長
の
選
任
方
法
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
の
精
神
に
合
致

す
る
よ
う
将
来
と
も
ご
配
慮
を
願
う
。
②
事
務
の
法
定
に
つ
い

て
、
概
括
例
示
的
と
し
、
現
在
特
別
区
が
執
行
し
て
い
る
も
の

（
診
療
所
、
小
売
市
場
、
共
同
作
業
場
等
）
と
、
都
区
共
同
連
署
で

政
府
に
要
請
す
る
こ
と
に
意
見
一
致
し
て
い
る
も
の
（
福
祉
事

務
所
の
設
置
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
事
務
）
を
追
加
願
う
。
③
財

源
の
法
定
に
つ
い
て
、
法
定
事
務
に
対
す
る
財
源
の
一
部
と
し

て
住
民
税
等
を
特
別
区
税
と
す
る
こ
と
に
改
正
を
願
う
。
④
そ

の
他
（
競
馬
の
継
続
開
催
、特
別
区
人
事
委
員
会
の
継
続
設
置
な
ど
）

＊
８　

修
正
案　

議
会
制
度
の
改
正
、
特
に
議
員
定
数
の
縮
減

の
問
題
に
対
し
て
は
、
地
方
議
会
関
係
者
か
ら
、「
地
方
分
権
、

民
主
化
の
原
則
に
反
し
地
方
住
民
の
意
思
機
関
で
あ
る
議
会
軽

視
を
示
す
も
の
で
、
民
主
政
治
の
本
質
に
反
し
、
時
代
に
逆
行

す
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
強
力
な
反
対
運
動
が
起
こ
り
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
議
員
定
数
に
関
す
る
基
準
の
改
正
は
削
除
さ

　　「都の区」の性格

自治法第281条第1項「都の区は、これを特別区という。」という規定は、
当初改正案で「都に区を置き、これを特別区という。」とされていました。
この理由として、衆議院の地方行政委員会（昭和27年5月28日）で政府委
員から次のような答弁がなされています。
「この区というものの性格は、やはり都と離れてある本来存する区とい

うよりも、やはり都と一体になつてあるべき一つの機能的な地位を持つと
ころの区である、こういう考え方であります。現行法の「都の区は、これ
を特別区という。」これはその点を特に明確にうたつていないのでありま
すが、「都に区を置き、」という言葉にこれをかえることによりまして、区
というものはやはり都と一体になつて仕事をすべきそういう性格のもので
ある。」

このように、改正案は都の区が都の内部的な区であるということを明ら
かにすることを目的としていましたが、衆議院修正によって文言は現行の
ままとされました。



111　三　都区間紛争の結末

れ
、
議
会
の
開
催
回
数
に
つ
い
て
も
、
定
例
会
制
度
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
政
府
案
は
大
幅
に
修
正
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
都
道

府
県
の
法
定
部
局
に
つ
い
て
も
、
部
局
を
増
加
す
る
場
合
の
総
理
大
臣
の
事
前
協
議
は
事
後
報
告
に
改
め
ら
れ
る
な
ど
、
地
方
公
共
団

体
の
組
織
の
簡
素
化
を
目
的
と
し
た
自
治
法
改
正
は
か
な
り
後
退
し
ま
し
た
。

◆
違
憲
訴
訟

先
ほ
ど
み
た
よ
う
に
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
３
月
21
日
の
四
者
全
員
合
同
会
で
は
、
特
別
区
の
反
対
運
動
の
方
針

と
し
て
、
衆
議
院
・
参
議
院
対
策
と
あ
わ
せ
て
、
最
終
段
階
で
は
区
長
の
公
選
制
廃
止
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
訴
訟
を

起
こ
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
５
月
21
日
の
四
者
合
同
会
は
、
衆
議
院
地
方
行
政
委
員
会
の
審
議
状
況
か
ら
、

運
動
は
参
議
院
対
策
及
び
最
高
裁
提
訴
の
段
階
に
入
る
べ
き
と
判
断
し
、
６
月
10
日
、
全
区
長
は
最
高
裁
判
所
に
対
し
て
、

区
長
公
選
制
廃
止
の
違
憲
訴
訟
を
個
人
の
資
格
で
提
起
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
７
月
９
日
に
改
正
法
律
案
が
参
議
院
本
会

議
で
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
日
に
開
催
し
た
四
者
全
員
合
同
会
で
は
、
今
後
は
従
来
か
ら
の
方
針
で
あ
る
地
方
制

度
調
査
会
へ
の
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
、
特
別
区
と
し
て
の
提
訴
は
改
正
地
方
自
治
法
の
施
行
後
に
適
当
な
時

期
を
み
て
行
う
こ
と
に
し
、
区
長
ら
は
改
正
法
律
案
の
提
案
行
為
無
効
を
求
め
る
提
訴
を
ひ
と
ま
ず
取
り
下
げ
る
こ
と
に

し
ま
す
。

８
月
６
日
に
開
か
れ
た
区
長
会
・
議
長
会
役
員
合
同
会
で
は
、
こ
の
提
訴
を
有
志
が
行
う
こ
と
に
意
見
が
ま
と
ま
り
、

同
月
中
に
文
京
区
議
会
議
員
ほ
か
２
名
か
ら
最
高
裁
に
違
憲
訴
訟
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
地
方
自
治
法
第
２
８
１
条
の

２
第
１
項
及
び
そ
の
附
則
第
14
条
の
規
定
（
す
な
わ
ち
、
都
の
特
別
区
の
住
民
か
ら
特
別
区
の
区
長
の
選
挙
権
を
剝
奪
す
る
規
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定
）
は
無
効
と
す
る
請
求
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
高
裁
は
本
件

の
よ
う
な
具
体
的
な
権
利
義
務
に
関
係
の
な
い
抽
象
的
な
事
項
に

つ
い
て
は
審
理
せ
ず
と
し
て
、
訴
え
は
却
下
さ
れ
ま
し
た
。
地
方

自
治
法
改
正
後
も
、
渋
谷
区
民
や
世
田
谷
区
民
か
ら
区
長
の
議
会

選
任
制
に
対
し
違
憲
訴
訟
や
区
長
選
任
無
効
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ

ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
内
容
の
審
理
に
入
ら
な
い
ま
ま
棄
却
さ
れ

ま
し
た
。

◆
運
動
の
閉
幕

改
正
地
方
自
治
法
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
９
月
１
日
に

施
行
さ
れ
、
同
日
付
け
で
自
治
庁
長
官
か
ら
各
都
道
府
県
知
事

宛
て
に
施
行
通
達
（
自
甲
第
66
号
）
が
出
さ
れ
ま
す
。
通
達
に
は
、

こ
れ
ま
で
都
区
間
の
事
務
及
び
財
源
の
配
分
が
明
白
で
な
か
っ
た

の
で
、
都
区
間
の
合
理
的
調
整
を
図
り
大
都
市
の
統
一
的
か
つ
能

率
的
処
理
を
確
保
す
る
た
め
に
、「
都
が
特
別
区
の
存
す
る
区
域

を
基
礎
と
し
て
成
立
す
る
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
性
格
を

　　特別区は憲法上の自治体か

参議院の地方行政委員会（昭和27年6月18日）で行われた答弁において、
国務大臣は特別区の性格について次のような発言をしています。
「地方自治法制定の際は特別区は憲法上の地方公共団体として発足した

ものでありますが、その後の特別区の制定に鑑みまして、都道府県市町村
とはその性格が異なっておりますので、今回改正を加えまして、憲法上の
本来の地方公共団体ならざるものとして立案いたしたのであります。従い
まして区長の公選制度を廃止いたしましても憲法違反の問題は起こらない
と存じます。以上の見解は、法制意見長官とも打合せをした政府の統一的
解釈として申し上げる次第であります。」

憲法93条第2項は「地方公共団体の長（…）は、その地方公共団体の住
民が、直接これを選挙する。」と定めていますが、特別区はこの地方公共
団体にあたらず、区長公選制の廃止は違憲ではないとしたのです。



113　三　都区間紛争の結末

地方自治法改悪反対運動の経過
内容 経過

第
１
段
階

閣
議
決
定
阻
止

日程目的

3/4
～

3/19

◦ 陳情（全閣僚、区内選出代議士、特定代議士、都
区調整協議会中立委員、地方自治庁）

◦二十三区連合区民大会

3/20
閣議決定

第
２
段
階

国
会
提
案
阻
止

3/21
～

4/22

◦ 陳情（全国会議員、衆参両院議長、衆参両院地方
行政委員、各党本部・政調会）

◦市町村への自治権擁護協力依頼
◦ 街頭演説、区民大会、垂れ幕・立看板・ポスタ

ーの掲出、新聞広告等による宣伝
◦二十三区連合区民大会
◦署名（区内選出・在京国会議員、区民）

4/23
国会提案

第
３
段
階

衆
議
院
対
策

4/24
～
6/5

◦陳情（自由党幹部、衆参両院地方行政委員）
◦ 婦人議員団、青年議員団、自治権拡充委員長会

による街頭演説
◦ 東京大学憲法研究会意見（公選廃止は違憲）を

衆参両院及び関係方面に送付
◦自由党東京代議士の調停　など

6/7
修正案が本
会議で可決
後、参議院
へ送付

第
４
段
階

参
議
院
対
策

6/9
～
7/5

◦ 陳情（参議院地方行政委員、全参議院議員、特定
委員及び特定議員）

◦ 区長公選制廃止と憲法との関係についての日本
弁護士協会及び日本弁護士連合会の回答を全参
議院議員及び関係方面に参考資料として送付

7/9
参議院本会
議で可決

第
５
段
階

違
憲
訴
訟

5/20
～
9/1

◦ 最高裁判所に対して、全区長が個人資格で区長
公選制廃止の違憲訴訟（「地方自治法一部改正法
提案行為無効宣言請求、国会法第67条の無効宣言
請求等」）を提起

◦有志により最高裁へ違憲訴訟提起

8/15
法律公布
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明
ら
か
に
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
特
別
区
は
そ
の
性
格
を
変
更
さ
れ
、
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
区
長
の
公
選

制
も
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。
区
が
行
う
事
務
と
し
て
は
、
小
中
学
校
の
教
育
事
務

の
管
理
・
執
行
、
公
園
・
特
別
区
道
・
公
共
便
所
等
の
設
置
・
管
理
、
図
書
館
の

設
置
・
管
理
な
ど
10
項
目
が
法
定＊

９

さ
れ
、
衆
議
院
の
修
正
可
決
に
よ
り
診
療
所
・

小
売
市
場
・
共
同
作
業
所
の
設
置
・
管
理
な
ど
も
追
加
さ
れ
ま
し
た
が
、
区
側
が

強
く
要
望
し
て
い
た
福
祉
事
務
所
の
移
管＊1

＊

に
関
し
て
は
結
局
盛
り
込
ま
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
ま
た
、
区
長
の
区
議
会
選
任
制
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
お
い
て
区
長
候

補
者
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
候
補
者
の
数
に
つ
い
て
も
法
令

上
の
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
後
の
区
長
選
任
が
議
会
の
混
乱
を
招
く
一
つ

の
要
因
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
他
の
内
容
と
し
て
は
、
都
区
間
の
事
務
調
整
の
強
化
（
都
の
調
整
条
例
制

定
権
、
知
事
の
助
言
勧
告
権
）
や
、
都
配
属
職
員
制
度
の
維
持
（
特
別
区
の
職
員
は

都
が
定
数
管
理
し
派
遣
）
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

地
方
自
治
法
改
正
に
関
す
る
特
別
区
の
反
対
運
動
は
、
修
正
案
が
参
議
院
地
方

行
政
委
員
会
で
可
決
さ
れ
た
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
７
月
７
日
を
も
っ
て
閉
幕

改　正　後
都の内部的部分団体

区議会選任制
（間接選挙）

制限列挙された10項目
の区の事務を処理

都の調整条例制定権／
都知事の助言勧告権

改　正　前
基礎的な自治体

公選制

法律、政令、都条例に
定める区の事務を処理

都の条例制定権

自治法改正による特別区の変化

区の性格

区長選任制度

事務分担

都区間の調整
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し
ま
し
た
。
昭
和
23
（
１
９
４
８
）
年
か
ら
自
治
権
拡
充
を
推
進
し
て
き
た
四
者
全
員
合
同
会
は
、
特
別
区
の
問
題
に
関

し
て
今
後
は
地
方
制
度
調
査
会
へ
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
、
提
訴
の
時
期
・
方
法
に
つ
い
て
は
指
導
部
に
一
任
す
る
こ
と

な
ど
今
後
の
方
針
を
同
月
９
日
に
決
定
し
て
事
実
上
解
散
し
、
以
後
、
運
動
の
中
心
は
特
別
委
員
長
会
や
議
長
会
に
移
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
戦
後
の
民
主
化
改
革
の
な
か
で
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
出
発
し
た
「
都
の
区
」
す
な
わ
ち
特
別
区
は
、

区
関
係
者
の
必
死
の
抵
抗
も
空
し
く
、
わ
ず
か
５
年
の
う
ち
に
都
の
内
部
的
部
分
団
体
と
さ
れ
、
区
長
の
公
選
制
も
廃

止
さ
れ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
、
都
が
望
ん
で
い
た
よ
う
な
完
全
な
行
政
区
に
は
な
ら
ず
、
公
選
の
区
議
会
は
継
続
さ

れ
、
区
長
は
そ
の
議
会
に
よ
る
選
任
と
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
特
別
区
の
性
格
に
関
す
る
第
２
８
１
条
第
１
項
の
文
言

を
「
都
に
区
を
置
き
」
と
置
き
換
え
、
第
２
８
３
条
で
市
の
規
定
を
「
準
用
」
す
る
と
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
を
阻
止
し

て
、「
都
の
区
は
」「
適
用
」
と
い
う
文
言
を
維
持
し
た
こ
と
は
そ
の
後
に
も
つ
な
が
る
重
要
な
成
果
で
し
た
。

＊
９　

制
限
列
挙
さ
れ
た
特
別
区
の
事
務　

①
小
学
校
、
中
学
校
、
幼
稚
園
及
び
各
種
学
校
を
設
置
し
及
び
管
理
し
並
び
に
こ
れ
ら
に

関
す
る
教
育
事
務
を
管
理
し
及
び
執
行
す
る
こ
と
。
但
し
、
教
育
職
員
の
任
用
そ
の
他
の
身
分
取
扱
、
教
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
、
教

科
用
図
書
の
採
択
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
②
主
と
し
て
当
該
特
別
区
の
住
民
の
使
用
す
る
公
園
、
運
動
場
、
広
場
、
緑

地
及
び
児
童
遊
園
を
設
置
し
及
び
管
理
す
る
こ
と
。
③
主
と
し
て
当
該
特
別
区
の
住
民
の
使
用
す
る
図
書
館
、
公
民
館
及
び
公
会
堂
を

設
置
し
及
び
管
理
し
並
び
に
主
と
し
て
当
該
特
別
区
の
住
民
に
対
す
る
社
会
教
育
を
行
う
こ
と
。
④
主
と
し
て
当
該
特
別
区
の
区
域
内

の
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
を
設
置
し
及
び
管
理
す
る
こ
と
。
⑤
街
路
樹
及
び
道
路
の
照
明
施
設
を
設
置
し
及
び
管
理
し
並
び
に
道
路

の
清
掃
事
業
を
行
う
こ
と
。
⑥
公
益
質
屋
、
共
同
作
業
場
、
診
療
所
、
公
衆
浴
場
及
び
公
共
便
所
を
設
置
し
及
び
管
理
す
る
こ
と
。
⑦
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小
売
市
場
を
設
置
し
及
び
管
理
す
る
こ
と
。
⑧
公
共
溝
渠
を
管
理
す
る
こ
と
。
⑨
身
分
証
明
、
印
鑑
証
明
及
び
登
録
等
に
関
す
る
事
務

を
行
う
こ
と
。
⑩
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
外
、
都
の
処
理
し
て
い
な
い
公
共
事
務
及
び
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
く
政
令
又
は

第
３
項
の
規
定
に
よ
る
都
の
条
例
に
よ
り
特
別
区
に
属
す
る
事
務
。

＊
10　

福
祉
事
務
所
の
移
管　

昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
10
月
に
福
祉
事
務
所
設
置
当
時
の
都
知
事
と
区
側
の
申
し
合
わ
せ
に
よ
り
、

生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
救
護
事
務
等
を
区
に
移
管
で
き
る
よ
う
法
令
改
正
を
厚
生
省
並
び
に
関
係
方
面
に
共
同
申
請
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
法
令
改
正
に
つ
い
て
の
都
区
連
署
の
要
請
書
は
翌
年
３
月
15
日
に
整
え
ら
れ
た
も
の
の
、
地
方
自
治
法
の

一
部
改
正
に
関
連
し
て
要
請
は
実
行
さ
れ
る
に
い
た
ら
ず
、
福
祉
事
務
所
の
区
移
管
は
、
結
局
昭
和
39
（
１
９
６
４
）
年
の
地
方
自
治

法
改
正
ま
で
実
現
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭和25（1950）年
　12月　神戸委員会第一次勧告
　　　　 神戸委員会に「『二十三
　　　　首都市』の方式」提出

昭和26（1951）年
　８月　 区民自治擁護連盟設置
　９月　神戸委員会第二次勧告
　12月　運動の基本方針を決定

昭和27（1952）年　
　２月　 国に特別区の組織及び運
　　　　営に関する要請書提出
　３月　二十三区連合区民大会開
　　　　催今後の運動目標を決定
　４月　地方自治法改正案の審議
　　　　開始
　６月　衆議院で地方自治法改正
　　　　案修正可決
　　　　最高裁判所に違憲訴訟提
　　　　起
　７月　参議院で地方自治法改正
　　　　案修正可決
　　　　今後の運動方針を決定
　９月　改正地方自治法施行
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お
わ
り
に

Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
で
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
民
主
化
と
地
方
分
権
化
政
策
は
、
冷
戦
構
造
が
中
国
や
朝
鮮
半
島
を
中
心
に

東
ア
ジ
ア
で
も
表
面
化
す
る
な
か
で
、
時
代
は
早
期
経
済
復
興
の
た
め
の
効
率
化
を
求
め
、
逆
行
の
途
を
た
ど
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

戦
後
民
主
化
改
革
で
、
基
礎
的
な
自
治
体
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
特
別
区
で
し
た
が
、
そ
の
実
効
を
み
る
こ
と
な
く
、

さ
ら
に
行
財
政
の
移
管
を
渋
る
都
の
抵
抗
の
な
か
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
っ
て
府
県
で
あ
り
市
で
も
あ
る
と
い
う
都

が
で
き
る
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
あ
と
、
特
別
区
は
基
礎
的
な
自
治
体
へ
の
復
権
を
求
め
て
、
新
た
な
構
想
を
検
討
し
、
理
論
武
装
を
し
な
が
ら
地

方
制
度
調
査
会
へ
自
治
法
の
改
正
を
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
区
長
の
区
議
会
選
任
制
に
関
し
て
も
、
こ
の
あ
と
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
引
き
起
こ
り
住
民
運
動
に
も
発
展
し
て

い
く
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
お
話
は
３
冊
目
以
降
へ
と
続
い
て
ゆ
き
ま
す
。



　118

特
別
区
の
自
治
権
拡
充
運
動
関
連
年
表

昭
和
20
年
︵
１
９
４
５
︶

　

10
・
２　

 
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ

Ｃ
Ａ
Ｐ
）
を
設
置

　
　
　

11　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
、
幣
原
首
相
に
憲
法
改
正
を
指
示

　
　
　

20　

 

麹
町
区
会
、
区
の
自
治
権
拡
張
に
関
す
る
意
見
書

を
都
議
会
に
提
出
、
特
別
委
員
会
を
設
け
自
治
権

拡
張
を
他
区
に
呼
び
か
け
る

　
　
　

28　

 

下
谷
区
会
議
長
・
自
治
権
民
主
化
に
関
す
る
委
員

会
委
員
長
、
連
名
で
各
区
に
連
合
会
結
成
を
呼
び

か
け
る

　
　
　

29　

 

都
議
会
、
麹
町
区
会
の
意
見
書
を
受
け
、「
東
京

都
制
改
革
断
行
に
関
す
る
意
見
書
」
を
総
理
大
臣

な
ど
に
提
出

　

11
・
６　

 

35
区
議
長
会
を
上
野
精
養
軒
で
開
催
し
「
自
治
権

拡
張
の
た
め
の
委
員
会
」
を
設
置

　
　
　

８　

 

自
治
革
新
各
区
委
員
長
会
議
開
催
、
都
長
官
公
選

・
区
会
の
権
限
拡
張
・
区
政
の
確
立
を
目
標
に

「
自
治
革
新
連
盟
」
を
結
成

　

12
・
11　

 

35
区
議
長
会
と
各
区
の
自
治
権
拡
張
に
関
す
る
委

員
会
が
日
本
橋
区
役
所
で
合
同
会
議
を
開
催

昭
和
21
年
︵
１
９
４
６
︶

　

１
・
31　

 

自
治
革
新
連
盟
理
事
長
・
３
理
事
（
神
田
区
・
渋

谷
区
・
荒
川
区
）、
都
長
官
及
び
内
務
省
地
方
局
長

等
へ
陳
情

　

２
・
８　

35
区
議
長
会
、「
都
制
改
正
案
要
綱
」
発
表

　

２
月
中　

 

35
区
区
長
協
議
会
、「
区
制
改
革
案
要
綱
案
」
を

提
出

　

４
・
30　

 

自
治
革
新
連
盟
各
区
委
員
長
会
議
、
麹
町
区
役
所

で
開
催
（
理
事
区
増
員
：
深
川
区
・
蒲
田
区
・
世
田

谷
区
・
淀
橋
区
を
決
定
）

　

５
・
22　

第
１
次
吉
田
内
閣
成
立

　

６
・
12　

 

自
治
革
新
連
盟
、
理
事
会
で
都
制
改
正
中
の
区
制

に
つ
い
て
検
討
、
内
務
省
地
方
局
長
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ

へ
提
出
中
の
政
府
の
意
向
を
聴
取

　

７
・
２　

 

政
府
、
第
90
回
帝
国
議
会
に
改
正
「
東
京
都
制
」

案
ほ
か
３
法
案
を
提
出

　
　
　

23　
 

35
区
区
長
協
議
会
、
都
制
改
正
に
対
す
る
区
の
自

治
権
拡
張
に
つ
い
て
統
一
見
解
公
表
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９
・
27　

改
正
東
京
都
制
公
布
（
10
・
５
施
行
）

　

12
・
10　

 

自
治
革
新
連
盟
、
各
区
委
員
長
会
を
開
催
し
区
域

整
理
後
も
運
動
継
続
を
申
し
合
わ
せ
、
各
区
が
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
決
定

昭
和
22
年
︵
１
９
４
７
︶

　

３
・
15　

 

東
京
22
区
制
実
施

　

４
・
５　

 

第
１
回
統
一
地
方
首
長
選
挙
実
施
（
初
の
直
接
住

民
選
挙
）

　
　
　

17　

地
方
自
治
法
公
布

　
　
　

30　

第
１
回
統
一
地
方
議
会
議
員
選
挙
実
施

　

５
・
１　

 

22
区
区
長
会
、
千
代
田
区
役
所
内
に
「
特
別
区
協

議
会
」
設
立
、
特
別
区
協
議
会
に
「
特
別
区
長

会
」
を
設
置

　
　
　

３　

 

日
本
国
憲
法
及
び
地
方
自
治
法
施
行（
特
別
区
誕

生
）

　
　
　

16　

 

22
区
長
協
議
会
、
自
治
権
拡
充
に
関
す
る
具
申
書

を
都
知
事
に
提
出

　

７
・
24　

 

東
京
都
二
十
二
区
自
治
権
拡
充
連
合
委
員
会
規
約

策
定

　

８
・
１　

 

練
馬
区
新
設
、
東
京
23
区
誕
生
／
特
別
区
協
議
会

に
助
役
会
、
議
長
会
、
５
委
員
会
の
各
連
合
会
を

設
置
（
自
治
権
拡
充
運
動
の
体
制
強
化
）

　

10
・
14　

 

23
区
長
協
議
会
、
特
別
区
財
政
制
度
確
立
に
関
す

る
具
申
書
を
都
知
事
に
提
出

　

12
・
10　

二
十
三
区
自
治
権
拡
充
議
員
大
会
開
催

　
　
　

31　

内
務
省
廃
止
解
体

昭
和
23
年
︵
１
９
４
８
︶

　

１
・
13　

 

特
別
区
協
議
会
、
都
議
会
議
長
に
決
議
文
の
説
明

書
を
提
出

　

３
・
３　

都
区
行
政
調
整
協
議
会
設
置
、
都
区
協
議
開
始

　

６
・
10　

 

議
長
会
、
事
務
事
業
委
譲
協
議
の
進
捗
が
な
い
な

か
で
、
都
知
事
不
信
任
を
表
明

　
　
　

22　

 

都
知
事
、
幹
事
区
長
と
会
談
し
、
三
大
基
本
方
針

（
人
事
権
の
委
譲
・
財
政
自
主
権
の
確
立
・
事
務
事
業

の
委
譲
）
を
決
定

　

７
・
31　

都
区
行
政
調
整
協
議
会
終
了
、
都
区
協
定
妥
結

昭
和
24
年
︵
１
９
４
９
︶

　

１
・
24　

特
別
区
協
議
会
、
事
務
局
長
に
浅
井
幸
七
就
任

　

５
・
10　

シ
ャ
ウ
プ
博
士
、
税
制
調
査
の
た
め
来
日

　

５
・
24　

 
区
、
24
年
度
特
別
区
補
正
予
算
編
成
に
つ
い
て
都

知
事
に
要
請
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６
・
１　

 

総
理
府
外
局
地
方
自
治
庁
発
足
、
地
方
自
治
委
員

会
議
設
置

　

７
・
26　

区
長
会
、
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
要
請
書
提
出

　

８
・
27　
「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
」
提
出

　

10
・
24　

 
四
者
全
員
合
同
会
、
財
政
自
主
権
確
立
要
請
書
確

定
／
区
長
会
・
議
長
会
・
自
治
権
拡
充
委
員
長
会
、

財
政
委
員
長
会
の
四
者
が
一
体
と
な
り
運
動
を
強

力
に
推
進
す
る
こ
と
を
決
定

　

11
・
28　

 

四
者
代
表
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
経
済
科
学
局
（
Ｅ
Ｓ
Ｓ
）
へ

要
請
書
提
出

　
　
　

30　

二
十
三
特
別
区
財
政
自
主
権
確
立
期
成
大
会
開
催

　

12
・
５　

 

四
者
代
表
と
千
代
田
区
長
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局
（
Ｇ

Ｓ
）
へ
要
請
書
提
出

　
　
　

24　

地
方
行
政
調
査
委
員
会
議
（
神
戸
委
員
会
）
設
置

昭
和
25
年
︵
１
９
５
０
︶

　

１
・
26　

 

四
者
全
員
合
同
会
、
数
寄
屋
橋
で
街
頭
演
説
会
を

開
始

　

２
・
８　

 

地
方
自
治
委
員
会
議
、
第
三
者
を
入
れ
た
調
整
協

議
会
の
設
置
を
都
に
勧
告

　

３
・
22　

都
区
調
整
協
議
会
初
会
合

　

６
・
25　

朝
鮮
戦
争
勃
発

　

７
・
31　

 

新
地
方
税
法
公
布
（
固
定
資
産
税
・
市
町
村
民
税
・

法
人
税
創
設
等
）

　

８
・
２　

 

都
区
調
整
協
議
会
、
中
立
委
員
の
意
見
表
明
（
裁

定
）

　

９
・
４　

 

都
区
協
定
を
取
り
交
わ
し
、
都
区
調
整
協
議
会
終

了
（
計
10
回
）

　

12
・
22　

神
戸
委
員
会
第
一
次
勧
告

　
　
　

23　

 

特
別
区
、
神
戸
委
員
会
に
「『
二
十
三
首
都
市
』

の
方
式
」
を
提
出

昭
和
26
年
︵
１
９
５
１
︶　

　

３
・
31　

 

改
正
地
方
税
法
公
布
（
法
人
の
所
得
税
を
課
す
こ

と
が
で
き
る
）

　

４
・
23　

 

第
２
回
統
一
地
方
首
長
・
議
会
議
員
同
時
選
挙
実

施

　

５
・
１　

 

リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
声
明
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
管
理
緩
和
、
占
領

下
発
布
諸
法
規
再
検
討
の
権
限
を
日
本
政
府
へ
付
与
）

　
　
　

６　

 

政
令
諮
問
委
員
会
設
置
（
戦
後
の
行
政
制
度
再
検

討
）

　
　
　

11　
 

副
知
事
、
区
長
へ
住
民
税
法
人
分
を
都
税
と
す
る

こ
と
を
要
請

　
　
　
　
　

 
特
別
区
協
議
会
、
千
代
田
区
役
所
か
ら
東
京
区
政
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会
館
（
九
段
下
）
に
移
転
、
業
務
開
始

　
　
　

16　
 

区
長
会
、
住
民
税
法
人
分
は
９
・
２
都
区
協
定
ど

お
り
区
の
収
入
と
す
る
よ
う
都
へ
回
答
（
要
請
）

　
　
　

26　
 

都
議
会
、
都
税
条
例
及
び
特
別
区
税
条
例
の
一
部

改
正
を
附
帯
決
議
付
き
で
可
決（
法
人
都
民
税
創
設
）

　

６
・
５　

 

都
、
神
戸
委
員
会
に
「
東
京
都
制
改
革
案
要
綱
」

（
特
別
区
を
「
行
政
区
」
と
す
る
）
を
提
出

　

８
・
14　

新
聞
各
紙
、
神
戸
勧
告
試
案
を
報
道

　
　
　
　
　

 

政
令
諮
問
委
員
会
、「
行
政
制
度
の
改
革
に
関
す

る
答
申
」
提
出

　
　
　

18　

 

区
長
会
・
議
長
会
、
神
戸
勧
告
試
案
報
道
で
国
会

・
政
党
関
係
に
自
治
権
確
立
に
関
す
る
要
請
書
を

提
出

　
　
　

21　

 

四
者
全
員
合
同
会
、
区
民
自
治
擁
護
連
盟
の
設
置

決
定

　
　
　

28　

政
府
、
行
政
簡
素
化
本
部
設
置

　

９
・
８　

 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
調
印
、
日
米
安
全

保
障
条
約
調
印

　
　
　
　
　

都
区
調
整
協
議
会
再
開
（
都
議
会
は
参
加
拒
否
）

　
　
　

22　

神
戸
委
員
会
第
二
次
勧
告

　

11
・
８　

 

都
議
会
議
員
待
遇
者
会
、
神
戸
勧
告
は
画
竜
点
睛

を
欠
く
と
し
て
東
京
都
制
改
革
に
関
す
る
意
見
書

を
政
府
・
国
会
に
提
出

　

12
・
１　

 

四
者
全
員
合
同
会
、
今
後
の
運
動
に
つ
い
て
の
基

本
方
針
を
決
定

昭
和
27
年
︵
１
９
５
２
︶

　

２
・
26　

 

区
議
会
議
員
待
遇
者
会
、
特
別
区
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
要
請
書
を
提
出

　

３
・
１　

 

朝
日
・
読
売
報
道
（
地
方
自
治
法
改
正
案
国
会
提
案
）

　
　
　

17　

二
十
三
区
連
合
区
民
大
会
開
催

　
　
　

21　

 

四
者
全
員
合
同
会
、
今
後
の
運
動
の
目
標
を
決
定

　

４
・
23　

 

政
府
、
第
13
回
国
会
に
地
方
自
治
法
改
正
案
を
提

出
、
審
議
開
始

　

５
・
26　

 

自
由
党
東
京
代
議
士
、
調
停
案
と
し
て
修
正
要
項

を
提
示

　

６
・
７　

衆
議
院
本
会
議
、地
方
自
治
法
改
正
案
を
修
正
可
決

　
　
　

10　

 

全
区
長
、個
人
資
格
で
最
高
裁
に
違
憲
訴
訟
を
提
起

　

７
・
９　

 

参
議
院
本
会
議
、地
方
自
治
法
改
正
案
を
修
正
可
決

　
　
　
　
　

 

特
別
区
、
今
後
の
運
動
方
針
を
決
定

　

８
・
15　

改
正
地
方
自
治
法
公
布

　
　
　

23　

全
区
長
、
違
憲
訴
訟
の
提
訴
取
下
げ

　

９
・
１　

改
正
地
方
自
治
法
施
行
、
自
治
庁
施
行
通
達
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主
要
参
考
文
献
等
（
所
蔵
「
特
別
区
自
治
情
報
・
交
流
セ
ン
タ
ー
」
公
益
財
団
法
人
特
別
区
協
議
会
事
業
部
）

浅
井
幸
七
『
都
区
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
沿
革 

昭
和
42
年
版
』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 

総
括
篇
〔
そ
の
一
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 

総
括
篇
〔
そ
の
二
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
45
（
１
９
７
０
）
年

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 

総
括
篇
〔
そ
の
三
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
45
（
１
９
７
０
）
年

浅
井
幸
七
『
特
別
区
政
の
変
遷 

総
括
篇
資
料
〔
そ
の
三
〕』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
41
（
１
９
６
６
）
年

大
田
区
議
会
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
大
田
区
議
会
史　

通
史
』
大
田
区
議
会
史
編
さ
ん
委
員
会
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年

大
森
監
修
・
特
別
区
協
議
会
編
『
東
京
23
区
自
治
権
拡
充
運
動
と
「
首
都
行
政
制
度
の
構
想
」』
日
本
評
論
社
、
平
成
22
（
２
０
１
０
）
年

外
務
省
編 

『
日
本
の
選
択
・
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
史
録 

中
巻
』
山
手
書
房
新
社
、
平
成
２
（
１
９
０
０
）
年

神 

戸
都
市
問
題
研
究
所
地
方
行
財
政
制
度
資
料
刊
行
会
編
『
戦
後
地
方
行
財
政
資
料 

別
巻
１ 

シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
』
勁
草

書
房
、
昭
和
58
（
１
９
８
３
）
年

国
立
印
刷
局
『
法
令
全
書
』
国
立
印
刷
局
、
各
年

新
宿
区
議
会
編
『
新
宿
区
議
会
史 

通
史
編
』
新
宿
区
議
会
、
平
成
９
（
１
９
９
７
）
年

鈴
木
俊
一
『
鈴
木
俊
一
著
作
集　

別
巻
』
良
書
普
及
会
、
平
成
13
（
２
０
０
１
）
年

墨
田
区
議
会
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
墨
田
区
議
会
史 

通
史
編
』
墨
田
区
議
会
、
平
成
７
（
１
９
９
５
）
年

田
中
勝
治
編
『
都
区
調
整 

＝
特
別
区
自
治
権
拡
充
運
動
の
経
過
＝
』
都
政
通
信
社
、
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年

田
中
勝
治
編
『
特
別
区
―
都
区
調
整
の
十
年
―
』
都
政
通
信
社
、
昭
和
32
（
１
９
５
７
）
年

地
方
自
治
百
年
史
編
集
委
員
会
編
『
地
方
自
治
百
年
史 

第
二
巻
』
地
方
財
務
協
会
、
平
成
５
（
１
９
９
３
）
年

千
代
田
区
総
務
部
総
務
課
編
『
新
編
千
代
田
区
史 

通
史
編
』
千
代
田
区
、
平
成
10
（
１
９
９
８
）
年

東
京
都
編
『
東
京
都
政
五
十
年
史
通
史
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
６
（
１
９
９
４
）
年

東
京
都
編
『
都
政
十
年
史
』
東
京
都
、
昭
和
29
（
１
９
５
４
）
年

東
京
都
編
『
目
で
み
る
東
京
百
年
』
東
京
都
、
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年

東
京
都
荒
川
区
編
『
荒
川
区
史　

下
巻
』
東
京
都
荒
川
区
、
平
成
元
（
１
９
８
９
）
年
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東
京
都
議
会
議
会
局
法
制
部
編
『
国
会
・
政
府
機
関
の
審
議
に
あ
ら
わ
れ
た
東
京
都
の
制
度
に
関
す
る
資
料
２
』
昭
和
36
（
１
９
６
１
）
年

東
京
都
北
区
役
所
編
『
北
区
議
会
史
』
東
京
都
北
区
役
所
、
昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年

東
京
都
行
政
部
『
特
別
区
制
度
関
係
資
料
（
三
）
Ａ
』
東
京
都
行
政
部
、
昭
和
35
（
１
９
６
０
）
年

東
京
都
（
東
京
都
公
文
書
館
）
編
『
都
史
資
料
集
成
Ⅱ 

第
二
巻
』
東
京
都
、
平
成
27
（
２
０
１
５
）
年

東
京
都
品
川
区
編
『
品
川
区
史 

通
史
編 

下
巻
』
東
京
都
品
川
区
、
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年

東
京
都
渋
谷
区
議
会
編
『
渋
谷
区
議
会
史
』
東
京
都
渋
谷
区
議
会
、
昭
和
51
（
１
９
７
６
）
年

東
京
都
中
野
区
『
中
野
区
史　

昭
和
編
二
』
東
京
都
中
野
区
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

東
京
都
中
野
区
『
中
野
区
史　

昭
和
編
三
』
東
京
都
中
野
区
、
昭
和
48
（
１
９
７
３
）
年

東
京
都
中
野
区
『
中
野
区
史　

昭
和
資
料
編
二
』
東
京
都
中
野
区
、
昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

東
京
都
文
京
区
『
文
京
区
志
』
東
京
都
文
京
区
、
昭
和
31
（
１
９
５
６
）
年

特
別
区
協
議
会
編
『
区
制
関
係
沿
革
法
令
集 

改
訂
版
』
特
別
区
協
議
会
、
平
成
12
年
（
２
０
０
０
）
年

特
別
区
協
議
会
編
『
都
区
財
政
調
整
制
度
の
し
く
み
と
沿
革
』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
58
年
（
１
９
８
３
）
年

特
別
区
協
議
会
編
『「
都
の
区
」
の
制
度
廃
止
と
「
基
礎
自
治
体
連
合
」
の
構
想
』
特
別
区
協
議
会
、
平
成
19
年
（
２
０
０
７
）
年

特 

別
区
人
事
・
厚
生
事
務
組
合
／
特
別
区
職
員
研
修
所
編
『
特
別
区
職
員
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
２
０
１
７
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
29
年
（
２
０
１

７
）
年

特
別
区
政
調
査
会
編
『
特
別
区
人
事
行
政
の
改
革　

答
申
及
び
付
属
資
料
』
特
別
区
協
議
会
、
昭
和
53
（
１
９
７
８
）
年

豊
島
区
議
会
史
編
纂
委
員
会
編
『
豊
島
区
議
会
史　

通
史
編
』
東
京
都
豊
島
区
、
昭
和
62
（
１
９
８
７
）
年

都
政
新
報
社
編
『
都
区
政
30
年
の
歩
み　

縮
刷
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
』
都
政
新
報
社
、
昭
和
55
（
１
９
８
０
）
年

都
政
新
報
社
編
『
都
政
新
報
縮
刷
版
』
都
政
新
報
社
、
各
年

都
政
新
報
社
『
都
政
人
名
鑑
１
９
６
７
』
都
政
新
報
社
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年

富
田
博
実
『
都
と
区
の
制
度
的
変
遷
に
関
す
る
調
査
研
究
』
東
京
市
政
調
査
会
、
平
成
23
（
２
０
１
１
）
年

富
田
博
実
『
東
京
に
お
け
る
行
財
政
制
度
等
の
変
遷
に
関
す
る
調
査
研
究
』
東
京
市
政
調
査
会
、
平
成
23
（
２
０
１
１
）
年

内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料 

第
二
部
』
内
務
省
、
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年

港
区
議
会
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
港
区
議
会
史 

通
史
編
』
港
区
議
会
、
平
成
５
（
１
９
９
３
）
年
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文
京
区
役
所
『
文
京
区
史　

巻
五
』
文
京
区
、
昭
和
44
（
１
９
６
９
）
年

Report on Japanese T
axation by the Shoup M

ission, V
olum

e I-IV
, General H

eadquarters Suprem
e Com

m
ander for 

the A
llied Pow

ers, T
okyo, Japan, Septem

ber 1949.

（
巻
頭
「
特
別
区
誕
生
時
の
初
代
区
長
」「
特
別
区
誕
生
時
の
初
代
議
長
」
出
典
）　

足
立
区
編
『
新
修
足
立
区
史 

下
巻
』
足
立
区
、
昭
和
42
（
１
９
６
７
）
年

葛
飾
区
役
所
編
『
新
修
葛
飾
区
史 

全
』
葛
飾
区
役
所
、
昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年

北
区
議
会
史
編
纂
委
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